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九運宮第 84号

自家用有償旅客運送者登録証

道路運送法第 79条の 6の規定に基づき、下記のとおり自家用有償旅客運送者とし

て登録を行ったことを証する。

戸」一－＝ロ
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九宮福第 23 号1 .登録番号

平成28年4月30日まで登録の有効期間2. 

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会称、名3. 

延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4所住

柳田泰宏会長代表者氏名

福祉有償運送自家用有償旅客運送の種別4. 
r 

延岡市運送の区域5. 
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平成25年4月24日

九州運輸局宮崎運輸支局長
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自家用有償旅客運送者登録証

道路運送法第79条の6の規定に基づき、下回のとおり自家用有償旅客運送

者として登録を行ったことを隠する。

飽

, I 登 録番号 九宮福第 23 号

2. 釜録の有効期間 平成25年4月30自家で

, I 名 称 社会福祉法人 延岡市社会福祉協機会

住 所 延岡市三ツ湖町1T目12番地4

代表者氏名 会長坂本純ー

4. 自家用有償旅客運送の種別 福祉有償還送

5. 運送の区域 延岡市

平成 22年. 3月 23日

九州運輸局宮崎運輸支局長
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九運宮第5054号

自家用有償旅客運送者登録証

（ 道路運送法第79条の 3の規定に基づき、下記のとおり自家用有償旅客運送

者として登録を行ったことを証する。

記

, .登録番号 九宮福第 23 号

2. 登録の有効期間 平成22年4月30固まで

3. 名 称 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

住 所 延岡市ニツ瀬町1丁目， 2番地4

代表者氏名 会長坂本純一

4. 自家用有償旅客運送の種別 福祉有償運送

5. 運送の区域 延岡市

平成20年4月28日 If芝山程斡
J 冒国lliEfil空

九州運輸局宮崎運輸支局長松元健和問屋長

九州運輸局
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平成 25年4月30日

延岡市福祉有償運送運営協議会会長様

社会福祉法人 否社示請IL·~
延岡市社会福祉協議今崎活入先

会長 柳田 泰こ（誠会空~~·
事比三E強j割砂｜

平成 24年度自家用有償旅客運送輸送実績報告について

標記の件につきまして、下記のとおり関係書類を添えて提出いたします。

記

1 .自家用有償旅客運送輸送実績報告書（平成 24年度）



（日本工業規格A列4番）

｜ 九州運輸局宮崎運輸支局｜

｜ ｜市町｜過疎｜福祉｜種別口口｜回｜

第6号様式（第2条の2関係）l. 

F胃「ー、 ーーーー・～ー・ー

住 所 延岡市三ツ瀬町1 丁目 12番地叫市？と~~~: 'J 
運送者名 社会福祉法人延岡市社会福祉協－・ぎ1..:1
代表者名（役職及び氏名） μ計三11;-i~人ノ同

会長 柳田泰長示念；却~！
0982-35-6555 1むを走市間雨：

自家用有償旅客運送輸送実績報告書（平成24年度）

延岡市福祉有償還送運営協議会 殿

電話番号

F国""' 車害 区 域 内 全 国

自家用有償旅客運送自動車謝 寝台車（両）
車いす車（両）
兼用車（両） 1 ( 1 ( 
回転シート車（両）
セダン等（両）
バス（両）
計（両） 1 ( 1 ( 

路線（キロメートル）又は運送の区域 延岡市
運送する旅客の範囲及び数 イ101人口38人

概況（平成25年3月31日現在）

輸送実績（前年4月1日から本年3月31日まで）
国

4 910 
156 

0 

全内域区

（回）

事故件数（前年4月1日から本年3月31固まで）
玉三戸t有

国

延岡市
交通
董天
克士

頁
備考

1 種別の欄には、該当する事項をOで囲むζと。

2 管轄区域内の欄については、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域ごとに、当該運輸監理部又
は運輸支局の管轄区域内の過疎地有償運送文は福祉有償還送について、登録を受けた運送の
区域別に記載すること。また、輸送実績及び事故件数については、当該運送の区域内にある全て
の事務所に配置されている自家用有償旅客運送自動車について記載すること。

3 全国の欄にあっては登録を受けた全ての運送の区域における過疎地有償還送又は福祉有償運
送について記載すること。

4 自家用有償旅客運送自動車数の欄の（ ）には、軽自動車数を記載すること。
5 運送する旅客の範囲及び数については、福祉有償運送に係る道路運送法施行規貝lj(昭和26年
運輸省令第75号）第49法第3号イからこまでに掲げる区分ごとの人数を記載すること。

6 輸送人員又は運送回数については、市町村運営有償還送を行う場合にあっては輸送人員を、過
疎地有償還送又は福祉有償運送を行う場合にあっては運送回数を記載すること。

7 交通事故とは、道路交通法（昭和35年法律第105号）第72条第1項の交通事故をいう。
8 重大事故とは、自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）第2条の事故をいう。
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様式第 1号

福祉有償還送事業実績報告書

延岡市福祉有償還送運営協議会会長様

事業所の住所

事業所の名称

代表者の氏名

延社協第 1J1 号

平成25年 u月ふもど日

平成24年度下半期（10月から 3月まで）の福祉有償還送事業については、延岡市福祉有償還

送運営協議会指針の規定により関係書類を添えて実績報告書を提出します。

添付書類

1 最新の会員登録簿

2 当該期間の運行状況

3 研修、講習等の実施状況報告

． －， 



ft玄... 員 登 録 簿
（福祉有償還送用）

H25.3.31現在

自家用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉也掻会

番号｜氏名 ｜住 所 ｜入会年月日 ~竺イlを必ロ要とす，、る理由｜僻

H7.11.10 10  ． 
2 IH7.12.15 。 ． 

HS.4.8 。 ． 
4 HS.9.20 。 ... 
5 I HS.11.8 。 ． 

一
H9.2.24 I 0 I ｜・

一
7 IH9.5.22 I 0 I le 

一
8 IHl0.3.16 

9 IHl0.3.16 10 
一

10 IH10.4.6 I 0 I le 
一

11 IH10.4.21 I 0 I ｜・
一

12 I IH11.5.24 I 0 I le 
一

13 IH12.3.8 

14 IH12.5.18 

15 

同畑・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・16 10 H12.8.31 

17 IH12.9.18 。 le 

18 H12.10.4 。 ｜女

19 H12.12.4 。 ． 
20 H13.1.19 。

イ 身体障害者 ・車いす自持
ロ 要介箆箆定者 0車いす社協
J、 要支媛箆定者 Aリクライニング自持
一 その他（肢体不自由、内部障害、繍神障害、その他の障害） ムリクライニング社協一

女ストレッチヤー



~』JI;: 員 登 録 簿
（福祉有償還送府）

H25.3.31現在

自家用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉協議会

番号｜氏名 ｜住 所 ｜入会年月日円送をf要？理~I僻

21 H13.3.27 。 ． 
22 H13.4.6 。 ． 
23 H13.4.20 。 ． 
24 H13.4.27 。 le 

25 H13.4.27 。 1・

26 』圃圃圃圃圃園
。

271- H13.5.18 。 IA.女

28 1・・・・・・・ IH13.5.24 。 ｜・

29 1・・・・・・・圃 。 ｜・

30 I H13.7.30 。 le 

31 I IH13.9.20 

32 I IH13.10.16 

33 IH13.12.11 01  le 

34 I IH14.1.21 。
35 IH14之5 問l le 

36 I H14.5.7 。 ・2

37 H14.5.7 。 ． 
38 IH14.5.16 。 le 

39 H14.7.29 。 ． 
40 H14.8.14 。 ． 

イ 身体障害者 ・車いす自持
ロ 要介盛箆定者 0車いす社協，、 要支媛飽定者 Aリクライニング自持
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害） ムリクライニング社協一

女ストレッチヤー

－． ， 



~ 員 登 録 簿
（福祉有償還送用）

H25.3.31現在

自京用有償依客運送者の名称 延岡市社会福祉飽援会

番号｜氏名 ｜住 所 ｜入…明を~~I備

41 1 - ｜女

42 H14.12.20 。 ． 
43 H15.1.6 。 ． 
44 H15之7 恩l ｜女

45 I IH15.4.11 。 ,. 
46 I IH15.4.21 。 1・

47 IH15.4.21 。 ,. 
48 I IH15.5.15 。 ． 
49 I IH15.7.4 ． 
50 I IH16.1.5 ． 
51 I IH16.1.30 ． 
52 I IH16.2.16 。 ． 
53 I IH16.3.10 01  le 

54 I IH16.4.16 。 ｜・

55 H16.5.19 。 ． 
56 H16.7.5 A 

57 l圃・・・・・・・ H16.8.4 。 ． 
58 団・・・・・・・ H17.1.13 。 ． 
59 咽・・・・・・ IH17.1.26 。 1・

60岨・・・・・ IH17.2.17 。 ｜・

イ 身体障害者 ・車いす自持
ロ 要介腹限定者 0車いす社協
J、 要支侵m定者 Aリクライニング自持
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害） Aリクライニング社協一

女ストレツチヤー
． ， 



簿員登録
（福祉有償還送用）

£』
Z玄

在
一
一

明一会一

日一強一

広一泊一

H
一個一会一岡一延一自家用有償旅客運送者の名称

備考運送を必要とする理由入会年月日住

． 
女

，、
ロ一鼠

イ

。
H17.8.1 

H17.8.24 

女． 

A 。H18.10.11 ． 。H18.11.13 ． 。H18.11.21 ． Hl 9.2.14 ． 。H19.3.2 ． 。H19.3.14 

女。H19.3.14 ． 
問

。H19.3.22 

女H19.3.22 ． 
騒

。H19.4.6 

所番号｜氏名

61 

62 

． 
． 
。

． 
． 

。

。
。

。
。

H17.11.26 

H18.5.17 

H18.6.16 

H18.6.23 

H18.7.28 

H18.9.27 

H18.4.3 ・・・・園
田・・・・・・

．．．．． 
．．．．． 
．．．．．． 
．．．．．．． 

63 

64 

69 

65 

67 

66 

68 

L__I 

E三三コ
」一一J
E二コ
巳二コ
」－」

」一一一l
「一一「
｜圃

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 ． 
・車いす自持
O車いす社協

Aリクライニング自持
Aリクライニング社協

女ストレッチヤー

H19.5.24 

身体障害者
要介鐙IE定者
要支鐘飽定者
その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

． ， 

80 

イ
ロ
ハ



t玄.,. 員 登 録 簿
（福祉有償還送用）

H25.3.31現在

自家用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉也強会

番号｜氏名 ｜住 所 ｜入会年月日円送をア？ー｜僻

81 ．．．．．．．．．．．．．．．．． H19.6.13 。 女

82 H19.6.14 。 ． 
83- IH19.11.9 置~~I ｜食

841- IH20.1.28 。 le 

85 圃・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．． 
｜：｜ 86 I H20之8

87 I IH20.2.27 1 0  le 

88 IH20.3.17 ． 
89 I IH20.3.18 ． 
90 IH20.3.20 。
91 I IH20.3.26 ． 
92 I IH20.3.26 10  le 

93 I IH20.3.26 1 0  ｜・

94 IH20.4.18 。 ． 
95 I IH20.5.13 。 。
96 I IH20.6.3 。 ． 
97 I H20.7.3 題 ． 
98 咽・・・・・・・ H20.7.7 。 le 

99 圃・・・・・ H20.7.15 図｜ i・育

100 I・t・－－－－ H20.8.18 図｜ ｜食

イ 身体障害者 ・車いす自持
ロ 要介獲箆定者 0車いす社協
J、 要支復忽定者 Aリクライニング自持
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害） Aリクライニング社協一

女ストレッチヤー
． ， 



~ 員 登 録 簿
（福祉有償還送用）

H25.3.31現在

自家用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉也議会

番号｜氏名 ｜住 所 ｜ 入 会 年 月 日 円 送 を ア ？ ー l鮪

101 H20.10.6 。 ． 
102 H20.10.8 。 ． 
103 H20.10.20 図｜ ｜・

104 I IH20.12.19 。 ｜・

105 I 。 le 

106 I・・・・・・・・ H21.1.30 111"＠~1 ｜・

107咽・・・・・・ IH21.4.14 圃r+>WI ｜・

1081-

I °C 
le 

109 I H21.6.30 

110 I IH21.7.24 

111 I IH21.9.2 ． 
112 I IH21.10.19 女・

113 IH21.12.8 ... 
114 I IH22.3.5 女

115 I IH22.3.13 ． 
116 I IH22.5.12 ？な

117 H22.5.24 
A女

118 ．．．．．．． H22.6.15 ． 
119 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． H22.6.15 ． 
120 H22.7.15 ． 

イ 身体障害者 ・車いす自持
ロ 要介極限定者 0車いす社協
I¥ 要支援包定者 Aリクライニング自持
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害） Aリクライニング社協一

女ストレッチヤー
． ， 



~ 員 登 録 簿
（福祉有償還送用）

H25.3.31現在

自窓用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉飽強会

番号｜氏名 ｜住 所

イ ロ ，、 一一

121 H22.9.7 ． 
122 ．．．．． H22.10.18 .A 

123 ・・・・・・圃 H22.11.10 .A 

124 H22.11.19 。 1.6 

125 H23.4.18 。 .A 

126 H23.7.29 ． 
127 H23.10.20 。 ． 
128 I IH23.12.8 。
129 IH24.6.18 。 ． 
130 I IH24.6.27 。 ． 
131 I IH24.6.29 。 。

｜。」｜
． 

133 H24.9.3 

135 ・・・・・・・ H24.9.18 ． 
136 I IH24.9.24 ． 
137 H24.10.25 ？女

138 ・・・・・・・・ H24.11.7 

139 IH24.11.12 。

イ
ロ
ハ

身体障害者
要介腹飽定者
要支媛箆定者

その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

・車いす自持
O車いす社協

Aリクライニング自持
Aリクライニング社協

女ストレッチャー

． ， 



犠式第3号

運行状況報告書

平成24年度下半期（10月から3月まで）

法人名 社会福祉法人延岡市社会福祉協緩会

事業所名 延岡市重度身体障害者移動支援事業

運送の区媛 延岡市内

運送料金 なし

車 種 車両数

寝台車（A) （台）

車いす車（8) （台）

兼用車（O)- （台）

回転シート車（D) （台）

セダン等（E) （台）

使用車両合計（A）～（E) （台）

運行の状況
当期 平成24年度

累計簿 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

延べ移送回数 （回） 14 13 11 14 12 15 79 

走行距磁 (km) 422 587 240 526 518 487 2,780 

走行時間 {h) 38:30 38:25 30氾O 32:00 37:20 28:55 205:10 

収入状況判 （円） 一 ー ー ー ー 一 ー

登録利用会員数＊2 （人） 137 139 139 139 139 139 ー

*1 各月毎の登録利用会員から収受する運送の対価の累 汁

／

／

／

 

*2 各月末の登録利用会員数

・ ・1,.



様式4号

研修、講習等の実施状況報告書

実施期間 受務者 備考

下半期において、研修及び議習はなし。

．． 
＇•肉



、
司b

様式第 1号
延社協第 1106号

平成24年 l0月 1日

福祉有償還送事業実績報告書

延岡市福祉有償還送運営協議会会長様

添付書類

1 最新の会員登録簿

2 当該期間の運行状況

3 研修、講習等の実施状況報告

事業所の住所 延岡 市三 ツ卸 恰腎税鼠
事業所の名称 社会福祉法入札蕗鈴rrcr:,y_訴i

干 延岡市社会科笠務会系商

代表者の氏名会長 側帯主凶固辞

－－ 

... 

lメテ付 7·~ 



t三... 貝 登 録 簿
（福祉有償還送用）

H24.9.30現在

自家用有償旅客運送者の名称｜ 延岡市社会福祉協議会

番号｜
｜入会年月日

l運送を必要とする理由｜備考
氏名 住 所

イ ロ ，、 一一

H12.7.19 1 0  ． 
2 H10.3.16 。 ． 
3 H13.7.30 。 ． 

H12.12.4 。 ． 
H15.4.21 。 ． 

6 IHl 6.1.5 。 ． 
H13.4.6 。 ． 
H20.12.19 。 ． 

9 IH20.5.13 。 。
10 I IH20.3.26 10  ． 
11 I IH23.4.18 

12 I IH20.4.18 

13 I IH7.12.15 10  ,. 
14 IHB.9.20 01  I.A 

15 I IH9.2.24 。 ｜・

16 IH14.1.21 。
17 I IH13.9.20 

18 I IH17.8.24 

19 IH20.3.17 。 ,. 
2 01-- 01  1・

Eハイg安室要身支体1i.頭障慣翼認害者翼定強者滋
・車いす自持
0車いす社協
Aリクライニング自持

一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害） Aリクライニング社協一
女ストレッチヤー



－ 

‘， 





， ， 



簿員登録
（福祉有償還送用）

ム一
A

備考

延岡市社会福祉協議会

運送を必要とする理由

自家用有償旅客運送者の名称｜

。
J、ロ

． 
A 

． ． ． ． 

ヲ缶

． 
． 
． ． ． ． ． 

H20.6.3 

H20.3.26 

H19.1.10 

H13.10.16 

H14.5.7 

H21.6.30 

イ

。ぃ一点一♂一刻一箆一誠一紘一議一総額一鶴一機一綴一機一万一一辺 ． HS.4.8 

女

． 
A 

． 

入会年月日

H20.1.28 

H12.10.4 

H16.5.19 

H18.5.17 

H17.1.26 

H15.4.11 

H22.3.13 

H19.6.14 

H18.11.13 

H19.5.24 

H22.10.18 

H20.3.18 

H20.8.18 

番号
所住氏名

81 

｜ 

己二三
L__J 

c=I 
1プ二三
c=::J 

82 

90 

92 

87 

88 

89 

84 

85 

86 

83 

91 

」一一l
「::::I
L 寸

「｜

93 

94 

95 

96 

97 

98 

100 

99 

自持
社協

・車いす自持
O車いす社協
Aリクライニング
Aリクライニング
女ストレッチヤー

イd

E璽田園田昌彊；量調国国画書措置掘瞳

要支鐸忽定者
その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

． . .,. 

J、



" 

番号

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

氏名

．．．．．． 
．．．．． 
．．．．．． 
圃・・・・置
．．．．． 
．．．．．．． 

－－－－－－－ 
E・・・・・・

イ :, .身体障害者
軍事国圃E曹華麗mie唖理重量国軍

J、要支綴箆定者

£』
~ 員登録 簿

（福祉有償還送用）

自家用有償依客運送者の名称

住 所 入会年月日

H22.3.5 

H22.6.15 

H23.7.29 

H20.10.20 

H18.9.27 

H22.11.10 

H21.4.20 

H22.9.7 

H23.10.20 

H16.1.30 

H14.2.5 

H19.3.22 

H20.7.15 

H21.4.14 

H17.8.1 

H22.5.12 

H16.7.5 

H21.9.2 

H20.7.3 

H15.7.4 

その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

． ・，

延岡市社会福祉協議会

運送を必要とする理由

イ

・車いす自持
O車いす社協

J、

Aリクライニング自持
Aリクライニング社協
女ストレッチヤー・

備考

女． ． ． 
。
A ． ． ． ． ． 
？な

・女． ． 
女

A ． ． ． 



簿員登録
（福祉有償還送用）

A
A

一
A

延岡市社会福祉協議会自家用有償僚客運送者の名称｜

備考運送を必要とする理由

，、
。． 
． ． ． ． 

？セ

女・

ヲ缶

女

番号

イ
入会年月日

H20.3.20 

所住

H22.7.15 

H217.24 

H21.1.30 

H22.6.15 

H19.2.14 

ー二コ
亡三コ

氏名

121 

122 

123 

124 

125 

126 

． 
。
． 
． ． ． ． 

議
一
欝
一
議

恥
符
主
的

h

ぷ－

p
jリ

H17.11.26 

H21.10.19 

H19.11.9 

H15.2.7 

127 

128 

129 

130 

H24.6.18 

H24.6.27 

H24.6.29 

．．．．．．． 
．．．．．．． 

圃・・・・・

131 

132 

133 ． 
↑
O
J
 

a
 

H24.8.14 

H24.9.3 

134 

135 

吻~＇.（、

H24.9.5 

－－－－－－ 
E・・・・・・

136 

H24.9.18 137 

H24.9.24 138 

139 

140 

自持
社也

．・車いす自待
O車いす社協
Aリクライニング
Aリクライニング
女ストレッチヤー

要支鍾認定者
その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

， 

者
E園田園田副書割回国富璽圃

身体障

J、
イ



様式第3号

運行状況報告書

平成24年上半期 (4月から9月まで）

法人名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

事業所名 延岡市重度身体障害者移動支媛事業

運送の区減 延岡市内

運送料金 なし

車 種 車両数

寝台車（A) （台）

車いす車（8) （台）

兼用車（C) （台）

回転シート車（D) （台）

セダン等（E) （台）

使用車両合計（A）～（E) （台）

運行の状況
当期 平成24年

累計等 4月 5月 6月 7月 8月 9月 累計

延べ移送回数 （回） 13 11 14 15 7 17 77 

走行距厳 (km) 382 221 484 295 265 483 2130 

走行時間 (h) 12:25 17:30 12:30 10:00 22:13 23:05 、97:43
収入状況判 （円） ー 一 一 一 一 一 ー

登録利用会員数＊2 （人） 131 131 133 133 134 138 800 

*1 各月毎の登録利用会員から収受する運送の対価の累計
*2 各月末の登録利用会員数

、ada
 

門
リ
，

《

i
ぺ
1
1

』．., 



線式4号

研修、講習等の実施状況報告書

研修、講習名

福祉有償還送運転者
講習（2日間）

実施期間

平成24年7月20日

平成24年7月21日

受講者 備考

圃・・・・・・

．， 



延社協発第 18 6号

平成 24年 5月 10日

延岡市福祉有償運送運営協議会会長様

社会福祉法人 4 三‘…－r~－：－， 
’＜i' :¥i; ~ 1=1・i iii: i「fl')

延岡市社会福祉協議会；：に；；J;..;・.<・ 
会長 柳田 泰宏~； ＞~－－：.＞・？：主

平成23年度自家用有償旅客運送輸送実績報告について

標記の件につきまして、下記のとおり関係書類を添えて提出いたします。

寸
戸
】＝＝口

1 .自家用有償旅客運送輸送実績報告書（平成23年度）



主
第6号様式（第2条の2関係） （日本工業規格A列4番）

｜ 九州運輸局宮崎運輸支局｜

I l市町 l過疎｜制｜
種別｜口｜口｜回｜

自家用有償旅客運送輸送実績報告書（平成23年度）

延岡市福祉有償還送運営協議会 殿

住 所 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

概況（平成24年3月31日現在）

運送者名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
代表者名（役職及び氏名）

会 長 柳田
電話番号 0982-35-6555 

位届向 轄 区 域 内 全

宏

泰

国

自家用有償旅客運送自動車数 寝台車（両）

車いす車（両）

兼用車（両） 1 ( 

回転シート車（両）
セダン等（両）

パス（両）
計（両） 1 ( 

路線（キロメートル）又は運送の区域 延岡市
運送する旅客の範囲及び数 イ106人口 50人

輸送実績（前年4月1日から本年3月31固まで）
F届5 轄 区 域 内 全 国

延岡市
走行キロ（キロメートル） 4 717 4,717 
輸送人員（人）又は運送回数（回） 159 159 
運送収入（干円） 。 。
事故件数（前年4月1日から本年3月31日まで）
「 L管 轄 区 域内 全

一
匡妻E故件数

延岡市

主故存薮

。。
一｜死者代 。

屋重 数 al 
備考

1 種別の欄には、該当する事項をOで囲むこと。

2 管轄区域内の欄については、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域ごとに、当該運輸監理部又
は運輸支局の管轄区域内の過疎地有償還送又は福祉有償還送について、登録を受けた運送の
区域別に記載すること。また、輸送実績及び事故件数については、当該運送の区域内にある全て
の事務所に配置されている自家用有償旅客運送自動車について記載すること。

3 全国の欄にあっては登録を受けた全ての運送の区域における過疎地有償還送文は福祉有償還
送について記載すること。

4 自家用有償旅客運送自動車数の欄の（ ）には、軽自動車数を記載すること。
5 運送する旅客の範囲及び数については、福祉有償還送に係る道路運送法施行規則（昭和26年
運輸省令第75号）第49法第3号イからこまでに掲げる区分ごとの人数を記載すること。

6 輸送人員文は運送回数については、市町村運営有償還送を行う場合にあっては輸送人員を、過
疎地有償還送文は福祉有償還送を行う場合にあっては運送回数を記載すること。

7 交通事故とは、道路交通法（昭和35年法律第105号）第72条第1項の交通事故をいう。
8 重大事故とは、自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）第2条の事故をいう。



様式第3号

運行状況報告書

平成23年上半期 (4月から9月まで）

法人名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

事業所名 延岡市重度身体障害者移動支援事業

運送の区域 延岡市内

運送料金 なし

車 手重 車両数

寝台車（A) （台）

車いす車（8) （台）

兼用車（C) （台）

回転シート車（D) （台）

セダン等（E) （台）

使用車両合計（A）～（E) （台）

運行の状況
当期 平成23年

累計等 4月 5月 6月 7月 8月 9月 累計

延べ移送回数 （回） 11 12 13 13 13 12 74 

走行距離 (km) 296 522 373 445 516 337 2489 

走行時間 (h) 27:50 34:55 36:35 42:55 41:30 34:20 218:05 

収入状況判 （円） 一 一 一 一
一登録利用会員数＊2 （人） 132 131 131 132 132 132 

*1 各月毎の登録利用会員から収受する運送の対価の累計
*2 各月末の登録利用会員数



様式第3号

運行状況報告書

平成23年下半期 (10月から3月まで）

法人名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

事業所名 延岡市重度身体障害者移動支援事業

運送の区域 延岡市内

運送料金 なし

車 手重 車両数

寝台車（A) （台）

車いす車（B) （台）

兼用車（C) （台）

回転シート車（D) （台）

セダン等（E) （台）

使用車両合計（A）～（E) （台）

運行の状況
当期 平成23年

累計等 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

延べ移送回数 （回） 12 16 15 15 13 14 85 

走行距離 (km) 301.8 384 381 401 394 366 2,228 

走行時間 (h) 30:15 39:27 43:55 36:54 37:25 33:10 221 :06 

収入状況判 （円） 一 一 一 一 一 一 一

登録利用会員数＊2 （人） 133 133 133 133 133 132 一

*1 各月毎の登録利用会員から収受する運送の対価の累計
*2 各月末の登録利用会員数



係玉係補課

員査長佐長

命的白I~ f雲、

；；系ふ」て薄／0}I,わしいJ'－ 怜 収ノ

｛｝治泌が1尚か）

様式第 1号
ーヲ夜。手涛I:JGえれ、が f
)J-1Jふ：戸ーー~ J~·l 子γ'J -. 1 r~不 延社協第 15"4号

010，ドパが匂の・j寸19-1' fもi6.r.-i.hn~ ・ ） .4 平成24年 5月ユ日

戸高内のfi・Jr令A 仏九叫ん。弥氏tて｛初人

.A Yがれ十・;h, BJ_.ぞ~·4Jr A Q J司氏i・ t:パ場舛

L 1、・Ja戸b-'fa•. 
福祉有償還送事業実績報告書

延岡市福祉有償還送運営協議会会長様

事業所の住所

事業所の名称

代表者の氏名

平成23年下半期（10月から 3月まで）の福祉有償還送事業については、延岡市福祉有償還送

運営協議会指針の規定により関係書類を添えて実績報告書を提出します。

添付書類

1 最新の会員登録簿

2 当該期間の運行状況

3 研修、講習等の実施状況報告

、、
‘ 、、

・ 1・
－．・ ーが.5.-7

『ぐ－ー：：．ンイ



番号

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

イ
ロ
/¥ 

ム一
A 員登録

（福祉有償還送用）

簿

自家用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉協議会

住 所
｜入会年月日 ．運送を必要とする理由｜備考

イ l 口 lハ lニ

H12.7.19 
。

Hl0.3.16 
。

H13.7.30 
。

Hl 2.12.4 
。

Hl 5.4.21 
。

H16.1.5 
。

H18.4.6 
。

H20.7.7 
。

ー

J:!20.5.13 
。

Hl 6.9.7 
。

H20.4.18 
。

H13.6.7 
。

H7.12.15 
。

IHB.9.20 
。

H9.2.24 
。

H14.1.21 
。
一

H13.9.20 
。
一

H17.8.24 
。

H20.3.17 
。
一

Hl 6.3.10 
。

氏名

身体障害者
要介護認定者
要支媛認定者
その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

． 、e



f三.._ 貝 登 録 簿
（福祉有償還送用）

自家用有償旅客運送者の名称｜ 延岡市社会福祉協議会

番号｜ ｜ ｜運送を必要と
氏名 住 所 入会年月日－ I I I 

イ lロ lJ、lニ

21 
H13.3.27 

。
22 

Hl 1.5.13 
。

23 
Hl 4.12.20 

。
24 

Hl 9.3.14 
。

25 
H13.4.27 

。
26 

Hl 9.9.18 
。

27 
Hl0.4.21 

。
28 

Hl 9.9.11 
。

29 
H12.6.26 

。
30 I 

H13.4.20 
。

31 
H14.10.31 

。
32 

Hl 3.5.11 
。

33 I 
H18.10.11 

。
34 I 

H12.8.31 
。

35 
H14.11.18 

。
36 I 

H 15.11.14 
。

37 I 
H17.1.13 

。
38 I 

H13.12.10 
。

391-- 。
401--

H 14.5.21 
10 

イ 身体障害者 1,, 

口 要介護認定者
J、要支媛認定者
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）一



f三h 貝 登 録 簿
（福祉有償還送用）

自家用有償旅客運送者の名称｜ 延岡市社会鐘祉協議会

．運送を必要とする理由｜備考
住 所 ｜入会年月日ー

イ l 口 lハ l ニ

H20.2.27 
。

H10.3.16 
。

H8.11.8 
。

H18.4.3 
。

H14.7.29 
。

H20.3.26 
。

Hl 5.4.21 
。

H12.5.18 
。

H19.3.22 
。

H20.5.2 
。

H14.5.16 
。

H13.5.24 
。

H17.2.17 
。

Hl 3.1.19 
。

Hl 8.11.6 
。

Hl 4.10.11 
。

Hl 6.2.16 
。

Hl 2.9.18 
。

Hl 2.3.8 
。

H20.2.8 
。

番号

イ
ロ
ハ

氏名

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

身体障害者

要介護認定者

要支媛認定者

その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

I ， 



~ 貝 登 録 簿
（福祉有償還送用）

自家用有償旅客運送者の名称｜ 延岡市社会福祉協議会

番号｜ ｜ ｜運送を必要とする理由｜備考
氏名 住 所 入会年月日

イ l 口 II、lニ

61 
H7.11.10 

。
62 I 

Hl0.4.6 
。

63 1・・・・・・・ H15.5.15 
。

64 膚・・・・・・E H20.7.11 
。

65 I 
H15.7.17 

。
66 

H19.3.2 
。

67 
H18.7.28 

。
68 

H13.5.18 
。

69 I 
H16.8.4 

。
70 』圃圃圃圃圃圃園

H18.6.23 
。

71 1・・・・・・・・ H20.2.20 
。

72 咽・・・・・・・ H19.4.6 
。

73 圃・・・・・E H13.7.9 
。

74 I 
H18.6.16 

。
75 I 

Hl 1.5.24 
。

76 
H20.7.7 

。
77 I 

Hl 6.10.20 
。

78 I 
Hl 5.1.6 

。
79 I 

H19.6.13 
。

80 I 。
イ 身体障害者 ,, 

口 要介護認定者
J、要支媛認定者
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）一



dヨbミ~ 貝 登 録 簿
（福祉有償運送用）

自家用有償旅客運送者の名称｜ 延岡市社会福祉協議会

番号｜
住 所

｜ ｜運送を必と
氏名 入会年月日 I I I 

イ lロ lJ、l ニ

81 I 
HlB.11.21 

。
82 I 

1H13.4.27 
。

83 I 
H16.4.16 

。
84 I 

Hl 9.3.14 
。

85 I 
H14.5.7 

。
86 咽・・・・・・・・ H14.8.14 

。
87 咽・・・・・・・ H9.5.22 

。
88咽・・・・・ H13.12.11 

。
89岨・・・・ H18.10.13 

。
901-

H20.1.28 
。

91 I 
H20.1.28 

。
92 I 

H20.6.3 
。

93 
H12.10.4 

。
94 

H19.5.31 
。

95 I 
H20.3.26 

。
96 I 

Hl 9.1.10 
。

97 I 
Hl 6.5.19 

。
98 I 

H17.1.26 
。

99 I 。
1001- H 15.4.11 

10 

イ 身体障害者 ． ， 

ロ 要介護認定者
/¥ 要支媛認定者
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）一



fミ.... 貝 登 録 簿
（福祉有償還送用）

自家用有償旅客運送者の名称｜ 延岡市社会福祉協議会

番号｜ ｜ ｜運送を必要とする理
氏名 住 所 入会年月日 I I 

イ l 口 lJ、lニ

101 
H18.5.17 

。
102 

H14.5.7 
。

103 
H19.6.14 

。
104 I 

H18.11.13 
。

105 
H8.4.8 

。
106 

H12.1.24 
。

107 I 
H14.12.20 

。
108 

H19.5.24 
。

109 I 
H13.3.19 

。
110 I 

Hl 6.7.21 
。

111 I 
H18.6.27 

。
112 I 

H15.10.10 
。

113 I 
H14.11.5 

。
H20.8.18 

。
115 I 

H20.3.18 
。

116 I 
H17.5.17 

。
117 I 

H19.1.17 
。

118 I 
H17.11.15 

。
119咽・・・・・圃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

H18.9.27 
。

120 I・・・・・・・圃 H 16.12.13 
。

イ 身体障害者 ‘‘・， 

ロ 要介護認定者
J、要支援認定者
一 その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）一



員登録
（福祉有償還送用）

自家用有償旅客運送者の名称

ム一
A 簿

延岡市社会福祉協議会

住 所
｜入会年月日 ー運送を必要とする理由｜備考

イ ロ lハ lニ
一

H19.6.25 
。
一

H16.1.30 
。
一

IH14.2.5 
。

ー

IH16.2.18 
。

IH17.6.27 
。

IH19.3.22 
。

ー

H20.7.15 
。

H17.8.1 
。
一

H16.7.5 
。
一

H13.11.30 
。
一

Hl 5.4.14 
。

H20.7.3 
。

H13.7.30 
。

Hl 9.8.22 
。

Hl 9.12.14 
。

Hl 6.10.25 
。

Hl 5.6.6 
。

Hl 5.8.5 
。

H15.7.2 
。

ー

Hl 6.9.30 
。

・－－
・・．． ．． 

．・－． 

133 

134 

135 

136 

圃L一」
園亡＝
園亡二l
園E二二i

身体障害者
要介護認定者
要支媛認定者
その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

J、
' ,,. 



A
A

一
A 員登録簿

（福祉有償還送用）

自家用有償旅客運送者の名称 延岡市社会福祉協議会

番号
住 所

｜入会年月日 且運送を必要とする理由｜備考

イ 口 lJ、lニ

H19.8.28 
。

H20.6.19 
。

H20.3.3 
。

H19.3.28 
。

H19.5.21 
。

IH20.3.20 
。

lli16.1.5 
。

H17.9.12 
。

lt!18.6.1 
。

H19.2.14 
。

H17.11.26 
。
一

H16.3.3 
。
一

H14.2.7 
。

H19.11.9 
。
一

H15.2.7 
。

Hl 9.9.5 
1 0  

氏名

141 

142 

143圃・・
1斜 1-

146 

147 

149 I・・・
150田園 圃 圃

151 

152 

153 

155 

156 

イ
ロ

． ， 



線式第3号

運行状況報告書

平成23年下半期 (10月から3月まで）

法人名 社会福祉法人延岡市社会福祉協絡会

事業所名 延岡市重度身体障害者移動支援事業

運送の区綾 延岡市内

運送料金 なし

車 種
寝台車（A) （台）

車いす車（8) （台）

兼用車（C). （台）

回転シート車（D) （台）

セダン等（E) （台）

使用車両合計（A）～（E) （台）

運行の状況
当期

累計簿

延べ移送回数 （回）

走行距厳 (km) 

走行時間 (h) 

収入状況判 （円）

登録利用会員数＊2 （人）

*2 各月末の登録利用会員数

車両数

10月

12 

301.8 

30:15 

一

一・

11月

16 

384 

39:27 
ー

' ， 

12月

15 

381 

43:55 

一

平成23年

1月 2月 3月 累計

15 13 14 85 

401 394 366 2,228 

36:54 37:25 33:10 221:06 

一 ー 一 ー

一



様式4号

研修、講習等の実施状況報告書

研修、講習名 実施期間

福祉有償還送運転者 l
平成23年9月16日

講習（2日間）
平成23年9月17日

福祉有償還送運転者 l
平成24年1月27日

講習（2日間）
平成24年1月28日

I ， 

受精者 備考



社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

定款

経過

昭和 42年 3月 28日法人設立認可

昭和 42年 4月 1日設立登記

昭和54年 5月 19日一部改正認可

（保育園家奉追加理事 11 評議員 32)

昭和 61年 7月 15日一部改正認可

（福祉センター設置準則改正理事 12)

昭和 63年 3月 25日一部改正認可

（保育園分離蕗可省庁宮崎県知事）

平成5年 7月 19日一部改正認可

（評議員37)

平成8年 7月 31日一部改正認可

（評議員 38)

平成9年 9月 19日一部改正認可

（評議員 39)

平成 11年3月 31日一部改正認可

（理事 15 建物）

平成 12年9月8日一部改正認可

（資産）

平成 13年 3月 14日一部改正認可

（理事 16 事業）

平成 ~5 年 6 月 13 日一部改正認可
（事業変更）

平成 17年 11月 11日一部改正隠可

（事業変更理事22 評議員 51)

平成 18年3月 16日一部改正認可

（事務所の所在地）

平成19年 2月 19日一部改正認可

（事業変更理事数 16 評議員数33 資産）

平成 20年 5月 2日一部改正認可

（事業変更）

平成21年 5月8日一部改正認可

（事業廃止）

平成 24年 5月 9日一部改正認可

（事業名変更資産）

平成 25年 7月 12日一部改正認可

（所轄庁の変更）



第1章総則

（目的）

第1条 この社会福祉法人（以下「法人Jという）は、延岡市における社会福祉事業その他の社会福

祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図

ることを目的とする。

（事業）

第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

( 1）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成

( 4) (1）から（3）のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

(5）保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

(6）共同募金事業への協力

(7）紡問介護事業

(8）障害者自立支援等事業

(9）＂居宅介護支援事業

(10）通所介護事業

(11）地域包括支援センター

(1~）延岡市障がい者相談支援センター fばれっとJ

(13）ボランティア活動の振興

(14）ボランティアセンターの管理運営

(15）市民助け合い生活資金貸付事業

(16）生活福祉資金貸付事業

(17）心配ごと相談事業

(18）延岡市社会福祉センターの設置経営

(19）.福祉サービス利用援助事業『あんしんサポートセンターのペおかJ
(20）指定管理者制度受託事業

(21）東館の管理運営

(22）その他法人の目的達成のための必要な事業

（名称）
第3条 この法人は、－社会福祉法人延岡市社会福祉協議会という。

（経営の原則）

第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かっ適正ト

行うため，自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに

事業経営の透明性の確保を図るものとする。

（事務所の所在地）

第5条 この法人の事務所を、宮崎県延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4に置く。

2 前項のほか、従たる事務所を宮崎県延岡市北方町川水流卯 1420番地、宮崎県延岡市北浦町古

江2433番地1、宮崎県延岡市北川町川内名 7226番地4に置く。

第2章役員

（役員の定数）

第6条 この法人には、次の役員を置く。

( 1）理事 1 6人

(2）監事 2人

2 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事の内に

3名を超えて含まれではならず、監事のうちにこれらの者が含まれではならない。

（会長副会長常務理事事業担当理事の選任及ぴ法人の代表権）



第7条 この法人に、理事たる会長 1名、副会長3名、常務理事1名及び事業担当理事1名を置き、

理事の互選により選任する。

2 会長は、会務を統括し、この法人を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたるときは、あらかじめ会長の指名し

た副会長が、順次にその職務を代理する。

4 常務理事は、会計の業務を統括し、この業務についてこの法人を代表する。

5 事業担当理事は、第2条の紡問介護事業、障害者自立支援等事業、居宅介護支援事業、通所介護

事業及び地域包括支援センターの業務を統括し、この事業についてこの法人を代表する。なお、事

業担当理事は、常務理事が兼務することができる。

6 会長、副会長、常務理事及び事業担当理事に事故あるとき、又は欠けたるときは、あらかじめ会
長の指名した理事が、順次にその職務を代理する。

7 会長個人及び事業担当理事個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項につい

ては、第2項及び第5項の規定にかかわらず、理事会において選任する他の理事が会長及び事業担

当理事の職務を代理する。

（常務理事）
第8条常務理事は、前条第4項の業務のほか、会長、副会長を補佐し、会長の命を受けて、この法人

の常務を処理する。
（役員の任期）

第9条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長、副会長、常務理事及び事業担当理事の任期は、理事としての在任期間とする。

（役員の選任等）
第10条理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。

2 監事は、評議員会において選任する。

3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれに類するほかの職務を兼任することができない。
（役員の報酬等）

第11条役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみ

によっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関する規程は、理事会の儀決を経て、会長が別に定める。

（理事会）
第12条 この定歎に別段の定めのあるもののほか、－この法人の業務の決定は理事をもって組織する
理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、こ
れを理事会に報告する。軽易な業務は会長が専決し、これを理事会に報告する。

2 理事会は、会長がこれを招集する。

3 会長は、理事総数の3分の 1以上の理事又は監事から会議に付儀すべき事項を示して理事会の招
集を楕求された場合には、その精求のあった日から 1週間以内にこれを招集しなければならない。

4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができな
し、。

6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付銭される事項につい
ての意思を表示した者は、出席者とみなす。

7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理
事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな

9 議長及び理事会において選任された理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びそ

の結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

（監事による監査）

第13条監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。



2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び延岡市長に報告するものとす
る。

3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を
述べるものとする。

第3章顧問

，（顧問）

第 14条 この法人に顧問若干名を置く。

2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。

4 任期については、役員の任期に準ずる。

第4章評議員及び評議員会

（評.• 員及び評議員会）

第15条 この法人に、評議員会を置く。

2 評議員会は、 33名の評議員をもって組織する。

3 評議員会は、会長が招集する。

4 会長は、評議員総数の3分の 1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員

会の召集を精求された場合には、その鯖求のあった日から 20日以内に、これを招集しなければな

らない。

5 評議員会に議長を置く。

6 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

7 評議員会は、評議員総数－の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

8 この定款に別段の定めのあるもののほか、評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。．

9 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の銭決に加わる乙とがで

きない。

10 議長及び評議員会において選任した評議員2人は、評議員会の銭事について議事の経過の要領及

びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

11＂評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとしよ評議員の地位にあることのみに

よっては、支給しない。

（評怠員会の権限）

第16条 この定款に別段の定めのある場合を除くほか、次に掲げる事項については理事会の同意を

得、原則としで評隊員会の犠決を得なければならない。

(1）予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告

(2）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(3）定款の変更

(4）合併

(5）解散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。）

(6）解散した場合における残余財産の帰属者の選定

(7）その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項

2 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況文は役員の業務執行の状況について、役員に対

して意見を述べ、若しくはその諸問に答え又は役員から報告を徴することができる。

（評議員の資格等）

第 17条評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学織経験ある者で、この法人の趣旨に質問し

て協力する者の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

2 評議員の委嘱にあたっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が 3名を超

えて含まれではならない。



3 評議員の選任に関する規程は、別に定める。

（評議員の任期）

第 18条評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠によって就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会 員

（会員）

第 19条 この法人に会員を置く。

2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。

第6章事務局及び職員

（事務局及て織員）

第20条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長1名を置くほか職員若干名を置き、会長が任免する。

3 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。

第 7章資産及び会計

（資産の区分）

第21条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1）現金 480万円

(2）建物
①宮崎県延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4所在

鉄筋コユィクリート造陸屋根3階建 会館 1棟 (1, 697. 25 nl) 

②宮崎県延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4所在

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建倉庫 1棟 (80. 00 nf) 

(3）土地

宮崎県延岡市三ツ瀬町2丁目 7番 9所在宅地 (690. 90 nU 
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとら

なければならない。

（基本財産の処分）

第22条基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の 2以上の同意を

得、評議員会の議決を経て、延岡市長の承偲を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場

合には、延岡市長の承隠は必要としない。

< 1 r独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設

整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施段整備のため

の資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本
財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る）

（資産の管理）

第23条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券

に換えて、管理するものとする。

（特別会計）

第24条 この法人は、特別会計を設けることができる。



（予算）

第25条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の 3分の 2以上

の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。

（決算）

第26条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月

以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けな
ければならない。

2 前項の承認を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備

えて置くとともに、この法人の会員及びこの法人が提供する福祉サーピスの利用を希望する者その

他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しな
ければならない。

3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合に

は、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
（会計年度）

第27条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日をもって終わる。
（会計処理等）

第28条 この法．人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならない。

2 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定，.

る経理規程により処理する。

（臨機の措置）

第29条予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をしミ又は権利の放棄をしようとする

ときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。

第8章解散及び合併

（解散）

第30条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由によ

り解散する。

2 社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には、理事総数の 3分の

2以上の同意を得、評議員会の議決により、延岡市長の認可又は認定を受けなければならない。

（残余財産の帰属）

第31条解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、理事総数の3分

の2以上の同意を得、評議員会の議決により、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

（合併）

．第32条合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、

延岡市長の認可を受けなければならない。

第9章定款の変更

（定款の変更）

第 33条 この定歎の変更をしようとするときは、理事総数の3分の 2以上の同意を得、評議員会の

議決により、延岡市長の箆可（社会福祉法第43条第 1項に規定する厚生労働省令で定める事項に

係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を延岡市長に

届けなければならない。

第 10章公告の方法その他

（公告の方法）

第34条 この法人の公告は、社会福祉法人延岡市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに延岡



市広報紙及び地元新聞、並びにこの法人の機関紙に掲載して行う。

（施行細則）

第35条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

付則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款

に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事 津谷栄
II 木戸貞太
II 柳田宏明
II 大崎岩市
II 差波荒太郎
II 牧野延義
II 神崎フミ
II 年森受奈子

監事 坂元徳常
II 宮本只四郎

付則

この定歎は、平成 15年 4月 1日から施行する。

付 則

この定歎は、平成17年 11月 15日から施行する。ただし第5条第2項、第6条第1項、第 15条第

2項、第22条第2項第1号については、平成 18年 2月 20日から施行する。第6条第 1項及び第 15

条第2項により追加遺伝した理事、評議員の任期は、平成 19年 3月31日までとする。

付則

この定欽は、平成19年 4月 1日から施行する。ただし、定歎第2条・ 5条・7条 12条については、

平成 18年 10月27日より施行する。

付 則

この定歎は、平成21年4月 1日から施行する。

附 則

定款変更偲可日をもって施行する。（平成 24年 5月 9日偲可）

， 



社会福祉法人延岡市社会福祉協議会 職員就業規則

第 1章総則

（趣旨）

第 1条 この規則は、社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「協議会Jと

いう。）定款第20条第 3項の規定に基づき、職員の就業に関し、必要な事項を

定めるものとする。

（運用）

第2条 この規則に定めるもののほか、職員の就業に関する事項については、

労働基準法（昭和22年法律第49号。以下 f法Jという。）及びその他の法令の

定めるところによる。

（定義）

第3条 この規則において「職員j とは、次の各号に掲げる者を除き、第 6条

の規定により採用された者をいう。

(1) 嘱託職員

( 2) 臨時職員

( 3) パートタイム職員

(4) 登録ヘルパー

（適用範囲〉

第4条 この規則は、職員に適用する。

2 前条各号に掲げる者の就業に関する事項については、別途定める。

（遵守義務）

第5条 協議会及び協議会の職員は、法令に定められたもののほか、この規則

及び協議会の定める諸規程を遵守し、相互に協力して社会福祉の発展に努め

なければならない。

第 2章人事

第 1節採用

（採用方法）

第6条 職員の採用は、協議会に就職を希望する者のうちから選考により協議

会会長（以下「会長Jという。）が決定する。

（試周期間）

第7条職員は、採用の日から 6月聞は試周期間とする。

2 前項の試周期間の終了前に会長が別段の措置をしない限り、その期間が終

了した日の翌日において職員の採用は、正式のものとする。

3 試周期間は勤続年数に通算する。



（提出書類）

第8条 新たに採用された職員は、速やかに次の書類を提出しなければならな

し、。

(1) 誓約書（様式第 1号）

(2) 雇用契約書

(3) 雇い入れ時の健康診断書

(4) 住居届

(5) 通勤届

(6) 職歴のある者は年金手帳

(7) 職歴のある者は雇用保険被保険者証

(8) 資格証明書の写し

(9) 給与所得者の扶養控除等（異動）申請書

（！” その他、会長が必要と認める書類

第2節 休職・復職・退職・解雇及び異動

（休職）

第 9条 会長は、職員が次の各号のーに該当するときは、その職員に休職を命

ずることができる。

(1) 業務上の傷病により勤務しない日が引き続き 2年を超えるに至ったとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 業務外の傷病により、．勤務しない日が引き続き90日を超えるに至ったと

き。

（休職期間等）

第10条 前条に規定する休職の期聞は、次のとおりとする。

(1) 第 1号の規定による休職の場合は、勤続年数 5年未満の者については 1

年 6月、勤続年数 5年以上10年未満の者については 2年、勤続年数10年以

上の者については 3年とする。ただし、復職後 1年以内に更に同一疾病に

よる休職の理由が生じた場合には、前後の休職期間は通算する。

(2) 第 2号の規定による休職の場合は、当該刑事事件が裁判所に係属する期

聞とする。

(3) 第3号の規定による休職の場合は、勤続年数 1年未満の者については 1

年、勤続年数 1年以上 5年未満の者については 1年 6月、勤続年数 5年以

上10年未満の者については 2年、勤続年数10年以上の者については 3年と

する。

2 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

4 休職期間は勤続年数に算入しない。ただし本会にその責があるときはこの



限りではない。

（復職）

第11条 会長は、前条第 1項に規定する休職の事由が消滅したと認められると

きは速やかに復職を命じなければならない。

2 前条第 1項第 1号及び第 3号に規定する休職者が復職しようとするときは、

就業にさしっかえないことを証明する医師の診断書を提出しなければならな

い。この場合において、会長は、医師を指定することができる。

（定年）

第12条 職員の定年は、満60歳とし、定年に達した日以後における最初の 3月31

日（以下「定年退職日 Jという。）に退職する。ただし、本人が希望する場合

は、定年を 1年毎に延長することができる。雇用条件（雇用形態、職種、労

働条件）については、会長が別途定めるものとする。また、年齢については、

高齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）附則第4条の

規定を適用する。

2 事務局長の定年は、満65歳とし、定年退職日に退職する。

（退職）

第13条 職員が次の各号のーに該当するときは、退職するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 退職を願い出て承認されたとき、又は退職願を提出後30日を経過したと

き。

(4) 休職期間満了までに休職事由が消滅せず復職できないとき。

(5) 業務上の傷病により療養中の者に打切補償を行ったとき、又は労働者災

害補償保険法（昭和22年法律第60号。以下 f労災法j という。）第四条の規

定による打切補償を支払ったものとみなすこととなったとき。

（退職の日付）

第14条 前条各号に該当する場合の退職の日は、次のとおりとする。

(1）.第 1号に該当する場合 死亡の日

(2) 第2号に該当する場合 定年に達した日以後の最初の 3月31日

(3) 第3号に該当する場合 発令の日又は退職願提出後30日を経過した日

(4）第4号に該当する場合 休職期聞が満了した日

(5) 第5号に該当する場合 打切補償を行った日又は打切補償を行ったとみ

なすこととなった日

（退職の手続）

第15条 職員は、自己の事由により退職しようとするときは、少なくとも30日

前までに退職願を会長に提出しなければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、会長の承認があるまでは、従前



の職務に従事しなければならない。ただし退職願提出後30日を経過したとき

はこの限りでない。

（解雇）

第16条 職員が次の各号のーに該当するときは、解雇することができる。解雇

になった職員には、宮崎県民聞社会福祉施設等従事職員共済制度の退職金は

支給しない。

(1) 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認めるとき。

(2) 勤務状態又は協調性がなく、改善の見込みがないときなど業務の遂行に必

要な能力が著しく不良で就業に適さないと認めるとき。

. (3) 刑事事件等により起訴されるなど、不良な行為により著しく協議会の信用

を害したとき。

(4) 職員としての適格性を欠くとき。

(5) 試周期間中又は試用期間満了時までに職員として不適格であると認めら

れたとき。

(6) その他、業務上の都合により、やむを得ない事由があるとき。

（解雇予告）

第17条 職員を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告す

るものとする。 30日前に予告をしないときは、 30日分の平均賃金（法第12条に

規定する平均賃金をいう。以下同じ。）を支払うものとする。

2 前項の予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。

（解雇予告の特例）

第四条 前条の規定は、次の各号のーに該当するときは適用しない。

(1) 職員の責めに帰すべき事由に基づき解雇するとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり解

雇するとき。

(3) 試周期間中の者（試用期聞が14日を超えない者に限る。）を解雇するとき。

（人事異動）

第四条 協議会は、業務上必要がある場合は、職員の就業する場所または、従

事する業務の変更を命ずることがある。

2 協議会は、業務上必要がある場合は、職員を在籍のまま関係団体等へ出向

させることがある。

3 職員は、正当な理由がある場合を除き、前 2項の命令を拒むことができな

し、。

第 3章服務

（服務の根本理念）

第20条 すべて職員は、その職務を遂行するにあたっては、協議会の事業の公



益性を認識し、業務の合理的運営と執務能率の向上を図り、地域の社会福祉

の増進に寄与するとともに、相互に協力して職場の秩序維持につとめなけれ

ばならない。

（上司の職務上の命令に従う義務）

第21条 職員は、その職務を遂行するにあたっては、上司の職務上の命令に忠

実に従わなければならない。

（職務に専念する義務及び義務の免除）

第22条 職員は、法又はこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤

務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、協議会が

なすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職務に専念

する義務を免除される。

(ff 職務上必要とする資格試験（研修助成内規第 2条対象）又は研修（スク

ーリング等含む）を受ける場合

(2) 第 57条で規定する健康診断を受診する場合

(3) 前二号を除くほか、会長が定める場合

3 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、様式第2号

を提出し、会長の承認を受けなければならない。

（考課）

第23条 会長は、人事及び給与の適正を期するために、職員の執務について定

期的に考課を行うものとする。

（禁止事項）

第24条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員としての信用を傷つけ、若しくは職員のその職全体の不名誉となる

ような行為をすること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。（退職後も同様とする。）

(3) 会長の許可なく協議会の業務以外の業務に就くこと。

(4) 上司の許可なく業務に関わる利害関係者から金品の借用又は贈与を受け

ること。

(5) 職場の秩序又は規律を乱すこと。

(6) 会長の許可なく協議会の管理する敷地・建造物・車輔・その他の備品等

を職務以外の目的に使用すること。

(7) 性的な言動によって他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害するこ

と。

(8) 飲酒運転、暴走運転、酒気帯び運転をすること。

（出退勤）

第25条 職員は、出勤または退勤するときは自らタイムカードに打刻しなけれ



ばならない。

（遅刻・早退）

第26条 職員は、疾病その他の事由により遅刻又は早退をする場合には、事前

に（災害その他やむを得ない事由があるときは、その事由発生後速やかに）

休暇記録台帳（様式第 3号。以下「様式第 3号Jという。）にその理由その他

必要な事項を記入のうえ押印し、上司の許可を受けなければならない。

（欠勤）

第27条 職員は、疾病その他の事由により欠勤しようとするときは、前日まで

に（災害その他やむを得ない事由があるときは、その事由発生後速やかに）

様式第 3号にその理由その他必要な事項を記入のうえ押印し、上司の許可を

受けなければならない。

（研修）

第28条 職員は、常に人格と知識を高め、技能を錬磨するように努めなければ

ならない。

2 職員は、業務上必要な知織を得るため研修を受けることを命ぜられたとき

は、これに服さなければならない。

（届出事項）

第29条 職員は、次の各号のーに異動が生じたときは、速やかにその旨を会長

に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 学歴・免許又は資格に関する事項

(3) 家族状況

（事務引継）

第30条 職員は、休暇・休職・退職・異動等の場合には速やかに担当業務を後

任者又は会長が指名する者に引き継がなければならない。

（退勤時の心得）

第31条 職員は、退勤しようとするときは書類等を整理し、特に火災予防・盗

難防止等に注意しなければならない。

（出張）

第32条 会長は、業務上必要がある場合には、職員に出張を命ずることができ

る。

2 出張した職員は、出張した日より 3週間以内に復命書により復命しなけれ

ばならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって代えることがで

きる。

（交通事故等の報告）

第33条 職員は、業務中であると業務外であるとにかかわらず交通事故の当事

者になった場合、又は交通事故以外の事件の当事者になった場合は速やかに



事故報告書（様式第4号）を会長に提出しなければならない。

（災害時の措置）

第34条 職員は、災害の発生又はその危険を知ったときは、その状況に応じ臨

機の措置を取るとともに直ちに関係責任者に報告し、その指示によって行動

しなければならない。

（私事旅行の届）

第35条 職員は、私事旅行のため 4日以上在勤地を離れようとするときは私事

旅行届（様式第 5号）を提出しなければならない。

第4章給与、旅費

（給与）

第36条職員の給与については、別に定める。

（旅費）

第37条 職員が協議会の業務のため出張する場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、別に定める。

第 5章勤務時間休日及び休暇

（勤務時間）

第38条職員の勤務時間は、午前 8時30分から午後 5時 15分までとする。

2 会長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわ

らず勤務時間を変更することができる。

（休憩時間）

第39条休憩時間は、午後 0時から午後 1時までとする。

2 業務上必要がある場合は前項規程で定める休憩時間を勤務すべき時間と振

り替えることができる。

（勤務を要しない日等）

第40条 職員の勤務を要しない目、休日及び年末年始の休暇（以下「勤務を要

しない日等j という。）は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 勤務を要しない日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日

(3) 年末年始の休暇 -12月29日から 1月 3日（ 1月 1日を除く。）まで

2 業務上必要がある場合には、会長は前項に規定する勤務を要しない日等を

他の勤務すべき日と振り替えることができる。

（休日の振替）

第41条 協議会は、取引先や利用者の要望や業務上の状況により、事前に予告

して前条の休日を他の日に振り替えることがある。

2 振替休日は、当該休日勤務する日の前後4週間以内に与えることを原則と



する。

（代休）

第42条 業務上の必要によって第41条の休日に勤務したときは代休を与える。

2 前項の代休は、休日勤務した日から一箇月以内の取得を原則とする。

（時間外勤務等）

第43条 会長は、業務上必要と認めるときは、法の範囲内において、勤務を要

しない日等又は正規の勤務時聞を超える時間に職員を勤務させることができ

る。

2 前項の規定により勤務した職員には、別に定める時間外勤務手当を支給す

る。

（休暇）

第44条休暇は、有給休暇と無給休暇とする。

2 有給休暇とは、別に定めるもののほか、第46条から第48条まで、第51条、第

52条に定める休暇をいう。

（年次有給休暇）

第45条職員の年次有給休暇（以下「年休Jという。）は 1年につき20日とする。

ただし、 2月以降に職員となった者は、その年に限り次の区分による。

採用月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

その年に

与えられる 18日 17日 15日 13日 12日 10日 8日 7日 5日 3日 2日
日数

2 職員は、前項に規定する日数のうち、その年に受けなかった日数がある場

合において、その日数を 20日を限度とし翌年に限り繰り越して受けること

ができる。この場合の取得順位は繰越分からとするものとする。

3 年休は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、会長が業務に

支障があると認めるときは、他の時季に変更することができる。

4 年休は、 1日文は半日を単位として与えるものとする。ただし、労使協定

により 5日を超えない範囲内で、 1時間単位で与えることができることとす

る。

（業務上傷病による療養休暇）

第46条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合で、会長がこれを業務

上の傷病と認定したときは、 2年以内の療養休暇を受けることができる。

（一般傷病による療養休暇）

第47条 職員が業務外で負傷し又は疾病にかかった場合で、会長が医師の証明

等に基づき療養を要するものと認定したときは、 90日以内の療養休暇を受け

ることができる。

2 職員が前項の休暇解除後 6月以内に再度同ーの傷病により療養休暇を命ぜ



られた場合は、前後の療養期間を通算して前項の規定を適用する。

（生理休暇）

第48条 女子職員で生理日の就業が著しく困難な者がそのため休暇を請求した

ときには、生理休暇を与えるものとする。

（産前産後の休暇）

第49条 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女子職員が、

休暇を請求したときは、出産の日までの聞の産前休暇を与えるものとする。

2 出産した女子職員に対しては、出産の日の翌日から 8週間の産後休暇を与

えるものとする。ただし産後 6週間を経過した者が請求した場合は、医師が

支障がないと認めた業務に就かせることができる。

（育児休暇）

第50条職員の育児休業に関する取り扱いについては別に定める。

（忌引休暇）

第51条 職員の親族が死亡したときは、職員は会長の承認を得て忌引休暇を受

けることができる。

2 前項の忌引休暇の期間は、別表第 1のとおりとする。ただし、葬祭のため

遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算すること

ができる。

（特別休暇）

第52条 職員が、天災地変その他特別の事由のため勤務することができない場

合、会長は職員に適宣に特別休暇を与えることができる。

2 前項の休暇の期間は、別表第 2のとおりとする。

（介護休業）

第53条職員の介護休業に関する取り扱いについては別に定める。

（子の看護休暇）

第54条 職員の子の看護休暇に関する取り扱いについては別に定める。

（休暇の手続）

第55条 職員は、あらかじめ上司の承認を得て休暇を請求することができる。

ただし可職員は、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認

を受けることができなかったときは、事後の請求をするものとする。

2 前項の休暇請求は、様式第 3号に必要事項を記入のうえ押印し、提出しな

ければならない。

3 負傷又は疾病のため休暇が 7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、

期間を定めて届け出なければならない。その期聞が過ぎてもなお引き続き療

養を要する時もまた同様とする。



第 6章 安 全 衛 生

（安全衛生）

第56条 職員の安全確保と健康増進を図り、快適な職場の形成のため必要な措

置を講ずる。

2 職場の安全衛生管理にあたらせるために、必要な管理者の養成に努める。

3 職員は次の事項を守るほか、その他、職員の安全衛生のために協議会が行

う指示を遵守しなければならない。

① 火気、電気、水道、ガス等を使用した者は、その後始末を確認すること。

② 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。

③ 通路、非常口、防火設備等に物品を置かないこと。

④ 立入禁止、通行禁止区域には立ち入らないこと。

⑤ 職場が行う安全衛生教育で教わった事項を実行すること。

4 協議会は、法令に定めるところによるほか、必要に応じて職員に対する安

全衛生教育を行う。

（健康診断）

第57条 職員は、年 1固定期的に行う健康診断を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、該当者に対しては別に定める健康診断を行うも

のとする。

3 健康診断の結果、必要があると認められるときは、一定の期間就業の禁止、

就業時間の短縮、業務内容の変更その他健康保持上必要な措置を命ずること

がある。

（病者の就業の禁止）

第58条 他人に伝染する恐れのある疾病にかかっている者または疾病のため他

人に害を及ぼす恐れのある者、その他医師が就業不適切と認めた者は、速や

かに医師の診断書を提出し、就業をさせない。また、就業する場合は、完治

したことを証明する医師の診断書を提出しなければならない。

第 7章 災 害 補 償

（災害補償）

第59条 職員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡

したときは、法の規定に従い補償を行う。

（補償の免責）

第60条 補償を受けるべき職員が同一の事由について労働者災害補償保険法

（昭和22年法律第50号）に基づき、この規則に定める補償に相当する保険給

付を受けるときは、協議会は、補償の全部又は一部は行わない。

2 この規則による補償を行った場合、同一事由については、その補償額の限



度において民法（明治29年法律第89号）による損害賠償を行わない。この場

合において、前項に規定する保険給付は補償とみなすものとする。

（打切補償）

第61条 前条に規定する補償を受ける職員が療養開始後 3年を経過しでも負傷

又は疾病が治らない場合においては、協議会は法の定めるところに従い打切

補償を行い、その後の補償は行わない。

第8章表彰及び懲戒

（表彰）

第62条職員が次の各号のーに該当するときは、会長はこれを表彰する。

(1) 永年勤続しその成績優秀な者

(2) 業務上顕著な功績があった者

(3) 業務上有益な研究又は工夫があった者

(4) 業務の遂行に関し、特に他の模範となるに足る行為－があった者

2 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

3 表彰の決定は、会長が理事会に諮り決定する。

（懲戒）

第63条 会長は、職員が次の各号のーに該当するときには、これに対し懲戒処

分として戒告・減給・停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 第25条の規定に違反したとき。

(2) 法令又は協議会の規則等に違反したとき。

(3) 故意又は重大な過失により協議会に損害を与えたとき。

(4) 許可なく欠勤し、遅刻し、又は早退したとき。

(5) 経歴を偽り、その他不正手段によって職員となったとき

(6) 刑法（明治40年法律第45号）その他法令に定める罰則に触れる行為をし、

科料以上の刑に処せられたとき。

(7) 勤務時間中に協議会の業務を放棄したとき、又は職務に怠慢なとき。

(8) 上司のたび重なる指示にも関わらず、適正な業務遂行を行わずそれに伴い

協議会に損害を与えたとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員としてふさわしくない非行があったとき。

（懲戒の手続き）

第64条懲戒の手続きについては別に定める。

（職員懲戒委員会）

第65条 会長は、職員に懲戒処分をすべき理由があると認められる時は職員懲

戒委員会を設置する。

2 職員懲戒委員会については別に定める。

（懲戒の種類）



第66条 懲戒は次の各号に掲げる区分により行う。

(1）戒告始末書をとり、将来を戒める

(2) 減給 始末書をとり、給料の一部を減額する。その額は、総額がー賃金

支払期における賃金総額の10分の 1をそれぞれ超えない範囲内とする。

(3）停職 始末書をとり、 6月以内の期間を定めて停職とし、その聞はいか

なる給与も支給しない。

(4) 降格 始末書をとり、役付けを免じ、または、職務の等級を下げる。

(5) 諭旨退職 退職願を提出するよう勧告を行い、これに従わない場合は懲

戒解雇とする。

(6) 懲戒解雇 本人の責めに帰する理由に基づき労働基準監督署長の解雇予

告の除外認定を得た場合は、解雇予告手当を支給することなく即時解雇す

る。ただし、急を要する場合は即時解雇した後に速やかに解雇予告の除外

認定の申請手続を行うものとする。宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共

済制度の退職金は支給しない。

（懲戒処分の決定）

第67条 懲戒処分のうち停職、降格、論旨退職、懲戒解雇の決定は、会長が理

事会に諮り決定する。

第 9章損害賠償

（損害賠償）

第68条 職員が故意又は重大な過失によって協議会に損害を与えた場合は、そ

の損害の一部又は全部を賠償させることができる。

2 前項の賠償額は、会長が定める。

第10章雑則

（委任）

第69条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附則
1 この規則は、昭和62年 4月 1日から施行する。

2 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会人事規則（昭和42年 5月20日施行）及

び社会福祉法人延岡市社会福祉協議会表彰規則（昭和42年 6月 9日施行）は

廃止する。

附則

この規則は、平成 9年 4月 1日から施行する。

附 則



この規則は、平成12年 4月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成18年 4月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成19年 1月10日から施行する。

附則

この規則は、平成20年 4月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成20年 6月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成20年 7月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成20年 8月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成21年12月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成22年 5月 1日から施行する。

附則

この規則は、平成24年 4月 1日から施行する。



別表第 1 （第51条関係）

忌引休暇の日数

死亡した者

配 イ国 者

一親等の直系尊族（父母）

同 卑 族（子）

二親等の直系尊族（祖父母）

同卑族（孫）

二親等の傍系尊族（兄弟姉妹）

＝親等の傍系尊属（伯叔父母）

一親等の直系尊族

姻 同 卑 族

二親等の直系毒事族
族 二親等の傍系者

＝親等の傍系尊属

別表第 2 （第52条関係）

理 由

1 感染症の予防及び感染症の息者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律 114

号）による交通遮断又は隔離

2 風水震火災その他の非常災害による交

通遮断または交通機関の事故のとき

3 風水震火災その他の天災地変による職
員の現住居の滅失又は破壊

4 証人・鑑定人・参考人等として国会・裁

判所・地方公共団体の議会その他の官公署

への出頭

5 選挙権その他公民としての権利の行使

6 父母・子の祭日

7 本人の結婚

8 職員の配偶者の出産

9 妊娠中の女子職員が母子保健法による

保健指導、又は健康審査を受けるとき

10 夏季休暇

忌引日数

10日以内

7日以内

5 日

3 日

1 日

3 日

1 日

3日以内

1 日

1 日

1 日

1 日

備考

1 生計をーにする姻族は
血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場

合において、祭具等の承継

を受けた者は、直系血族

（父母及び子）に準ずる。

3 期間の計算は、休日も含
める。

期 間

その都度必要と認める期間

上記同

1週間を超えない範囲内で、その都度必要と
認める期間

その都度必要と認める期間

上記同

1日

1週間を超えない範囲内でその都度必要と

認める期間

出産日から14日を超えない範囲内で 5日間

妊娠23週までは4週間に 1回、妊娠24週から
35週までは 2週間に 1回、妊娠36週から出産

までは 1週間に 1回、その都度必要と認める

期間

会長が定める期間



様式第 1号（第 8条関係）

誓 約 書

平成 年 月 日

社会福祉法人

延岡市社会福祉協議会

会長 様

住所

氏名 ＠ 
年 月 日生）

私は、このたび貴法人の職員として採用されるにあたり、次の条項を固く守

ることを誓約いたします。

記

1 .貴法人の就業規則、その他の諸規程に従い、誠実に勤務すること。

2.履歴書の記載事項は、事実に相違ないこと。

3 .貴法人の職員として体面を汚すような行為をしないこと。

4. 勤務場所の異動、職種の転換等の指示に従い、かっ、常に自己啓発に務

め向上をめざすこと。

5 .故意または重大な過失により貴法人に損害を与えたときは、その責任を

負うこと。

6 .試用期間中に貴法人職員として不適格と認められた場合は、採用を取り

消されても異存のないこと。



様式第 2号（第23条関係）

延岡市社会福祉協議会

会長 様

塁盗

職務専念義務免除申請書

平成年月日

回

下記のとおり職務に専念する義務の免除について承認くださるよう申請します。

1 .事由

2.期間 自 平 成 年月

至平成年月

※関係書類添付のこと

記

日（）

日（）

主務主任 主務課長 総務課長 事務局長 dコbコZ、 長



様式第 3号（第27条関係）

平成 年休暇等記録台帳

日 No.



様式第4号（第34条関係）

事故（車両・備品）報告書

報告日：平成 年 月 日

下記のとおり、事故（車両・備品）の報告をいたします。
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1 .対人 2.対物 3. 自損

4. その他（

署 交番（派出所）

有・無

※車両に関する事故、法令違反等の場合｛本所・北方支所のみ適用）

＠ 



様式第 5号（第36条関係）

私 事旅 行 届

延岡市社会福祉協議会

会長（事務局長） 様

下記により届出いたします。

平成年月日

職務

氏金 金

1 .行き先（詳細に記入）

連絡先

2.期間 自平成年月 日（）

至平成年月 日（）

主務 課 長 総 務 課 長 事 務 局 長 会長



社会福祉法人延岡市社会福祉協議会 職員給与規程

第 1章総則

（趣旨）

第 1条 この規程は、職員就業規則（以下「規則Jという。）第36条の規定に基

づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第 2条 この規程で使用する用語の意義は、規則の例による。

（適用範囲）

第 3条 この規程は、規則第 3条に規定する職員に適用する。

（給与）

第4条 職員の給与は、給料と諸手当とする。

（給料）

第 5条 給料とは、規則第38条に規定する正規の勤務時間による勤務に対する

報酬であって、 10条に規定する各種手当を除いたものとする。

（給料表）

第 6条 給料表は、別表第 1のとおりとする。

（初任給・昇給等の基準）

第 7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸の決定は、次の額

を基準として、その者の有する学歴・経験年数・資格等を考慮し決定する。

ただし、事務局長、事務局次長については、別途会長が定める。

高卒 1級 2号俸 短大卒 1級10号俸 大学卒 1級18号俸

2 職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから、 12月を下らない期

間を良好な成績で勤務したときは、原則として 4号俸上位の号俸に昇給させ

ることができる。ただし、業務成績等により昇給困難な場合には、一時延期

し、または昇給を行わないことができる。

3 職員の勤務成績が特に良好で、ある場合、又は他の職員と均衡上特に必要

があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、前項に規定する

期間を短縮して昇給させることができる。

4 初任給・昇給等の基準の変更その他療養休暇・休職等のため、職員の給

料月額が他の職員の給料月額と比較して不均衡を生じた場合において会長が

必要と認めるときは、調整することができる。また、一般傷病により、年間20

日以上の休みがある場合や懲戒処分を受けた者については、昇給させないこ

とができる。

5 前三項に規定する昇給及び調整の時期は、 4月とする。

6 第 2項から第4項までに規定する昇給及び調整は、予算の範囲内でなけ

ればならない。



ー司

7 58歳以上の職員は、 58歳に達した日の属する年度の末日の翌日以降ド

いては、第 2項及び第 3項の規定にかかわらず昇給しない。

8 管理職は、 55歳に達した日の属する年度の末日の翌日以降においては．

第 2項および第 3項の規定にかかわらず昇給しない。

（給与の支給）

第8条 給与の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給与の支給日は、毎月 21日を原則とする。ただし、当日が休日である時は、－

直前の休日でない日に支給する。

3 前項に定める支給日は、災害その他特別な事情があるときは、変更するこ

とができるo ¥ 

第 9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給・降給等

により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支

給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が休職となったときはその前日まで、停職となったときはその日まで、

職務に復帰したときはその日から給料を支給する。

4 職員が有給休暇の場合を除くほか、月の初日から末日までの期間の全日数

にわたって勤務しないことになるときは、その月の給料は支給しない。

5 第 1項から第 3項までの規定により給料を支給する場合は、その月の所定

勤務日数を基礎として日割によって計算する。

（諸手当）

第10条 諸手当は、次のとおり定める。

(1) 扶養手当

(2) 住居手当

(3) 通勤手当

(4) 時間外勤務手当

(5) 退職手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

(8) 資格手当

(9) 管理職手当

(10) 管理職特別手当

(11) デイサービス職員運転手当

(Ii) 待機職員手当

(13) デイサービス職員特別手当

（扶養手当）

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。



2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者でその職員の扶養を受けている者をい

つ。
(1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）

(2) 満 22歳に達する日以降の最初の 3月 31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満 18歳に達する日以降の最初の 3月 31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第 1号に該当する扶養親族については 13,000円

同項第 2号から第 5号までの扶養親族（以下「扶養親族たる子・父母等Jと

いう。）のうち 2人までについてはそれぞれ 6,000円（職員に配偶者がない場

合にあっては、そのうち 1人については 11,000円 配偶者がいて配偶者が働

いている場合にあっては 6,500円）その他の扶養親族については 1人につき

6,000円とする。満 15歳に達する日以降の 4月 1日から満 15歳に達する 3

月 31日までの聞から満 22歳に達する日以降の 4月 1日から満 22歳に達する．

3月 31日までの閉までの学生については 1人につき 5,000円加算する。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号の

ーに該当する事実が生じた場合においては、速やかにその旨（新たに職員と

なった者に扶養親族がある場合又は職員に第 1号に該当する事実が生じた場

合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。）を扶養親族異

動届（様式第 1号）により会長に届け出なければならない。

( 1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

(3) 扶養親族たる子・父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合（前

号に該当する場合を除く。）

(4) 扶養親族たる子・父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合（第

1号に該当する場合を除く。）

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合において

はその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第 1号に掲げる事実

が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月から開始し、

扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日、

扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届け出に係るもの

のすべてについて同項第 2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実

が生じた日の属する月をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につ

いては、同項の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経

過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月から行

うものとする。



3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第 1項第 1号に掲げる事実が生

じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出

に係るものの一部について同項第 2号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手

当を受けている職員について、同項第 3号若しくは第4号に掲げる事実が生

じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月からその支

給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定す

る場合について準用する。

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

（住居手当）

第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら住居するための住宅を借り受け、月額 12,000円を超える家賃を支

払っている職員

(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額

とする。

(1) 前項第 1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次

に定める額とする。

ア 月額 23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から

12,000円を控除した額

イ 月額 23~000 円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から

23,000円を控除した額の 2分の 1 （その控除した額の 2分の 1の額が

16,000円を超えるときは、 16,000円）を 11,000円に加算した額

(2) 前項第 2号に掲げる職員 1,000円（当該住宅が当該職員及びその扶養

親族によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該

新築又は購入がなされた日から起算して 5年を経過するまでの聞は、2,000

円）

3 住居手当の支給は、新たに職員となった者については、その者が職員とな

った日の属する月の翌月から開始し、職員が退職した場合においては、それ

ぞれの者が退職したその属する月をもって終わる。

4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

（通勤手当）

第14条 通勤手当は、別表第 2に定める額とする。ただし、通勤距離が片道 2

km未満である者で、特別の事情により交通機関、自動車等を利用する時は、

必要に応じて協議し、会長の定めるところによるものとする。

2 職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実

情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当を受けている職

員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。



( 1) 勤務場所を異にして異動したとき。

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する交

通機関等の運賃等の額に変更があったとき。

3 通勤手当の支給は、新たに職員となった者については、その者が職員とな

った日の属する翌月から開始し、職員が退職した場合等においてはその事実

の生じた日の属する月をもって終る。ただし、通勤手当の支給については、

前項の規定による届け出が、これに係る事実の生じた日から 15日を経過した

後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月から行うもの

とする。

4 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実の生じた

場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月から支給額を改定す

る。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合につい

て準用する。

5 職員が出張・休暇・欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期

聞の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の分の通勤手当は支給

しない。

6 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

（給料の控除）

第15条 職員が正規の勤務時間（休日・休息時間・又は有給休暇の場合を除く。）

に勤務しないときは、その勤務しない時間につき第17条に規定する勤務 1時

間当たりの給料額を控除した給料を支給する。

2 前項に規定する控除すべき給料額は、その月の分の給料に対応する額を、

当該月の分以降の給料から差し引くものとする。

（時間外勤務手当等）

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務

時間外に勤務した全時間に対して、勤務 1時間につき第 17条に規定する勤務

1時間当たりの給料額の 100分の 125（その勤務が午後10時から翌日の午前

5時までの間である場合は 100分の 150）を時間外勤務手当として支給する。

2 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

（勤務 1時間当たりの給料額の算出）

第17条 勤務 1時間当たりの給料額は、給料の月額に12を乗じ、その額を 1週

聞の正規の勤務時間に52を乗じて得た時間数から当該年における国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第 178号。以下「祝日法Jという。）による休日

及び年末年始の休日（日曜日及び土曜日に当たる日を除く。）に割り振られた

勤務時間数を減じて得たもので除して得た額とする。

（退職手当）

第18条 職員が退職した場合には、全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度



および、宮崎県民聞社会福祉等従事職員共済制度の基金約款の定める退職手

当金を支給するものとする。

2 定年退職日の属する年の前年の 3月31日までに、その者の非違によること

なく勧奨を受けて退職した者であって、その勤続期聞が25年以上であり、か

っ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から 5年

を減じた年齢以上である者に対しては、退職手当金算定の基礎となる基準給

を8号俸上位の号俸に昇給させ、退職の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1年につき

100分の 2を乗じて得た金額を当該基準給に加算し、退職手当金を支給する。

3 退職手当金は、退職の日から 4カ月以内に支給する。

（期末手当）

第19条 期末手当は、 6月 1日及び12月 1日（この条及び次条において「基準

日Jという。）に在職する職員に対し基準日以前 6箇月以内におけるその者の

勤務成績に応じて支給する。これらの基準目前 1箇月以内に退職し、又は死

亡した職員についても同様とする

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあ

つては退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶

養手当の月額の合計額に、 6月に支給する場合においては 100分の 122.5、12

月に支給する場合においては 100分の 135を乗じて得た額に、基準日以前 6

箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める

割合を乗じて得た額とする。休職及び育児休業をしていた期間については、

その期間の 2分の lを在職期聞から除いて算出した額、なお基準日現在休職

中の者で満 l年に達するまでの者にはその額に 100分の80を乗じて得た額と

し、満 1年を超える者については、さらに 100分の80を乗じた額とする

在職期間

基準日が 6月 1日であ 基準日が 12月 1日である

る場合 場合

6箇月 6箇月 1 0 0分の 10 0 

5箇月以上 6箇月未満 5箇月以上 6箇月未満 1 0 0分の 80 

3箇月以上 5箇月未満 3箇月以上 5箇月未満 1 0 0分の 60 

1箇月以上 3箇月未満 1箇月以上 3箇月未満 1 0 0分の 30 

3 期末手当の支給日は、 6月30日及び12月10日とする。ただし当日が休日で

ある時は、直前の休日でない日に支給する。

（勤勉手当）

第20条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前 6箇月以内に

おけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前 1箇月以内に

退職し、又は死亡した職員についても同様とする。



2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在（退職し、死亡した

職員にあっては、退職し又は死亡した日現在）において受けるべき給料及び

扶養手当の月額の合計額に、 6月に支給する場合においては 100分の67.5、12

月に支給する場合においては 100分の65を乗じて得た額を超えではならない。

3 期間率の算定については、基準日以前 6箇月の期間中、下記に掲げる理由

により勤務しなかった期間を除き、次表の期間区分に応じ定めた率とする。

(1) 休職をしていた期間（公務傷病等による休職者であった期間を除く。）

(2) 育児休業をしていた期間

(3) 第15条の規定により給料を控除された期間

(4) 負傷又は疾病（その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。）により

勤務しなかった期聞から、勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を

超える場合にはその勤務しなかった全期間

(5) 介護休暇により勤務しなかった期聞から、勤務を要しない日及び休日を

除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 部分育児休業により勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤

務しなかった期間

(7) 基準日以前 6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合にはその全

期間（公務傷病等であっても勤務実績が Oの場合は支給しない。）

勤務期間 期間率 勤務期間 期間率

6箇月 100% 2箇月 15日以上3箇月未満 40% 

5箇月 15日以上6箇月未満 95% 2箇月以上2箇月 15日未満 30% 

5箇月以上5箇月 15日未満 90% 1箇月 15日以上2箇月未満 20% 

4箇月 15日以上5箇月未満 80% 1箇月以上1箇月 15日未満 15% 

4箇月以上4箇月 15日未満 70% 15日以上1箇月未満 10% 

3箇月 15日以上4箇月未満 60% 15日未満 5% 

3箇月以上3箇月 15日未満 50% 零 0% 

4 勤勉手当の支給日については、前条第 3項の規定を準用する。

（資格手当）

第21条 資格手当は社会福祉士手当・精神保健福祉士手当・保健師手当・看護

師手当・介護福祉士手当・介護支援専門員手当・准看護師手当とし、手当の

額は社会福祉士・精神保健福祉士・保健師・看護師・介護支援専門員月額 5,000

円、介護福祉士・准看護師月額 3,000円とする。ただし、重複する場合は額

の高い方の手当を適用する。



2 在職中に新たに上記資格を取得した者の資格手当は、取得した月の翌月か

ら適用するものとする。

3 資格手当は、下記の職種についたときのみ支給する。

資格

地域福祉を推進する業務 社会福祉士

日常生活自立支援事業 社会福祉士

資金貸付業務 社会福祉士

地域包括支援センター 社会福祉士

介護支援専門員

保健師

看護師

居宅介護支援事業所 介護支援専門員

訪問介護事業所 介護福祉士

介護支援専門員

看護師

准看護師

延岡市障がい者相談支援センター 社会福祉士

精神保健福祉士

介護福祉士

介護支援専門員

看護師

准看護師

福祉用具レンタル事業所 介護福祉士

介護支援専門員

看護師

准看護師

通所介護事業所 社会福祉士

介護福祉士

介護支援専門員

看護師

准看護師

（管理職手当）

第22条 管理職に管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は次のとおりとする。

(1) 事務局長 給料（月額）の 8 % 

(2）事務局次長 向上 7 % 

(3）課長（総合支所長・主幹） 向 上 6 % 
(4）課長補佐（支所長・専門員）向 上 4 % 

3 管理職手当を支給する職員には、時間外勤務手当及び資格手当は支給しな

い。但し、副主幹については、前条第 3項に該当するときは資格手当を支給

するものとする。



4 第 2項に掲げる職員が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により

週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、

当該職員には、勤務 1回につき次の区分により管理職員特別勤務手当を支給

する。但し、勤務に従事した時聞が 6時間を超える場合は、それぞれ定額の

100分の 150の額を支給する。

(1) 事務局長 8,000円

(2) その他の管理職 4,000円

（デイサービス職員運転手当）

第23条 デイサービス職員の送迎における運転業務に対し、月額 2,000円を支給

する。ただし、乗車定員が 6名を超える車輔については 1回につき 100円を加

算する。回数とは、送迎それぞれを 1固とする。

（待機職員手当）

第24条 24時関連絡体制を確保することとしている事業所の職員に、規則第40

条に定める勤務を要しない日等に待機させる場合の待機職員手当は、日額

1,000円とする。

（デイサービス職員特別手当）

第25条 土曜日にデイサービスに勤務する責任者（所長）にデイサービス職員

特別手当として、勤務 1日につき 2,500円支給する。

（委任）

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規程は、昭和 62年 4月 1日から施行する。

2 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会職員給与規則（昭和 42年 4月 1日施行）

は廃止する。

3 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会職員退職手当支給規則（昭和 42年 5月

20日施行）は廃止する。ただし、昭和 62年 3月 31日に在職する職員の退職

手当については、第 17条の規定による退職手当の算定期間の始期となる日の

前日までの在職期間に対する退職手当は、従前の規定により算出して得た額と

する。この場合この規則第 17条の規定による退職手当と併給するものとする。

附則

この規程は、平成 9年 11月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 11年 4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 12年 4月 1日から施行する。

附則



この規程は、平成 13年 4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 13年 6月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 13年 12月 5日から施行する。

附則

この規程は、平成 15年 4月 1日から施行する。

附則

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会介護職給与規程は廃止する。

ただし、住居手当、通勤手当については、平成 16年 4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 17年 12月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 18年 12月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 18年 4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 19年 1月 10日から施行する。

附則

この規程は、平成 19年 4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 19年 6月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 19年 7月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 19年 11月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 20年 6月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 20年 7月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 20年 8月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。

附 則



この規程は、平成 21年 6月 1日から施行する。

附則

（平成 21年 12月に支給する期末手当に関する特例措置）

平成 21年 12月に支給する期末手当の額は、改正後の第 18条第 2項の規定

にかかわらず、この規程により算定される期末手当の額から次に掲げる額の

合計額（以下この項において「調整額Jという。）に相当する額を減じた額

とする。

(1) 平成 21年 4月 1日（給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号俸が

次に掲げる職務の級及び号俸であるものからこれ以外の職員（以下この項に

おいて「減額改定対象職員Jという。）となった者にあっては、その減額改

定対象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理

職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に 100分の 0.24を乗じて得た

額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年 4月 1日から施行

日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかっ

た期間、減額改定対象職員以外の職員であった期聞がある職員については、

当該月数から当該期間を考慮して会長が定める月数を減じた月数）を乗じて

得た額。

ア 1級 l号俸から 56号俸まで

イ 2級 1号俸から 24号俸まで

ウ 3級 l号俸から 8号俸まで

( 2）平成 21年 6月 1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給さ

れた期末手当及び勤勉手当の合計額に 100分の 0.24を乗じて得た額。

この規程は、平成 21年 12月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 22年 5月 1日から施行する。

（職務の級の切替）

1 適用日の前日において、その者が属していた職務の級（以下「旧級Jという。）

が附則別表第 1に掲げられている職務の級であった職員の適用日における職

務の級（以下「新級Jという。）は、旧級 12級は、新級l級。旧3級は、新級

2級。旧4 5級は、新級3級。｜日級6級は、新級4級とする。

（給料の切替に伴う経過措置）

2 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受

ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員

は、現給保障とする。 （現給保障の者の給与表は、旧給与表を使用する。）

現給保障の期間は、 1年間としその後は、新給与表の直近の級に切替を行う。

附則別表第 1 職務の級の切替表（附則第 1項関係）



給与表 旧級

正規職員給与表 1級

2級

3級

4級

5級

6級

附則

この規程は、平成22年12月1日から施行する

附 則

この規程は、平成23年12月1日から施行する

（平成 23年 12月に支給する期末手当に関する特例措置）

新級

1級

2級

3級

4級

平成 23年 12月に支給する期末手当の額は、改正後の第 18条第 2項の規定

にかかわらず、この規程により算定される期末手当の額から次に掲げる額の

合計額に相当する額を減じた額とする。

( 1 ）平成 23年 4月 1日（給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号俸

が次に掲げる職務の級及び号俸であるものからこれ以外の職員（以下この項

において「減額改定対象職員Jという。）となった者にあっては、その減額改

定対象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理

職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に 100分の 0.37を乗じて得た額

に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年 4月 1日から施行日

の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった

期間、減額改定対象職員以外の職員で、あった期聞がある職員については、当

該月数から当該期間を考慮して会長が定める月数を減じた月数）を乗じて得

た額。

ア 1級 1号俸から 93号俸まで

イ 2級 1号俸から 76号俸まで

ウ 3級 1号俸から 60号俸まで

エ 4級 1号俸から 44号俸まで

( 2 ）平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給され

た期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

附則

この規程は、平成24年 4月1日から施行する



別表第 1 職員給料表

別表第 2

自動車等の使用距離（片道） 金額

2k m未満 0円

2k m以上3km未満 3,000円

3k m以上5km未満 4, 100円

5k m以上7km未満 5,200円

7k m以上10k m未満 6,900円

10 k m以上15k m未満 8,600円

15 k m以上20km未満 10,300円

20 k m以上25k m未満 13,000円

25k m以上 15,000円



様式第 l

扶養親族異動届

延岡市社会福祉協議会会長様

住所

氏名

平成年月日

印

下記のとおり扶養親族に異動が生じましたので、お届けします。

記

同居
被扶養者氏名 生年月日 続柄 別居 異動事由 異動年月日 職業及び収入

の別

T 
s 
H 月収

T 
s 
H 月収

T 
s 
H 月収

※ 1.月収の欄には勤労収入、事業所得等の合計額を記入してください。

2.認定申請は、続柄の判別できる戸籍（住民票）抄本又は謄本を添付してくだ

さし、。

この欄は総務課で記入します。

配偶者 1人目 2人目 3人目以降 支給額

現給

改正後

受付印

担当者 支所長 総務課長 局 長



様式第 2

通 勤 届

平成 年 月 日

延岡市社会福祉協議会長様

氏 名 ⑮ 

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会職員給与規定 第 13条の 2の規定に基づき

通勤の実情を届け出ます。

住 所

通勤手段 徒歩、自家用車、自転車、 JR鉄道、その他（

車種・車両 No

1 .新 規 4. 通勤方法の変更

届出理由 2. 住所の変更 5. 勤務場所の変更

3. 通勤経路の変更

発生年月日 平成 年 月 日

通 動 図 N 

（自宅から勤務場所までの通勤経路を詳しく図示し、最寄りのパス停も記入してください。）

※ 通勤手当 ※ 旧手当額 ※ 備 考

額

担 当 課・支所長 総務課長 局 長

級地 級地

円 円

※ 欄以外は必ず記入してください。



別表第1（第6条関係）

正規職員給与表

職制 主事補・主事
主2級任

係長・課長補佐 課長
職務の級 1級 3級 4級

号俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
135,600 185,800 222,900 261,900 

2 136,700 187,600 224,800 264,000 
3 137,900 189,400 226,700 266,000 
4 139,000 191.200 228,500 268.100 
5 140,100 192,800 230,200 270,200 

ーーー一一一

6 141,200 194,600 232,100 272,300 
1 142,300 196,400 234,000 274,400 
8 143.400 198,200 235,800 276,500 
g 144,500 200,000 237,500 278,600 
10 145,900 201,800 239,400 280,700 

ーーー ー

11 147,200 203,600 241,200 282,800 
12 148,500 205,400 243,100 284,900 
13 149,800 207,000 244,900 287,000 
14 151,300 208,900 246,800 289,100 
15 152,800 210,800 248,600 291,200 
16 154,400 212,700 250,400 293,300 
17 155,700 214,600 252,200 295,400 
18 157,200 216,500 254,200 297,500 
19 158,700 218,400 256,200 299,600 
20 160,200 220,300 258,200 301, 700 
21 161,600 222,000 260,100 303,800 
22 164,300 223,900 262,000 305,900 
23 166,900 225,800 263,900 308,000 
24 169.500 227.700 265,700 310.100 
25 172,200 229,300 267,700 312,100 
26 173,900 231,100 269,600 314,200 
27 175,600 232,800 271,500 316,300 
28 177,300 234,600 273,400 318.400 
29 178,800 236,100 275,300 320,400 
30 180,600 237,600 277,200 322,500 

一一一一

31 182,400 239,100 279,100 324,600 
32 184,200 240,600 281.000 326,700 
33 185,800 242,100 282,700 328,400 
34 187,300 243,600 284,600 330,400 
35 188,800 245,100 286,500 332,500 
36 190,300 246,700 288,400 334,600 
37 191,600 248,000 290,100 336,500 
38 192,900 249,600 291,900 338,500 
39 194,200 251,200 293,700 340,500 
40 195,500 252,800 295,500 342,500 
41 196,900 254,200 297,400 344,400 

干「一一一，

42 198,200 255,600 299,100 346,300 
43 199,500 257,000 300,800 348,200 
44 200,800 258,400 302,500 350,100 
45 202,000 259,700 304,200 351,600 

ー一『，ー－・ー ーー

46 203,300 261,100 305,900 353,100 
一一ー 且 一一一一ー一一

47 204,600 262,500 307,600 354,600 
48 205,900 263,900 309,300 356,100 
49 207,100 265,200 310,600 357,800 
50 208,200 266,400 ~i~：~~~ 358,700 

－ー’一

51 209,300 267,7QO 359,90Q 
一一一

52 210,400 269,000 315,400 360,900 
53 

一一
211,600 270,100 317,100 361,800 

54 212,600 271,400 318,700 362,900 
’ Fー・L 一一一 ，←ー守



職制 主事補・主事 主任 係長・課長補佐 課長

職務の級 1級 2級 3級 4級
号俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

55 213,600 272,700 320,300 363,900 
56 214,600 274,000 321,900 365.000 
57 215,400 275,200 323,400 365,900 
58 216,400 276,300 324,600 366,600 
59 217,300 277,400 325,800 367,300 
60 218,300 278,500 327.000 368,000 
61 219,200 279,700 327,800 368,500 
62 220,200 280,700 328,700 369,100 
63 221,200 281, 700 329,500 369,800 
64 222,200 282,700 330,300 370.500 
65 223.000 283,500 331,200 370,900 
66 224,000 284,400 331,700 371.600 
67 225,000 285,300 332,500 372.300 
68 226,100 286.200 333.300 373.000 
69 226.900 287,200 334,100 373,500 
70 227.700 288.000 334.800 374,200 
71 228,500 288,800 335,500 374,900 
72 229.300 289.600 336.200 375,600 
73 230,100 290,400 336,700 376.100 
74 230,800 290,900 337,300 376,800 
75 231.500 291,400 337,900 377,500 
76 232,200 291.900 338,500 378,200 
77 233,000 292,000 338,800 378,600 
78 233,800 292,400 339,300 379.200 
79 234,600 292,600 339,800 379,800 
80 235,400 293,000 340,300 380.400 
81 236.100 293,200 340, 700 380,900 
82 236,800 293,500 341,200 381.500 
83 237,500 293,900 341,700 382.100 
84 238,200 294,200 342.200 382.700 
85 239,000 294,500 342, 700 383,300 
86 239,700 294,800 343,200 383,900 
87 240,400 295,100 343,700 384,500 
88 241,100 295.500 •344.200 385.100 
89 241.900 295,800 344,600 385,800 
90 242.400 296,200 345,100 386,400 
91 242,900 296,600 345,600 387,000 
92 243.400 297.000 346.100 387,600 
93 243,700 297,100 346,300 388,300 
94 297,500 346,800 
95 297,900 347,300 
96 298,300 347,800 
97 298,500 347,900 
98 298,900 348,400 
99 299,300 348,900 
100 299,700 349.400 
101 299,900 349,700 
102 300,300 350,100 
103 300,700 350,500 
104 301.100 350.900 
105 301,300 351,400 
106 301,600 351,800 
107 302,000 352,200 
108 302.400 352.600 
109 302.600 353,100 
110 303,000 353,500 
111 303,400 353,900 
112 303.700 354.200 
113 303,800 354,700 



職制 主事補・主事 主任 係長・課長補佐 課長
職務の級 1級 2級 3級 4級

号俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
114 304,200 
115 304,600 
116 305,000 
117 305,200 
118 305,500 
119 305,800 
120 306,100 
121 306,500 
122 306,800 
123 307,100 
124 307,400 
125 307,800 



社会福祉法人延岡市社会福祉協議会経理規程

第 1章総則

（目的）

第1条 この規程は、社会福祉法人延岡市社会福祉協蟻会（以下「本会Jという。）の経理

の基準を定め、適切な経営事務を行い、財政状態及び経営成績、並びに支払資金の収支

状況を適正に把握することを目的とする。

（経理事務の範囲）

第2条 この規程において経理事務とは、次の事項をいう。

(1）会計帳簿の記帳、監理及び保管に関する事項

(2）予算に関する事項 ＼ 

(3）金銭の出納に関する事項

(4）財務に関する事項

(5）資産・負債の管理に関する事項

(6）固定資産の管理に関する事項

(7）決算に関する事項

(8）会計監査に関する事項

(9）契約に関する事項

（会計処理の基草）

第 3条会計処理の基準は、法令及び定款並びに法規程に定めるもののほか、社会福祉法

人会計基準の定めるところによる。

2.第4条第3項に規定する公益事業については、原則として社会循祉法人会計基準を適

用することが合理的でないと偲められるものについては、一般に公正妥当と偲められ

る会計処理の基準を適用する。

3.第4条第3項に規定する収益事業については、第1項の規定に係らず、一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準を適用する。

（会計単位及び経理区分）

第4条本会の会計単位は、一般会計と特別会計とする。

2.一般会計は、法人運営事業及び定歎に記載された社会福祉事業を一括した会計とする。

3.特別会計は、定款に記載された公益事業、収益事業又は特段の定めにより特別会計と

することが求められている社会福祉事業について殺定する。

4.事業活動の内容を明らかにするために、それぞれの会計単位においては経理区分を設

け、収支計算を行わなければならない。

なお、事業活動の内容を明らかにするために必要がある場合、さらに経理区分を細分

化することができる。

5.前項までの規定に基づき、本会において設定する会計単位及び経理区分は次のとおり



にする。

( 1）一般会計

① 法人の運営及び経営管理事業

②企画・調査研究事業

③広報活動事業

④連絡調整及び助成事業

⑤ふれあいのまちづくり事業

⑥ ボランティアセンター事業

⑦－高齢者コミヰニティセンタ一事業

③社会福祉センター管理運営事業

⑨共同募金配分金事業

⑪福祉人材育成事業

⑪福祉サービス利用支援事業

⑫居宅介護等事業

⑬介護予防等事業

＠ 障害者自立支援等事業

⑬福祉資金貸付事業

（会計年度及び計算書案。

第5条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2.会計年度終了後2ヵ月以内に、次の計算書類を作成しなければならない。ただし、

第3条第2項、第3項に規定する会計処理の基準を適用する特別会計については、そ

れぞれの会計処理の基準に基づく計算書類を作成しなければならない。，

(1）資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表

(2）事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表

(3）貸借対照表

(4）財産目録

（会計責任者、出納責任者及て界会計職員）

第6条本会は、第2条に規定する経理事務（第1・0章に規定する f契約Jに関する事項

を除く）を行うため、会計責任者を置く。

2.経理事務のうち、金銭の出納及び保管に関する一切の事務を行うため、出納責任者

を置く。

3.会計責任者及び出納責任者は会長が任命する。

4.会計責任者は、第1項の事務に関する一切の責任を負い、出納責任者は会計責任者

に対し、第2項の事務について責任を負う。

5.経理事務を行うため、会計職員を置く。

6.会計責任者及び出納責任者は、会計職員を指導監督しなければならない。

第2章勘定科目及び帳簿



（記録及び計算）

第7条本会の会計は、その財政状態及び経営成績、並びに支払資金の収支状況を明らかに

するため、会計処理を行うにあたり、正規の帳簿の原則に従って、整然、かつ、明瞭

に記録し、計算しなければならない。

（勘定科目）

第8条勘定科目は、次のとおりとする。

(1）社会福祉法人会計基準を適用する会計単位及び経理区分については別表 1

(2）企業会計原則を適用する会計単位及び経理区分については会計処理の基準に示

す勘定科目

（会計伝票）

第9条すべての会計処理は、会計伝票により、処理しなければならない。

2.会計伝票は、鉦患に基づいて作成し、鉦懇は会計記録との関係を明らかにして墜理

保存する。

3.会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、単位、金額、相手方及び取引内容を

記搬する。

（会計帳簿）

第 10条 前条の会計伝票に基づき、次の会計帳簿を作成しなければならない。ただし、

補助簿については、必要に応じで段けることができる。

(1）主要簿

ア仕訳日記帳

イ総勘定元帳

(2）補助簿

ア現金出納帳

イ預金出納長

ウ有価鉦券台帳

エ未収金台帳

オ貸付金台帳

カ 固定資産管理台帳

キ未払金台帳

ク借入金台帳

ケ預り金台帳

（会計帳簿等の保存期間）

第 11条会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。

( 1）第5条第2項に規定する計算書類 永久

(2）会計伝票及び会計帳簿

(3）証懇書類

1 0年

1 0年



第3章予算

（予算の基準）

第12条本会は、毎会計年度、資金収支予算を作成する。ただし、第3条第2項、第3

項の特別会計において、資金収支計算の作成を求められていない場合は、事業活動

収支予算を作成することができる。

2.予算は経理区分ごとに編成し、収入支出の予算額は資金収支計算書の勘定科目ごと

に設定する。ただし、事業収支予算を作成する特別会計については、事業活動収支予

算書の勘定科目ごとに設定する。

（予算の事前作成）

第13条前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会の

議決を経、原則として評議員会の儀決を得なければならない。

（支出予算の流用）

第14条会計責任者は、予算の執行状況上必要があると認めた場合、会長の承認を得た

上で、経理区分内の勘定科目相互間において予算を流用することができる。ただ

し、勘定科目間流用に関し、特段の定めがある経理区分についてはこの限りでは

ない。

（予備費の計上）

第15条予測しがたい予算の不足に充用するため、支出予算に予備費を計上することが

できる。

（予備費の使用）

第16条会計責任者は、前条の予備費を使用する場合、あらかじめ会長の承認を得た上

で使用することができる。

（補正予算）

第17条会長は、予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある揚

合には、補正予算を作成し、理事会に提出してその議決を経、原則として評議員

会の議決を得なければならない。

第4輩出納

（金銭の範囲）

第18条 この規定において、金銭とは現金、預金、貯金をいう。

2.現金とは、通貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の

支払通知書等をいう。

（収入の手続）

第19条金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収入にかかる関係書類に基づいて行

フ。

2.出納責任者は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し領収書を発行する。



（収納した金銭の保管）

第20条 日々の金銭の収納は、これを直ちに支出に充てることなく、すみやかに金融機

関に預け入れなければならない。

（寄附金品の受入手続）

第21条 寄附金品を受け入れた場合には、寄附者、寄附金額及び寄附目的等を記載した

寄附申込書等の関係書類を整え、原則としてあらかじめ、会長の承認を受けなけ

ればならない。

（支出の手続）

第22条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支払にかかる関係書類に基づいて行

わなければならない。

2.会計責任者は、前項の書類を照合し、支払金額及び支払内容に鋲りがないことを確

かめた上で、金銭の支払を行わなければならない。

3.金銭の支払については、・筒求書と同ーの記名押印又は署名のある領収書を徴しなけ

ればならない。

4.前項の規定にかかわらず、金融機関からの預貯金口座振込、郵便払込により支払い

を行った場合で、とくに領収書の入手を必要としないと偲められるときは、振込また

は払込を証する書類によって領収書に代えることができる。

5.第3項、第4項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により領収書又は、鉦明書

を徴することができない場合には、その支払が正当であることを鉦明した、本会所定

の支払鉦明書によって領収書に代えることができる。

6.金銭の支払は、次の各号に掲げる場合を除き、原則として、金融機関の預貯金口座

振込、郵便払込によらなければならない。

(1) 1件1万円を超えない常用雑費の現金支払

(2）慣習上現金をもって支払うこととされている支払

（支払期的

第23条金銭の支払は、小口払及び随時支払うことが必要なものを除き、毎月末日まで

に発生した債務をまとめて翌月 20日に行う。

（小口現金）

第24条第22条第6項第1号及び第2号の規定による現金支出に充てるため、会計職

員に対して現金を前渡しし、当該職員の手許に小口現金を保管させることができる。

2.前項の小口現金は、定額資金前渡制度とし 10万円を保管限度額とする。

3.小口現金は、毎月末日及び不足の都度、清算しなければならない。

（概算払）

第25条性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、第22条第1項の

規定にかかわらず概算払いを行うことができる。

2.概算払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。

( 1）旅費

(2）その他の会計責任者が特に必要と認めた経費



3.概算払いは、金額が確定され次第、速やかに清算しなければならない。

（金銭・預貯金の確認）

第26条会計責任者は、入出金のあった日の金銭残高を金銭残高金種別表に記入し、当

日の帳簿残高と照合しなければならない。

2~ 会計責任者は、預貯金について、毎月末日における取引金融機関の残高と帳簿残高

を照合しなければならない。

3.会計責任者は、第1項第2項の確認の結果、差異がある場合には、遅滞なく適切な

措置をとらなければならない。

（金銭過不足）

第27条現金に過不足が生じたとき、会計職員は、すみやかに原因を鯛査したうえ遅滞

なく会計責任者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

第5章財務

（金融機関との取引）

第28条本会が金融機関との取引を開始し、又は終了しようとするときは、会長の承認

を得なければならない。

2.金融機関との取引は、会長名をもって行う。

3.会長は、金融機関との取引に使用する印鑑を保管する。

4.前項の規定にかかわらず、会長は、実務上必要と判断した場合には、次の業務を担

当しない出納責任者を金融機関との取引に使用する印鑑の保管責任者とすることが

できる。

( 1)現金預貯金（小口現金を含む）の出納記帳

(2）預貯金の通帳及び証書の保管管理

(3）現金（小口現金を含む）の保管管理

（資金の借入）

第29条毎会計年度の業務執行に当たり、必要がある場合には、理事会の議決を得た上

で会長の承認により、・資金の短期借入を行うことができる。

2・.資金の長期借入は、理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を得た予算の範

囲内において、会長の承偲により行うことができる。

3.借入金の借入先は、公的金融機関、銀行又はこれに準ずるものでなければならない。

（資金の繰餐使用）

第30条各会計単位閑又は各経理区分間において、経理上必要がある場合、会長の承認

を得た上で、資金の一時繰替使用をすることができる。（繰替使用を認められていな

い資金については除く。）

ただし、繰替えて使用した資金については、原則として、当該年度内に補てんし

なければならない。

（資金の運用等）



第31条 余裕資金の運用及び特定の目的のために行う資金の積立ては、安全確実な方法

によって行わなければならない。

2.会計責任者は、毎月末日に資金残高（余裕資金及び積立預金を含む）の内容を会長

に報告しなければならない。

（有価証券の評価及び管理）

第32条会計責任者は、経理区分毎に、有価証券の時価と帳簿価格の比較表を作成し，会

長に報告しなければならない。

2.有価証券の評価は、個別原価法によって行う。

第6章資産・負債の管理

（債券債務の残高磁認）

第33条 会計責任者は、毎月末日における総勘定元帳残高について関係帳簿と照合し、

記録の正確性及び内訳の妥当性を確認しなければならない。

なお、必要がある場合には、取引の相手先に対し、残高の確認を行わなければ

ならない。

2.会計責任者は、前項の確認の結果、相手先の残高との聞に原因不明の差額があるこ

とが判明した場合には、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。

（入金日及て妓払期日の管理）

第34条会計責任者は、毎月、期日通りの回収又は支払が行われていることを確認し、

期日どおりに履行されていないものがある場合には、遅滞なく、適切な措置をとら

なければならない。

（債権の免除等）

第35条本会の債権は、その全部もしくは一部を免除し、又はその契約条件を変更する

ことはできない。ただし、法人運営に盛大な影響があるものを除いて、会長が本会

に有利であると認めるとき、その他やむを得ない特別の理由があると認めたときは

この限りでない。

（徴収不能引当金）

第36条徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴

収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。

（棚卸資産の範囲、評価及び管理）

第37条棚卸資産とは、以下に定める資産をいう。棚卸資産のついては、受入払出量を

継続的に記録し、その在庫量を明瞭にしておかなければならない。

2.棚卸資産の現物管理は、会計責任者が行う。

3.会計責任者は、棚卸資産について毎会計年度末、実地棚卸を行い、帳簿残高と照合

しなければならない。

4.棚卸資産の評価方法は、個別原価法とする。

（賞与引当金）



第 38条本会は、職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を

見積り、賞与引当金として計上することができる。

（退職給与引当金）

第39条本会は、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属す

る金額を退職給与引当金に計上する。

2.前項の退職給与引当金の額は、当該会計年度末に在籍する全職員が自己都合により

退職したと仮定した場合の退職金要支給額のうちの本会負担額とする。

第7章固定資産の管理

（固定資産の範囲）

第40条 固定資産とは、以下に定める資産をいい、．基本財産とその他の固定資産に分類

する。

(1）基本財産

ア基本財産特定預金

イ建 物

ウ建物附属般備

エ土 地

(2）その他の固定資産

ア建物
イ 建物附属般備

ウ構 築物

エ機械及び装置

オ車両運搬具

カ器具及び備品

キ土地

ク建設仮勘定

ケ権利

コ ジフトウェア

サ公益事業会計元入金

シ収益事業会計元入金

ス投資有価証券

セ長期貸付金

ソ長期預け金

タ 退職共済預け金

チ退職共済積立預金

ツ その他の固定資産

（取得価額）



第41条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

( 1）購入したものは、購入価格及び付帯経費

(2）製作又は建設したものは、直接原価及び付帯経費

(3）無償又は著しく低い価額（概ね通常の取得価額の50%以下の価額）で取得し、

たものは、取得のために通常要する価額

(4）交換によるものは、交換提供物の帳簿価額

（建段仮勘定）

第42条有形固定資産のうち、建段未了のため取得価額が確定しないものについては、

建設仮勘定をもって処理し、建設完了後文は使用開始時に当骸固定資産科目に援り

替える処理を行う。

（改良と修繕）

第43条 固定資産の価値の構加、又は耐周年数を延長するために要した支出は、これを

その固定資産の帳簿価額に加算する。

2.固定資産の現状を維持し、原能力を回復するために要した支出は、修繕費とする。

（現物管理）

第44条固定資産の現物管理は‘会計責任者が行う。

2.会計責任者は、固定資産管理台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動について所

要の記帳整理をしなければならない。

（取得・処分の制限等）

第45条基本財産である固定資産の取得及び第43条第1項に規定する支出並びにこれ

らの処分については、あらかじめ理事会の議決を経、原則として評議会の議決を得

なければならない。

2. 基本財産以外の固定資産の取得及び第4.3条第1項に規定する支出並びにこれ

らの処分については、あらかじめ会長の承認を得なければならない。ただし、法人運

営に屋大な影響があるものについては、理事会の議決を経、原則として解儀員会の簸

決を得なければならない。

3.固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、穣り渡し、交換し、又は他に使

用させてはならない。ただし、会長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

（現在高報告）

第46条会計責任者は、毎会計年度末現在における固定資産の保管現在高及び貸出中の

ものについてはその貸出状況を、固定資産管理台帳に基づき、調査、確認し、固定

資産管理台帳に必要な記録の修正を行うとともに、その結果を会長に報告しなけれ

ばならない。

2.会計責任者は、前項の報告に基づき、固定資産管理台帳に必要な記録の修正を行う

とともに、その結果を会長に報告しなければならない。

（減価償却）

第47条 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの（以下、「減

価償却資産Jという。）については、毎会計年度減価償却を行う。



2.減価償却の方法は、定額法とする。

3.減価償却資産の耐周年数は、 f減価償却資産の耐周年数に関する省令J（昭和40年

3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。

4.減価償却資産の評価額は取得価額とする。また、残存価額は、次のとおりとする。

( 1）平成19年 3月 31日以前に取得した有形減価償却資産

有形減価償却資産について償却計算を実施するための残存価額は、取得価額の 1

0%とする。耐周年数到来時においても使用し続けている有形減価償却資産につい

ては、さらに備忘価額（1円）まで償却を行う。

(2）平成19年4月 1日以降に取得した有形減価償却資産

有形減価償却資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累

計額が当該資産の取得価額から備忘価額（ 1円）を控除した金額に遣するまで償却

する。

(3）無形減価償却資産

無形減価償却資産については、当初より残存価額をゼロとする。

第8章決算

（月次報告）

第48条会計責任者は、毎月末日における月次報告書を作成し、翌月 20日までに会長

に報告しなければならない。

・2.前項の月次報告書は、次のとおりとする。

(1）月次資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表

(2）月次事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表

（~）月次貸借対照表

（決算整理事項）

第49条年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項について決

算整理を行う。

(1）予算の執行状況の確認

(2）資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認

(3）会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認

(4）減価償却費の計上

(5）引当金の繰入れ及び戻入れ

(6）純資産の残高の確認

ア 基本金の組み入れ及び取崩し

イ 基金の組み入れ及び取崩し

ウ 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し

エ その他の積立金の積立て及び取崩し

オ元入金の組み入れ



(7）上記（ 1）から（6）に基づいて必要な会計伝票の起票

2.決算を正確に行い、決算数値の根拠を明らかにしておくために、次の明細表を作成

する。

ア借入金明細表

イ 寄附金収入明細表

ウ補助金収入明細表

エ基本金明細表

オ国庫補助金等特別積立金明細表

カ 固定資産猶減明細表

キ固定資産集計表

ク 引当金明細表

ケその他必要な明細表

（計算書類の作成及て鳩定）

第5.0条会計責任者は、第5条第2項に規定する計算書類を作成し、会長に提出しなけ

ればならない。

2.会長は、前項の書類を点検し、監事の監査を受けた後、監査報告書を添えて理事会

に提出しなければならない。

3.計算書類は、理事会の議決を経、原則として評議員会の穏決を得なければならない。

第 9寧会計監査

（内部監査）

第51条会長は、内部会計監査担当者を選任し、関係法令及びこの経理規程に基づいて

適正妥当な会計処理がなされたかどうかを監査させ、その結果を報告させることが

できる。

（外部監査）

第52条会計の透明性をより高めるために、外部の会計専門家に対し、外部監査を依頼

することができる。

2.外部監査を依頼した場合には、その監査報告書を計算書類に添付する。

第10掌契約

（契約機関）

第53条契約は、会長又はその委任を受けた者（以下、 f契約担当者j という。）でなけ

ればこれをすることができない。

（一般競争契約）

第54条契約担当者は、売買、賃貸借、錆負その他の契約をする場合には、あらかじめ、

契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所



及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加するものに必要な資格に関する事

項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争に

付さなければならない。

（指名競争契約）

第55条合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認

められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札に

よることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。

( 1）契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合

(2）契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必

要がないと認められる程度に少数であるである場合

(3）一般競争入札に付することが不利と認められる場合

2.前項の規定にかかわらず、 f地方公共団体の物品等文は特定役務の調達手続の特例を

定める政令J（平成7年政令第372号）第3条第1項に規定する自治大臣が定める

区分により、自治大臣が定める額以上の契約については、一般競争に付さな3すればな

らない。

（随意契約）

第56条合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと偲められる場合に

－おいては、随意契約によるものとする。なおJ随意契約によることができる合理的

な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1）売買、賃貸借、誇負その他の契約でその予定額が下表に掲げられた契約の種類

に応じ定められた額を超えない場合

(2）契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合

(3.）緊急の必要により競争入札に付することができない場合

(4）競争入札に付することが不利と偲められる場合

(5）時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合

(6）競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合

(7）落札者が契約を締結しない場合

2.前項第（6）号の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競

争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。

3.第1項第（7）号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを

行うものとし、かっ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を

変更することはできない。

契約の種類

1工事又は製造の精負

2食料品・物品等の買い入れ

3前各号に掲げるもの以外

（契約書の作成）

金額

250万円

1 6 0万円

1 0 0万円

第57条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随時契約の相手方を決



定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金

額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。ただし、契約の性質又は目的により当該のない事項については、

この限りでない。

(1）契約履行の場所

(2）契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(3）監査及び検査

(4）履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害

金

(5）危険負担

(6）かし担保責任

(7）契約に関する紛争の解決方法

(8）その他必要な事項

2.前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方と

ともに契約書に記名押印しなければならない。

（契約書Fの作成を省略することができる場合）

第58条前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略すること

ができる。

( 1）指名競争又は随時契約で契約金額が 10 0万円を超えない契約をするとき。

(2）せり売りに付するとき

(3）物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取ると

き

(4) (1)及び（3）に規定する場合のほか、随時契約による場合に．おいて会長が契

約書を作成する必要がないと認めるとき

(5）第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約

を除き、契約の適正な履行を確保するため、積書その他のこれに準ずる書面を徴

するものとする。

第 11章補則

（税務の範囲と申告納付）

第59条本章において税務とは、本会の税金の申告及び納付に関する業務をいう。

2.会計責任者は、各税法の規定に従い、その申告の要否を判断し、申告の必要が

ある場合には税務申告書を作成し、所定の期日までに所轄官庁に申告・納付しな

ければならない。

（資産総額の登記）

第60条会長は、決算書類を作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を経、原則とし

て評議員会の議決を受けた後、遅滞なく資産の総額の笠記を行う。



（計算書類の開示）

第61条会長は、第50条第3項の議決を受けた計算書類と事業報告書を f社協だよりJ

「事務所での閲覧Jにより開示する。

（収支計算書の提出）

第62条会長は、第50条第3項の議決を受けた計算書類のうち、資金収支計算書の収

入金額が租税特別措置法第68条の6に規定する金額を超えた場合には、所定の期

日までに所轄税務署長に対し資金収支計算書を提出する。

（規定の改廃）

第63条 この規定の改廃は、会長の上申に基づき、理事会の同意を得て行う。

／、

附 則

1 この規定を実施するため必要な事項については、細則で定める。

2 この規定は、平成13年4月1日から実施する。

附則

この規程は、平成 17年4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成~2年 1 0月 1日から施行する。
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（趣旨）

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

事務決裁規程

第1条 この規程は、社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下 f本会j という）において、会長

の権限に属する事務の処理について決裁者の責任の範囲を明確にし、適正かっ能率的な執行を期

するために必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。
( 1）決裁会長がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2）専決会長の権限に属する事務を会長に代わって決裁することをいう。

(3）代決会長または専決権限を有する者（以下 f決裁権者Jという）が決裁すべき事項を

この規程に定めるところにより一時当該決裁権者に代わって決裁する。

(4）不在決裁権者が出張、病気、休暇、その他の事由により決裁することのできない状態

をいう。

（決裁事項と専決事事。

第3条会長の決裁事項ならびに常務理事、事業担当理事、事務局長、支所長の専決事項は、下記
のとおりとする。

2 会長の決裁事項

(1）基本方針及び重要な事業計画・実施に関すること。

(2）理事会及び評議員会の招集と議案に関すること。

(3）定款、規則及び規程等の制定ならびに改廃に関すること。

(4）予算及び決算に関すること。

(5）職員の任免、分限、賞罰及び給与に関すること。
(6）表彰に関すること。

(7）寄付金の収受に関すること。
(8）役員の出張に関すること。

(9）常務理事及び事業担当理事の公務出張命令、勤務及び休暇に関すること。
(10）委託契約及びその変更に関すること。

(11）.特に重要な通知、申筒、照会、回答、路問、届出、報告に関すること。

(12) 1件10 0万円以上300万円未満の支出に関すること。

(13）その他、特に重要と認められる事項。

3 常務理事の専決事項

( 1）事務局長及び事務局次長の諸願届の許可等に関すること。

(2）事務局長及び事務局次長の公務出張命令に関すること。

(3）事務局長及び事務局次長を除く職員の8日以上の公務出張命令に関すること。

(4）事務局長及び事務局次長の勤務及び休暇に関すること。

. ( 5）一件30万円以上 10 0万円未満の支出に関すること。（但し、定款第2条第7号から 12 

号に掲げる事業に関わる支出を除く）

4 事業担当理事の専決事項

( 1）定款第2条第7号から 12号に掲げる事業に関わる、一件30万円以上10 0万円未
満の支出に関すること。（但し、常務理事に合議しなければならない。）

5 事務局長の専決事項

( 1）職員の7日以内の公務旅行命令に関すること。

(2）職員の勤務及び休暇（療養休暇、産前産後の休暇及び育児休暇を除く）に関すること。

(3）職員の事務分隼に関すること。

(4）職員の扶養手当、住宅手当及び通勤手当等の認定に関すること。

(5）収入に関すること。



-
( 6) 3 0万円未満の支出に関すること。

(7）簡易な通知、申請、届出、報告、副申、諸証明、照会及び回答に関すること。

(8）その他、事務局の事務に関すること。

6 支所長の専決事項

(1）支所の職員の勤務及び休暇（療養休暇、産前産後の休暇及び育児休暇を除く）、その他服務
に関すること。

(2）支所の職員の市内出張及び近隣市町村への出張に関すること。

(3）支所で扱う小口現金の管理に関すること。
（専決の制限）

第4条前条の規程にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、会長の決裁を受けなければならない。
( 1）特に重要であると認められる事項。

(2）取扱上異例に属し、または重要な先例になると認められる事項。

(3）疑義もしくは重大な紛議があるとき、または将来その原因になる恐れがあると認められ事
項。

（報告に

第5条専決権者は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認められるものについ

ては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
（代決）

第6条会長が不在のときは、常務理事及び事業担当理事（定款第2条第7号から 12号に掲げる

事業に関わる支出に限る）がその事務を代決する。

2 会長、常務理事及て芥事業担当理事ともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長が専決する事務について、事務局長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

（後閲）
第7条代決した事項は、代決者において直ちに後関の手続きまたは、報告をしなければならない。

ただし、軽易おものはこの限りでない。

（その他）

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成9年 10月 1日から施行する。

附則

この規程は、平成 13年4月 1日から施行する。

附則
この規程は、平成 18年 2月20日から施行する。

附則
この規程は、平成 20年 5月ト日から施行する。



役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

（目的）

第1条 この規程は、社会福祉法人延岡市社会福祉協議会の理事、監事、評議員及び

顧問（以下「役員等Jという。）に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方

法について必要な事項を定めるものとする。

（報酬の額）

第2条報酬を支給する役員等及び報酬の額は、次のとおりとする。

( 1）会長については、月額60' 0 0 0円を支給する。

(2）常務理事及び事業担当理事に支給する報酬については、理事会の審議を経て

定める。ただし、常務理事及び事業担当理事が事務局長を兼ねる場合は、職員

給与規程に準じて支給する。

（報酬の支給方法）

第3条報酬は役員等の職に就いた当月分から支給する。

2 月の途中において役員等の職に就いたとき、またはその職を離れたときの当月分

の報酬は、前項の規定にかかわらず、在職日数に応じて日割計算により支給する。

3 報酬の支給日については、職員給与規程の例による。

（費用弁償）

第4条役員等が、理事会、評議員会及び監査並びに会長が認めた会議及び行事に出

席したときには、別表に定めるところにより費用弁償を支給する。

2 第2条の規定により報酬を支給される役員等には、前項の規定による費用弁償は

支給しない。

3 役員等が、その職務のため市外出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

4 前項の規定により支給する旅費の額は、旅費規程の例による。

附則

1 この規程は、平成22年 10月1日から施行する。

2 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会役員等の報酬規程（平成8年6月 1日）は廃

止する。

別表（第4条関係）
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宮社福第 648-2号

平成25年7月 10日

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

会長佐藤勇夫

宮崎県市町村社協連絡協議会

会長小野和浩

（公印略）

「宮崎県における『社協・生活支援活動強化方針』の実現に向けた当面

の活動方針Jの送付について

本会事業の推進につきましては、日ごろから御理解と御協力をいただき感謝申し上

げます。

さて、本会では宮崎県市町村社協連絡協議会との協働で、別添のとおり「宮崎県に

おける『社協・生活支援活動強化方針』の実現に向けた当面の活動方針Jを策定しま

した。本方針は、本県における市町村社協の総合相談・生活支援等の仕組みづくりや

本会の市町村社協に対する支援の方向性についてとりまとめたものです。

つきましては、下記のとおり送付しますので、御高覧いただきますようお願いしま

す。

なお、市町村社協が生活支援活動に取り組む上では、各市町村行政との協働関係の

強化がますます重要となりますので、貴市町村におかれましては、当該市町村社協活

動への御支援をいただきますようよろしくお願いします。

記

1 送付内容

(1）宮崎県における「社協・生活支援活動強化方針Jの実現に向けた当面の活動

方針

(2）同概要版

2 問い合わせ先

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 地域・ボランティア課（担当：蔵重）

干8・80-8515 宮崎市原町2ー22 県福祉総合センタ一本館 1階

TEL : 0 9 8 5 -2 5 -0 5 3 9 FAX : 0 9 8 5 -3 1 -6 5 7 5 



宮崎県における「社協・生活支援活動強化方針Jの実現に向けた

当面の活動方針

〈概要〉
平成25年6月13日

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

宮崎県市町村社協連絡協議会

11 はじめに｜

0 平成24年 10月29日、全国社会福祉協議会・地域福祉推進委員会が地域に

おける深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けたこれからの社協活動の方向性を

「社協・生活支援活動強化方針J（以下「強化方針Jという。）として発表。

0 平成25年1月25日、厚生労働省「社会保障審議会生活困窮者の生活支援の

在り方に関する特別部会J（以下「特別部会Jという。）が生活困窮者支援のため

の新たな制度創設や生活保護制度の見直しに関する方向性を報告書として発表。

生活困窮者支援においては社協や社会福祉法人にも大きな期待。

0 「当面の活動方針Jは、国や全社協の動向を踏まえ、本県における市町村社協

の総合相談・生活支援等の仕組みづくりや県社協の市町村社協に対する支援の方

向性についてとりまとめたもの。

12 私たち県民が直面している生活課圃

0 本県は少子高齢化の進展で人口減少社会ヘ突入。核家族化等により単身世帯が

増加し、家族や近隣関係のつながりが希薄化する中で、制度のセーフテイネット

から漏れ、社会的に孤立した状況で地域には様々な生活課題が出現。

0 県民が直面している生活課題には、①孤立死、②自殺、③経済的困窮、④ひき

こもり・不登校、⑤俳個死・不明者、⑥高齢者虐待、⑦児童虐待、⑧障がい者の

地域生活移行、⑨消費者被害、⑩災害時要援護者、⑪時々、ちょっとしたことの

手助けに困る人々、⑫軽度者や一時的な要支援者、⑬複合的な問題のある家庭、

等の問題がある。

0 今後、市町村社協においては、住民の生活上で何か困ったことが起きたときに

身近な地域で必要なサービスが受けられ、住民等による助け合いや支え合い活動

が総合的に行われる生活支援の仕組みづくりの強化が必要o

13 「市区町村社協経営指針Jと『強化方針」の関係｜

0 市区町村社協の使命は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心

して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進すること。

0 経営理念は、①住民参加・協働による福祉社会の実現、②地域における利用者

本位の福祉サービスの実現、③地域に根ざした総合的な支援体制の実現、④地域

の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦、を掲げる。

0 強化方針は市区町村社協経営指針の具体化を図る事業や活動の方向性である

とともに、市町村社協はその使命の実現に向けた不断の取組が求められている。



14 『新たな生活困窮者支援対策Jと「強化方針Jl 
( 1 ）生活困窮者支援対策と生活保護の一体的な見直し

0 わが国では、現状で生活保護受給者が約2,6万人を超え、とりわけ稼働年齢

層が増加。また、非正規雇用労働者や年収200万円以下の世帯も増加し、生活

困窮に至るリスクの高い層が増加。生活保護受給世帯のうち、約25%の世帯主

の出身した世帯も生活保護を受給しているという、いわゆる「貧困の連鎖Jも生

じている。

0 国は生活困窮者の自立を促進する観点から、住宅手当緊急特別措置事業や生活

福祉資金総合支援資金の貸付、地方自治体とハローワークが一体となった就労支

援等の措置を実施しているが、現状ではいわゆる「第2のセーフテイネットJが

十分に整備されていない状況。

0 厚生労働省は、特別部会報告書を踏まえ、新たな法律案を平成25年の通常国

会に提出するとともに、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施し、そこから

得られる課題等を抽出し、平成27年度からの施行をめざしている。

0 報告書は市町村社協や社会福祉法人等に対し、生活困窮者に対する相談支援事

業、家計相談支援事業、就労促進支援事業（特に中間的就労）等の役割を期待

(2）生活困窮者自立促進支援モデル事業

0 国は平成25年予算で「生活困窮者自立促進支援モデル事業J（以下「モデル事

業Jという。）の実施のために約30億円を確保。モデル事業は、実施主体を地方

自治体（指定都市、中核市、市区町村（福祉事務所設置）、民間団体に委託可能）

とし、①生活困窮者の自立に関する相談支援事業、②就労促進のための支援事業

（就労準備支援事業、中間的就労の推進）、③家計相談支援事業、④その他地域の

実情に応じた事業、を実施。

O 全社協は、モデル事業の実施は強化方針の具体化であり、この取組の成果が今

後の社協の評価を決定づけるといっても過言でないとし、本県でもモデル事業対

象市町村における市町村社協の取組が望まれる。

15 「強化方針Jの実現を図るための視劇

0 現在、地域には「失業者J「高齢者」「子どもj「障がい者Jなどといった領域で

支援の対象者を分けた相談支援機関が存在。しかしながら、その機関が定める対

象者に該当しない場合や、支援を必要とする人が複数の課題を抱えていた場合、

一つの機関ではそのうちの一部にしか対応できず問題解決に至らないことが多い。

0 一方、市町村社協はあらゆる生活課題を受け止める総合相談や心配ごと相談、

生活福祉資金や日常生活自立支援事業などの生活困窮者や判断能力が不十分な

人々等への支援に取り組むととともに、住民参加による見守り・支援活動の仕組

みづくり等に取り組んできた強みがある。

0 市町村社協は、分野や領域にとらわれず、分野ごとの専門職が取り組むことが

難しい、①包括的・個別的な支援、②地域の生活支援の仕組みづくり、③地域で

2 



解決で、きない問題を解決する仕組みづくり、の3つの視点に立った果敢な事業展

開が必要。

f6本県における当面の活動方副

0 市町村社協が強化方針を実現するためには、「事業中心Jから「問題解決の仕組

みづくり中心Jとした取組への転換が必要。

0 市町村社協における今後の取組の方向性は、以下のとおり。

①総合相談・支援体制の整備

②住民の福祉活動の基盤整備

③行政とのパートナーシップ

( 1 ）総合相談・支援体制の整備

（総合相設体制の強化〉

0 生活上のどんな問題でも拒否せず、いつでも相談を受けられるように、曜日を

限らず来所による常設の相談窓口（一般相談）の設置が必要。また、法律、保健・

医療、介護、教育、心理、財産等の専門的な相談は、他機関と連携して専門相談

を実施するか、他の相談機関につなぎ連携していく等の対応を行う。相談窓口へ

の来所が困難な場合は、電話・電子メール・ FA X・訪問相談を実施。

〈包括的な相談・支援体制の強化＝多職種協働によるチームアプローチ）

0 社協の内部連携による情報共有やケース会議を開催する等の改善を行うほか、

必要に応じて行政、地域包括支援センタ一、サービス提供事業者、ハローワーク

等の関係機関の担当者や民生委員・児童委員等と連携したケース会議、あるいは

既存の合議体を活用した支援内容の検討を行う取組の強化が必要。

0 特に生活困窮者の場合は、経済的な問題をはじめ、家族や健康・心の問題を抱

え、孤立しがちであり、その多くが複数の課題を抱えているため、「総合相談機能j

や「生活困窮者をいち早く見つけ、ワンストップで切れ目のない支援Jが重要。

0 市町村社協は相談支援の中立性に留意しながら、関係機関との十分な連携を図

るとともに、地域のインフォーマルな資源を開発し、地域ネットワークを強化す

る役割の強化が必要。

（広報活動・情報提供の強化）

0 社協の存在や福祉サービスは必ずしも住民には知られていないため、総合相談

事業や福祉サービスなどを広報誌や冊子、チラシ、ホームページ等で積極的に広

報することが必要。

0 情報提供は、民生委員・児童委員や福祉協力員、住民の日ごろの活動を通じて

行ったり、・住民に身近な地区社協や自治公民館などで情報を入手できるような取

組や、市町村社協職員が地区社協や自治公民館等に出向く中で行うことも有効な

方法。

3 



（アウトリーチによる生活課題の発見と対応）

0 社会的に孤立し、深刻な生活課題を抱える人々は、一般的に情報から疎外され

ている場合が多いため、待ちの姿勢ではなくアウトリーチを含めた対応が必要。

ただ多くの場合、近隣住民や自治会、民生委員・児童委員など身近な地域の人々

がその状況に気づく。

0 まずは、民生委員・児童委員等の地域関係者や行政、各種相談支援機関、社会

福祉施設・福祉サービス事業者等の関係機関のネットワークによる発見、把握に

努め、そこから市町村社協に連絡が入るようなルートをつくることが必要。

0 県社協は、孤立死や虐待等の未然防止を図る観点から、平成25年度から県域 ！ 
をエリアとしている電気・ガス・水道のライフライン事業者、新聞販売店、宅配 I 
業者などの民間事業者の協力を得て、「みやざき地域見守り応援隊事業j （仮称）

の協定締結をすすめ、訪問先の生活の異変を感じた場合に市町村や市町村社協等

に通報し、適切な支援につなぐ仕組みを導入予定。

0 当面は、モデル地区による取組や地区担当制（中学校区等の生活圏域）の導入

をすすめ、社協職員自らが積極的に要援護者を発見し、個別支援に関する取組の

強化を行うことが必要。

0 実践例を蓄積し、市町村に対する予算要望を行い、生活圏域（概ね中学校区）

ごとに地域生活支援ワー力一（地域福祉コーディネータ一等）や生活支援員等を

配置する取組が重要。

（地域福祉ネットワーク会議（仮称〉の設置）

0 住民の身近な生活圏域（小学校や中学校の単位）に地域内の相談支援機関（行

政、地域包括支援センタ一、福祉施設、 Np O団体、民生委員・児童委員等）や

地区社協等に呼びかけて、地域の生活課題を共有し、相互の支援内容と連携につ

いての理解を深め、協働していく場（プラットホーム）づくりが必要。

0 とりわけ、制度の狭間にある個別ケースの支援は、それぞれが互いに協力し合

う関係づくりが必要。そのことを通じて要援護者に対する新たな福祉サービスの

開発等にもつなげられる。

（経済的困窮者、判断能力が不十分な人、子ども・若者、稼働年齢世代への「寄り添 l 
い型J支援〉

＜経済的困窮者に対する支援＞

0 今後の生活困窮者支援においても生活福祉資金貸付事業を中心にその役割を果

たしていくことが重要。

0 また、単に貸付を行い、一時的に経済的困窮状態の解消を図るのみではなく、

家計収支全体の改善等を行い、生活再建につなげるための現在国において制度導

入が検討されている「家計相談支援事業Jの実施に向けた取組が必要。
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＜判断能力が不十分な人への支援＞

0 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人々に対

する日常生活自立支援事業による寄り添い型の個別支援を引き続き実施。

0 一方、本県においても成年後見制度の体制整備が課題となっており、行政と連

携した体制整備が必要。

＜子ども・若者への支援＞

0 ニート、ひきこもり、いじめ、不登校、中退、基礎学力未習熟、発達障がいな

ど子ども・若者の問題を抱える問題については、当事者団体や宮崎県子ども・若

者総合相談センタ一等と連携した支援活動の展開が必要。

0 経済的な問題を抱える子どもの学習支援のニーズについては、福祉事務所や学

校、教育委員会との協議を通じて、大学生などのボランティアによる支援の方法

も考えられる。

＜稼働年齢世代の生活困窮者への支援＞

0 モデル事業を活用し、必須事業である「自立相談支援事業Jを中心に取り組む

ことが重要。その上で、既存の職業紹介や求職者支援制度の対象となりにくく、

直ちには一般就労することが難しい人のための「就労準備支援事業Jや、一般就

労に就くことが難しい人の簡易な就労の場である「中間的就労の推進事業J、「家

計相談支援事業J等について、行政や社会福祉法人等関係機関との連携を図りな

がら、市町村における事業実施の環境を段階的に整えていく体制づくりが重要。

(2）住民の福祉活動の基盤整備

（地域福祉推進基礎組織の設置促進）

0 住民の福祉活動が活発に行われている地域では、地域福祉推進基礎組織（地区

社協、校区福祉委員会、自治会福祉部等、以下「基礎組織」という。）の存在が見

られる。

0 基礎組織は、現在市町村社協の約4割が設置しておらず、今後、地域の実情に

応じた設置促進が必要。

0 住民が積極的に福祉活動を続けるためには、「拠点Jとなる場所（自治公民館等）

の確保が必要。

〈災害を切り口とした取組）

0 地域社会の弱体化が進む中、南海卜ラフ巨大地震などの自然災害や犯罪、事故

をどのように防ぐかは住民の最大の関心事。

0 市町村社協が災害時要援護者対策に取り組むことを通じて、地域における良好

な関係をつくり、その枠組みにとらわれない住民の福祉活動やまちづくりの活動

まで広げていくことが重要。
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（基礎組織を基盤とした住民の福祉活動の仕組みづくり）

0 住民の福祉活動の拠点となる場所に、住民が気軽に相談し、地域の生活課題を

より集積できる「福祉なんでも相談Jを設けるほか、見守り、買い物、移送、電

球の交換、ゴミ出し等の生活支援やふれあいいきいきサロン、コミュニティカフ

ェといった住民の居場所づくりが必要。

0 基礎組織を中心に、困っている人の生活支援を検討する「小地域ケア会議Jの

開催や新たな福祉サービスの開発につなぐことが必要。

0 安定的かつ継続的な地域福祉活動には、活動の核となる人材が必要。 PT Aや

青少年団体など、福祉に限らず他の様々な分野に見いだしたり、子育て家庭など

の若い世代への働きかけも重要。

(3）行政とのパートナーシップ

（地域福祉計画・地域福祉活動計画の一体的な策定・見直しの推進〉

0 宮崎県地域福祉支援計画では、平成27年度までに全市町村での地域福祉計画

の策定を目指しており、市町村社協においても地域福祉活動計画の一体的な策

定・見直しが必要。

0 計画の策定・見直しでは、住民が地域福祉活動に参画する仕組み、住民の福祉

活動への支援、地域福祉活動における圏域の設定、個人情報の取扱いのルール化、

地域生活支援ワー力一（地域福祉コーディネータ一等）等の配置など具体的に盛

り込むことが必要。生活困窮者自立支援法（案）（平成27年度施行予定）では福

祉事務所設置自治体における自立相談支援事業（必須事業）等の実施に向けた取

組も重要。

0 計画の進行管理と評価も今後の課題。

（地域福祉財源の確保〉

0 市町村は地域福祉推進のために必要な財源を確保すべき。市町村社協において

も具体的な事業や活動を展開する中で公的な財源や民間財源の確保が必要。

0 特に、これからの事業展開にあたっては、社協の運営基盤に関する予算をはじ

め、住民の福祉活動の支援や拠点整備、地域生活支援ワ一力一（地域福祉コーデ

ィネータ一等）等の配置、生活困窮者自立支援法（案）における自立相談支援事

業等の事業、日常生活自立支援事業や成年後見制度等の権利擁護の体制整備等に

伴う予算確保が重要。

r1 県社協における市町村社協への支銅

（地域福祉推進と総合相談・支援体制づくりの支援〉

0 県社協は、総合相談・生活支援体制の仕組みづくり等、市町村社協の事業展開

を支援するため、当面、以下の事業を重点的に実施。

①「みやざき地域見守り応援隊J事業（仮称）

②住民と協働して進める小地域福祉活動基盤整備事業
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③地域福祉コーテ、イネーター養成事業

④市町村ボランティアセンタ一支援事業

⑤市町村ボランティアセンター活動強化モデル事業

⑥福祉教育推進事業

⑦社協・生活支援活動強化研修会（仮称）の開催や市町村社協職員の研修派遣

③地域福祉計画・地域福祉活動計画策定支援研修会

⑨地域福祉推進フォーラム

⑩市町村社協個別巡回相談支援事業

0 生活福祉資金貸付事業は償還指導を強化し、市町村社協における相談援助技術

の向上や家計相談支援事業の実施に向けた取組を支援。また、生活福祉資金の担

当者と福祉人材センターの担当者が連携し、借受者の生活再建、就労支援に取り

組むことも検討。

0 日常生活自立支援事業は、事業運営が持続的・安定的に行えるよう利用者範囲

の見直しゃ事業運営費の確保、事業推進マニュアルの改訂等を行う。

0 高齢者や障がい者の権利擁護の体制整備については、市町村社協における法人

後見等の取組を支援する研修を実施し、権利擁護の体制整備に努める。

0 地域包括支援ネットワーク構築においては、地域ケア会議に対する助言等を行

う広域支援員を配置し、弁護士、社会福祉士、 P丁、 OT等の専門職を市町村の

地域ケア会議等ヘ派遣するほか、地域包括支援センター職員の総合相談等の能力

向上を支援するための研修等を実施。

0 障がい者の虐待防止については、県障がい者権利擁護センターによる虐待に関

する相談や使用者からの虐待の通報・届出の受理、関係機関への橋渡し等を実施。

0 本方針の取組にあたっては、とりわけ、社会的孤立と孤立等から生じる生活困

窮の課題への対応を強めるため、県民生委員児童委員協議会や県社会福祉法人経

営者協議会など種別協議会等と連携し、地域での相談支援活動や中間的就労の推

進など、市町村段階での取組を支援。

0 市町村社協における取組の成果や課題を蓄積し、市町村社協に対する提案や、

県等に対する政策提言・予算要望活動など積極的なソーシャルアクションを実施。
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l晶画晶画岨組出歯歯髄歯韻幽幽畠幽届極晶極通画幽晶畠越国l
13「市区町村社協経営指針Jと「強化方針」の関係 114新たな生活困窮者支援対策と強化方針ミ｜1＇はじめに

0生活困窮者支援対策と生活保護の一
体的な見直し
－相談支援事業
・家計相談支援事業

－就労促進支援事業等

＝令国は新たな法律案を平成25年通常

国会ヘ提出。平成27年度施行をめ
ざす。生活困窮者自立促進支援モデ
ル促進事業の実施

0モデル事業の実施は強化方針の具
体化。本県の対象市町村社協におけ
る取組に期待

0市区町村社協の使命

地域福祉を推進する中核的な団体とし
て、誰もが安心して暮らすことができる福
祉のまちづくりを推進すること。

0市区町村社協の経営理念
①住民参加・協働による福祉社会の実現

②地域における利用者本位の福祉サービ
スの実現

③地域に根ざした総合的な支媛体制の実
現

④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取
り組みへのたゆみない挑戦

0社協・生活支援活動強化方針
（平成24年10月29目、全国社会福祉協織会・地繊
福祉推進委員会）

－地域における深刻な生活課題の解決や孤
立防止に向けた社協活動の方向性

0厚生労働省「社会保障審議会生活困窮者の

生活支援の在り方に関する特別部会報告
書」

（平成25年1月25日）

－生活困窮者支援のための新たな制度創設
や生活保護制度の見直しに関する方向性

・
地
域
福
祉
の
推
進
と
総
合
相
談
・
支
援
体
制
づ
く
り
の
支
援

島；渉寸「強k方針jの実現を図るための視点

①包括的・個別的な支援
②地域の生活支媛の仕組みづくり
③地域で解決できない問題を解決する仕組みづくり

l.t'!'C<‘a陪’ d、・
Z犠 ~6端本県における当面の活動方針ザ

①総合相談・支援体制の整備

・総合相談体制の強化
・包括的な相談・支媛体制の強化（多職種協働によるチームアプローチ）
．広報活動・情報提供の強化

アウトリーチによる生活課題の発見と対応
．地域福祉ネットワーク会議（仮称）の設置

－経済的困窮者、判断能力が不十分な人、子ども・若者、稼働年齢世代へ
の「寄り添い型J支援

②住民の福祉活動の基盤整備
－地域福祉推進基礎組織の設置促進
．災害を切り口とした取組

－地域福祉推進基礎組織を基盤とした住民の福祉活動の仕組みづくり
③行政とのパートナーシップ

地域福祉計画・地域福祉活動計画の一体的な策定・見直しの推進
・地域福祉財源の確保

園弘
司園P

院

0「当面の活動方針」は、本県における市町村
社協の総合相談・生活支援の仕組みづくり、
県社協の市町村社協に対する支援の方向性
をとりまとめたもの

αコ

．， 
抽

2 私たち県民が直面している生活課題‘

0少子高齢化の進展、核家族化等による単
身世帯の増加、家族や近隣関係のつなが
りの希薄化

0制度のセーフティネットから漏れ、社会的
に孤立した状況で地域には様々な生活課
題が出現

（例）孤立死、自殺、経済的困窮、ひきこもり・
不登校、俳個死・不明者、高齢者虐待、児
童虐待、障がい者の地域生活移行、消費
者被害、災害時要援護者、時々ちょっとした
ことの手助けに困る人々、軽度者や一時的
な要支援者、複合的な問題にある家庭等の
問題
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延岡市高師福祉課
工藤係長様

平成25年8月15日

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
（事務連絡）

（島野浦介護サービス支援事業）事業実績報告書

平成25年度（ 7月度）事業実績について、つぎのとおり提出し、たしますo

No 申請者 申請内容 助成額 振込手数料

高速艇往復880円× 2 / 

延岡市東海地峨包括支慢センター 高速艇片道450円X1

海上タクシ一片道（浦城＝。島浦） 3,000円 5,210 ／ 

海上タクシー片道（浦城弓島浦） 3,000円

2 特別’Ill唱E人ホームae居宅介質支僅司，..p野

高速艇片道450円× 1 3,450 ／ 

3 ””・・老人ホームn••ホームへルプサーピスセン，－ 高速艇片道450円X1 450 ／ 630~ 

高速艇往復880円× 1
4 特定非営利活動法人あさがおの会

高速艇片道450円×2 1,780 レ／ 。
． 

5 宮鱒節畠徐式会主土居宅介阻~僅司，..所きずな 高速艇往復880円X1 880 ／ 315 

計5件 11 770 ／ 945 

〆

／ 



， 
‘二

⑧ 

担帯支霊祭全容写会墾謀
当伊場安整難
者

平成25年8月15日

延岡市高齢福祉課
工藤係長様

No 

2 

3 

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
（事務連絡）

（島野浦介護サービス支援事業）事業実績報告書

平成25年度（ 6月度）事業実績について、つぎのとおり提出いたします。

申請者 申請内容 助成額 振込手数料

延岡市東海地域包括支援センター 高速艇往復880円X3 2,640 ／ 

特別.盟老人ホーム.を居宅介限~11••所 高速艇往復880円X1 880 ／ 630 

特定非営利活動法人あさがおの会 高速艇往復880円X2 1,760 
／ 

。

言十3件 5,280 ／ 630 

ど／

／ 



平成 25年度

事業計画・収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会



平成25年度事業計画

基本理念、 みんなでつくろう支え合う地域社会

1. 基本方針

今日の地域社会を取り巻く環境は、急速な少子高齢社会や核家族化の進展、高齢者世

帯の増加によって家族・地域のつながりが希薄化し、地域コミュニティ機能も脆弱化し、

さらに経済活動の後退により雇用状況の悪化、高齢者の孤独死、自殺問題、虐待問題な

ど様々な福祉課題が発生し大きな影響をもたらしています。

こうした福祉に関する課題が山積する状況下において、市民の地域福祉に対するニー

ズを的確にとらえ、人と人の粋の大切さを提唱し、地域コミュニティ機能を再構築しな

がら、地域福祉のまちづくりを積極的に進めることが、重要であると考えています。

また、一昨年の東日本大震災では、多くの方が被災し甚大な被害がもたらされ、一日

も早い復興が望まれるところです。この震災を教関IIとし、災害時の被災者支援のための

災害ボランティアセンターの役割の重要性が再隠織されているなか、延岡市社会福祉協

議会では、昨年4月に五ヶ瀬川水系の高千穂・日之影・五ヶ瀬町社会福祉協議会と、今

年 1月に大分県佐伯市社会福祉協議会とそれぞれ災害時相互応援協定を締結し、災害ボ

ランティアネットワ｝クの充実や災害ボランティア活動の運用及び被災者支援活動の

連携強化を図ったところです。

延岡市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核団体として、「みんなでつくろう

支え合う 地域社会Jを基本理念に、地域に密着した福祉のまちづくりを行政；・関係機

関・福祉団体・地域住民と協働し取り組むと共に、介護保険事業の人材確保と財政基盤

の安定に努めてまいります。

2. 重点事業

1）ふれあいのまちづくり事業

－地区社会福祉協議会の活動充実強化

－地区社会福祉協議会の地域福祉活動計画策定支援

2）ボランティアセンタ一事業

・ボランティアの育成、ボランティア団体への活動支援

．延岡市災害ボランティア活動の充実強化

3）共同募金助成金事業

・公開性・透明性のある公募等による適正助成

4）高齢者支援事業

・地域包括支援センタ一事業、居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業

等の充実強化

5）障がい者支援事業

・延岡市障がい者相談支援センター「ばれっと」、居宅介護事業の充実強化

6）福祉サービス事業

・あんしんサポートセンターのペおか運営事業（日常生活自立支援事業）、重度

障がい者移送サービス事業、福祉機器リサイクル事業の強化推進

7）低所得者世帯に対する貸付事業

－生活福祉資金、市民助け合い資金の充実強化

1 



平成25年度収支予算（案）
［単位：千円］

i需成i2H5＇’停庖 l i平成i2：地！年llmi!:Iii iii繍滅催！Wiii ；！平成2'!5年度 g取舵2if掛得度： Jl'.jt ti瑚減航：111・

031人件費支出 290.486 286, 107 4.379 061会費思入 9, 241 9, 234 7 
001役員報酬 720 720 001会費収入 9,241 9.234 7 
002職員俸給 154,454 156,043 D,. 1. 58 062寄附金取入 9, 363 9, 202 161 
003職員諸手当 69,481 68,032 1, 44! 001寄附金収入 9,363 9.202 161 
004非常勤職員給与 25.404 27,392 D,. 1, 988 01寄付金 9,230 9,069 161 
005法定福利費 33,644 33,919 b,. 27E 02物品 133 133 。
006退職金 6, 783 1 6, 782 064経常経費楢助愈収入 105. 751 106, 058 A 307 

01退職一時金 6. 783 6. 782 002都道府県補助金収入 。 718 ム 718
032事積費支出 11. 289 9. 826 1,463 01都道府県補助金収入 。 718 ム 718
001福利厚生費 3, 118 2,468 65 

003市区T区町町村村補補助助金金収収入入 105, 751 105.340 411 
002旅費交通費 1,913 1,958 D,. 4 01市 105, 751 105,340 411 
003研修費 478 409 69 065助慮金思入 。
004消耗品費 1.668 1,540 128 002都道府県社協助成金収入 1 。
005器具什器費 188 。 18~ 02その他助成金収入 1 1 。
006印刷製本費 129 181 D,. 52 066受民金取入 78, 148 79. 548 A 1, 400 
009修繕費 。 20 .6. 20 002市区町村受託金収入 71, 000 72,029 ム 1,029 
010通信運搬費 954 1. 030 D,. 76 01市区町村受託金収入 31, 413 31,619 ム 206
013業務委託費 560 560 。

02登包塾括玄運墾営受舵金収入 242 504 D,. 262 
01委託費 431 431 ( 03 営受託金 37,500 37.500 。
02保守料 129 129 04認定調査受託金 795 1,560 ム 765

I:¥.? 
014手数料 76 79 D,. 3 05住改意見書作成受託金 66 56 10 
015損害保険料 149 154 .6. 5 06予防教室受託金 900 690 210 
016賃借料 1 138 1.040 98 08克気あっぷシニア受託金 84 100 

D,.D,. 3~~ 017租税公課 64 153 D,. 8 005者道府県社協受託金収入 7,148 7,519 
018渉外費 200 200 。01 都道府県社協受舵金収入 7,148 7,519 D,. 371 
021雑 費 654 34 620 067 •. 聴取入 7, 398 7. 500 ~ 1oz 

01退職共済預け金差損 463 1 462 001参加費収入 60 70 D,. 10 
02雑 費

a・ 191 33 15~ 002利用料収入 2 341 2,433 D,. 9~ 
033事黛費支出 68. 872 64, 746 4, 12 003利用者負担金収入 1 1 
001諸樹金 2,516 2,392 12 009センター利用料収入 996 1,096 .6. 100 
002旅費交通費 1, 457 1,409 48 010チャリァィー事業収入 4.000 3,900 100 

01役職員旅費 30 30 068貸付事黛思入 2, 985 3. 124 .A 139 
02委員等旅費 1,427 1,379 48 001償還金収入 2.985 3. 124 D,. 139 

003消耗品費 5,665 5, 745 .6. 8 069共同事盆助成倉駅入 8. 656 9, 265 .A 609 
01介護用品費 70 52 1 001一般募金助成金収入 4, 766 5,372 D,. 606 
02その他の消耗品費 5,595 5,693 .6. 98 002歳末助け合い助成金収入 3.890 3,893 ム 3

004器具什器費 966 569 397 070負担金取入 652 414 238 
005印刷製本費 1. 548 1.432 11€ 001負担金収入 652 414 238 
006水道光熱費 10. 791 10, 757 34 02その4i負担金収入 652 414 238 
007車柄費 774 833 ム 59071 1i .w:r. 収入 171. 877 165, 544 6. 333 
008燃料 費 4, 763 4,258 505 002居宅介護料収入 123, 131 120,222 2,909 

01燃料費 801 680 121 01介護報酬収入 86,689 83,868 2,821 
02車柄燃料費 3,962 3,578 384 02利介護用者予負防担報金酬収入 9,473 8,919 554 

009修繕費 2,376 1,829 54 03 収入 24,420 24, 714 ム 294
010通信運搬費 3,857 3,857 。04介護予防負担金収入 2,549 2, 721 D,. 172 
011会議費 35 16 19 003居宅介護支援介護料収入 29.168 27 656 1. 512 



［単位：千円］

l';li]liil!df~ Tl日Ui!!L:／勘定科目；＇llll!llillil!Pn：，抑制！：ド 1平成12115：年度； ！幣疲；2副都鹿｜ llllllli糊減催HHl:i ll平成2115年度i平成＇~！·組枠度 1111:1；用減｛白ii:!'
012広報費 16 16 0 004利用者等利用料収入 5.400 4,840 560 
013業務委託費 11. 820 11. 214 606 02居宅介護トピス利用料 30 43 ム 13
01委託費 8,834 8,422 412 05食費収入 5,370 4,797 573 
02保守費 2,986 2, 792 194 005その他の事業収入 50 50 。

014手数料 899 880 19 01補助金収入 50 50 。
015損害保険料 3,450 3,201 24~ 006介護予防プフン収入 14, 128 12, 776 1,352 
016賃借料 8,906 6,900 2, 00€ 01 11 iiτ防プラン収入 14. 128 12. 776 1,352 
019租税公課 579 844 b.. 265 072利用斜庖入 273 489 .6. 216 
020給食費 4,402 4,013 389 002利用者！ミ担金収入 273 489 b.. 216 
021保健衛生費 380 398 ム 18o~~~自介利立護用室給者僅付負費担費底収金入入収入

23. 973 17. 969 6, 004 
01保健荷生費 317 274 43 22,281 17,231 5,050 
02医薬品費 63 124 ム 61 37 51 b.. 14 

023教養娯楽費 139 195 ム 6€ 003サービス荊用計画作成費収入 1. 655 687 968 
030報償費 1,822 2,050 b..・228 076 .・思入 3. 499 1. 809 1. 690 
032雑費 1,475 l, 625 ム 150 001雑収入 3,499 1,809 1,690 
033資料図書費 177 251 6. 14 01退職共済預け金差益 963 1 962 
01資料図書費 177 251 6. 14 02雑収入 2,536 1. 808 728 

034金品援助費 59 62 6. 3 078ヨ取利息配当金取入 33 47 企 14
034貸付事業等支出 2. 987 3. 126 .6. 139 001 E取利息配当金収入 33 47 6. 14 
001貸付金支出 2 987 3.126 6. 13£ 080組理区分間銀入金収入 35, 400 25. 116 10. 28§ 
037助成金支出 30.044 31,219 .6. 1. 175 001経理区分間繰入金収入 35.400 25.116 10,284 
001助成金支出 30,044 31. 219 6. l, 175 01経理区分間繰入金収入 35,400 25. 116 10.284 。a 01助成金支出 30,044 31. 219 6. 1.175 081本支所開銀入倉収入 26, 490 20,022 6, 468 
038負担金支出 377 378 .6. .1 001本支所間繰入金収入 26.490 20,022 6,468 
001負担金支出 377 378 6. 1 01本 ヲIli!ll h入金収入 26,490 20.022 6.468 
02その他負担金支出 377 378 6. 1 08411 ：・4M1Hdi'ld1h1,ili1 lillll: tl'ii:il!Hd! i!'l! ,, 48~.！：140 i Ii z喝55!1342 ;l I t 28;1398 

041経理区分間鰻入金支出 35, 400 25, 116 10. 284 1091i ,3 1お2〕‘i,¥i! i111ilj,11j,I ¥;Ll.1 ¥!: i'l.l¥ iii¥ :1k6U ii・ ,;; ,; d4:i613 11 i I 3,10t4 

001 経経理理区区分分間間繰繰入入金金支支出出
35,400 25, 116 10,284 109fl & :4今5):Ti:1~ ： L':!I ,! "iw: ::n 111111・1 1:u1 TJl1lJlii!l!IO I i;li:;: !6.'!12;!326 i':,1 i 111 !112 i326 

01 35.400 25 116 10.284 
094 立E金重積重立型預車金里取主崩ー収 120 120 。

~1室本主支所所間問銀繰入入金金支支出出 ． 26.490 20.022 6. 468 009~：入 120 120 。
26,490 20,022 6,468 095その他．の取入 6, 283 6, 282 

01本支所問繰入金支出 26.490 20.022 6. 46~ 003・ 
回冒噌.. 

炉け金返還金収入 6,283 6,282 
043塑用者負担竃減額 108 129 .6. 21 的911• ·~ttn ；•・i!IP!i"j:l'l '"ill: I' ！？一日i' ! : . 6.11403 ！：！日・ ＇＂＇＇［’！日司 21I 1116i 282 
001利用者負担軽減額 108 129 ム 211091!1 置~1 市＆ 7*8l ： ~H:!:ll ：・：！＇H＂叶山·： t:!l!!i!! !'i::'.":.d!:1 主1~687 ！：：・·~： t2!!347 I 11'1li_6.;i 5;・3'40 
0441: ＝．曹司二2,;i,,j;i ,! HI• ;lj di iii II i j!jlj ji :i: i ¥i・lH・t・i.1;:jj:lllililt6611053 ii!! i'iliii440;i669 十 Ill ！・＇ 1,il•1l.t125Jl38i
045固定資産取得支出及び録入支出 。 2, 326 .6. 2. 32 
002その他の固定資産取得支出 。 2,326 6. 2, 32 
02建物付属設備取得支出 。 1,976 ム l,97 
06掠具及び備品取得支出 。 350 6. 350 

049i! 511111'i:,1Hi.~1111: :11nn1111111i1l nu : n !! I ! . I Ii l ~’ 11111111:1'1!10 :p;::nu:11i:。＇ 1~~326 llll!lll'li 'h.112J182e 
053積立預金積立支出 11. 648 。 11. 648 
006基金積立預金積立支出 11. 648 。 11. 648 
054その他の支出 12. 442 12. 468 ll. 2e 

12.442 12.468 6. 2€ ~~印~旧：：財賀過萄重融量活実薬副雌務重樹預出齢け軒金i 目：＇支t訂ii) ＇出作jl:l!ll!iil!!iqi1i・:・;1i：；；日台h主Iiill i!!I ii!i'il: '24ll090 !l!l!i!ilill!i1~i2J!468 :lllih!l 日！ 1ll11~i622

jliji 11;i-・ d "i.・::::.ll !!ii! :T!ll'490Hrt~3 ll!i!Ulii!1締5Jl463i: :;111 ! ~ J:っ liel\l ；~so 0~9！！賞金駅嵐官針；W 'iii!IH!lii!i:l1ilil¥P.Li'h!1,i;J1:':; ，~：；， 1~90, 1114~ :455i；ヰ63 I ;I 134).680 



平成25年度本支所単位・収支予算（案）
［単位：千円］

l'I＂合！！！；罪ftl!ii:1p1c.転！l'i所1111:!I；北弥実mlIll北浦克明！ I!粉 II茂所jill:lidJillllll,liiili！助ii定p科111目ll’： やは！！！ill!il!l!I ~1%合iilli 昔iiiIii !!iii本1111所：tillII i北方支所！iii北部支所。i！；北）111支所，i
031人件費支出 290, 486 197, 655 77,064 10, 778 4, 989 061会費取入 9, 241 7, 500 520 627 594 
001役員報酬 720 720 。 。 (J 001会費収入 9,241 7.500 520 627 594 
002職員俸給 154,454 96, 795 48.689 6,430 2,54() 062寄附金取入 9, 363 8, 130 451 381 401 
003聴員諸手当 69,481 45,816 18, 730 3.066 l, 86~ 001寄附金収入 9.363 8,130 451 381 401 
004非常勤職員給与 25,404 25,404 。 。 。01寄付金 9,230 a.ooo 450 380 400 
005法定福利費 33,644 22,137 9,645 1,282 580 02物品 133 130 1 l 1 
006退職金 6, 783 6, 783 。 。 ( 064経常経費楢励金取入 105, 751 105, 651 。 100 。

01退職一時金 6. 783 6. 783 。 。 0 003市区町村補助金収入 105, 751 105,651 。 100 。
032事積費支出 11, 289 7. 024 2. 138 1. 176 951 01市区町村補助金収入 105, 751 105,651 。 100 。
001福利厚生費 3, 118 2,024 921 99 7~ 065助成金収入 。 。 。
002旅費交通費 l,913 1,612 159 66 7f 002都道府県社協助成金収入 1 。 。 。
003研修費 478 390 54 18 H 02その他助成金収入 1 1 。 。 。
004消耗品費 1,668 1,060 315 141 152 066受髭愈幌入 78, 148 48,372 13, 654 - 7, 210 8, 912 
005器具什器費 188 139 。 。 49 002市区町村受託金収入 71,000 41,467 13,564 7, 135 8.834 
006印刷製本費 129 129 。 。 .01市区町村受託金収入 31,413 27,580 2.921 。 912 
010通信運搬費 954 。 357 370 227 02移動支援受低金収入 242 242 。 。 。
013業務委託費 560 488 50 11 11 03包括運営受託金 37,500 13,000 10,000 6,800 7, 700 

01委託費 431 399 32 。 c 04認定調査受低金 795 415 245 135 0 
02保守料 129 89 18 11 11 05住改意見書作成受託金 66 26 26 8 6 

恥． 014手数料 76 53 16 5 2 06予防教室受託金 900 180 360 180 180 
015損害保険料 149 78 23 17 31 08克気あっぷシニア受託金 84 24 12 12 36 
016賃借料 l, 138 315 238 431 154 005都道府県社協受託金収入 7, 148 6,905 90 75 78 
017租税公課 64 56 5 2 01都道府県社協受託金収入 7, 148 6.905 90 75 78 
018渉外費 200 200 。 。 0 067事集収入 7,398 7, 292 30 10 66 
021雑 費 654 480 。 16 158 001参加費収入 60 50 。 10 。

01退職共済預け金差損 463 463 。 。 0 002利用料収入 2,341 2,341 。 。 。
02雑 費 191 17 。 16 158 003利用者負担金収入 1 1 。 。 。

033事績費支出 68, 872 37.076 25, 311 2. 820 3. 665 009センター利用料収入 996 900 30 。 66 

001諸謝金 2,516 2,406 65 30 15 010チャリティ｝事業収入 4.000 4,000 。 。 。
002旅費交通費 1,457 1,286 68 47 56 068貸付事第収入 2. 985 2. 585 100 100 200 

01役職員旅費 30 30 。 。 0 001償還金収入． 2,985 2.585 100 100 200 

02委員等旅費 1, 427 1,256 68 47 56 069失同募金助成金取入 8, 656 8, 656 。 。 。
003消耗品費 5,665 3,217 1. 837 283 328 001ー殻募金助成金．収入 4, 766 4, 766 。 。 。

01介護用品費 70 。 70 。 ( 002歳末助け合い助成金収入 3,890 3.890 。 。 。
02その他の消耗品費 5,595 3, 217 l, 767 283 32E 070負担金取入 652 652 。 。 。

004器具什器費 966 234 250 105 37'i 001負担金収入 652 652 。 。 。
005印刷製本費 1,548 1,548 。 。 。02その他負担金収入 652 652 。 。 。
006水道光熱費 10, 791 4,757 5,307 265 462 071介橿保険取入 171. 877 49, 745 111. 168 7, 183 3, 781 
007車 刷費 774 246 390 75 6~ 002居宅介護料収入 123, 131 29,598 93,533 。 。
008燃料費 4, 763 1,434 2, 964 191 174 01介護報酬収入 86,689 22,104 64,585 。 。

01燃料費 801 232 546 11 12 02利用者負担金収入 9,473 2,298 7, 175 。 。
02車輔燃料費 3,962 1,202 2,418 180 16i 03介護予防報酬収入 24,420 4,824 19,596 。 。

009修繕費 2,376 686 l,440 80 170 04介護予防負担金収入 2,549 372 2, 177 。 。



［単位：千円］
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010通信運搬費 3,857 2,622 584 354 297 003居宅介護支援介護料収入 29, 168 14, 725 9,267 5, 176 。
011会議費 35 17 6 6 € 004利用者等利用料収入 5,400 20 5,380 。 。
012広報費 16 16 。 。 02居宅介護サービス利用料 30 20 10 。 。
013業務委託費 11, 820 8,496 1,845 490 989 05食費収入 5,370 。 5,370 。 。
01委託費 8,834 6,515 l, 039 415 865 005その他の事業収入 50 50 。 。 。
02保守費 2,986 1,981 806 75 124 01補助金収入 50 50 。 。 。

014手数料 899 468 361 40 30 006介護予防プフン収入 14, 128 5,352 2,988 2,007 3, 781 
015損害保険料 3,450 2,352 884 111 103 01介護軍防プフン収入 14, 128 5,352 2,988 2,007 3, 781 
016賃借料 8,906 3,859 3,987 625 435 072利用科帳A- 273 。 273 。 。
019租税公課 579 283 162 59 75 002利用者負担金収入 273 。 273 。 。
020給食費 4,402 。 4,402 。 0 074自立支鑓買収入 23. 973 23.973 。 。 。
021保健衛生費 380 。 380 。 0 001介護給付費収久 22,281 22,281 。 。 。
01保健衛生費 317 。 317 。 0 002利用者負担金収入 37 37 。 。 。
02医薬品費 63 。 63 。 0 003サービス利用計画作成費収入 l,655 l,655 。 。 。

023教養娯楽費 139 。 139 。 0 076組収入 3. 499 3, 377 120 
030報償費 1,822 1, 822 。 。 0 001雑収入 3,499 3,377 120 1 
032雑 費 1,475 l, 190 178 38 69 01退職共済預け金差益 963 963 。 。 。
033資料図書費 177 78 62 21 16 02雑収入 2,536 2,414 120 1 1 
01資料図書費 177 78 62 21 16 078受取利息配当金収入 33 26 5 2 。

034金品援助費 59 59 。 。 o oor受取利息配当金収入 33 26 5 2 。
034貸付事.等支出 2. 987 2. 585 101 101 20~ 080経理区合同銀入愈叡入 35, 400 32. 083 1, 275 1. 503 539 

C'1 001貸付金支出 2,987 2,585 101 101 200 001経理区分間繰入金収入 35,400 32,083 1,275 1,503 539 
037助慮金支出 30,044 30,044 。 。 01経理区分間繰入金収入 35,400 32,083 1,275 1,503 539 
001助成金支出 30，似4 30,044 。 。 0 081本支所聞・入金取入 26, 490 26. 490 。 。 。
01助成金支出 30,044 30,044 。 。 c 001本支所間繰入金収入 26,490 26,4卯 。 。 。

038負担倉支出 377 271 78 14 1~ 01本支所間繰入金収入 26,490 26,490 。 。 。
001負担金支出 377 271 78 14 14 08411経常活動観~肘ui::l:if ：日！！ 11!1:1111,1:1111 ~lllil' 483~Jr740 ii !!l'.324/533 ドl:illrt~7L596 : L!:ll.rn11 H1 I! i 14;・494 
02その他負担金支出 ． 377 271 78 14 14 109!1経常活副収支以1~2):,:'llHllll!i'.IJ'llillil n;1111i1rnsu i!lili:l¥1W6871 :・1111::lllli!'.:1q1トO i 1!1 II i '11・'0 Ii I ::,o 

041経理区分間・入金支k支出t 35,400 32, 083 1. 275 1. 503 539 094積立預金取薗収入 120 120 。 。 。
001経理区分間繰入金出 35,400 32,083 1, 275 1,503 539 009基金積立預金取崩収入 120 120 。 。 。
01経理区分間繰入金支出 35,400 32,083 1,275 1,503 539 095その他の眼入 6, 283 6. 283 。 。 。

042本支所間鰻入愈支出 26, 490 。21. 629 725 4. 136 003退職共済預け金返還金収入 6,283 6,283 。 。 。
001本支所間繰入金支出 26,490 。21,629 725 4,136 099！！財積活動収~酎：？！ 'I q :Ii ＇~日~n; ! lli1l6~1403 u 怠：：403!11ij::ll11:" :o 1 ii1t11 li10 iii() 

01本支所間繰入金支出 26,490 。21,629 725 4, 136 .HJ911財務活闘眠実別件8)・:1:.,1111・:1・l!iiJl;lli!!i!Ls. iJ17~168l ,1~ Ji7~ ： 681i ll:':llill!il! Ii 。j I tl1!ill!liO I PO 

043利用者負担幅減額 108 108 。 。 。
001利用者負担軽減額 108 108 。 。 。
04:4i!経常活動支出肘"21iilj1if ！：：；・；ji!Jiiilnlil ildi1'.466~ ： 053 Li! :i 1306,l ;846 l!Un!t27Jl596 111:111111111,n n H1i・J:1'4Jl49i 
109 i経常活動思議3日以2H: ::i !iilU1i:i!1i 1!1!1i11!:17~ ！ 681 ’:i1!iPl1rn 687 lH! iiilnL!ll!iliO i;i i:lllli1:1;1::1:0 1:.L:i;!il!lll'lli! 
053積立罰金積立支出 11. 648 11. 648 。 。
006基金積立預金積立支出 11, 648 11.斜8 。 。 。
054その他の支出 12. 442 12. 442 。 。 。
003退職共済預け金支出 12,442 12,442 。 。
059財務盲目曹mn81' I I j 111 24!1090 llili :1124も~090 : ilLH: ・!!Hi Hill() ｜｜白l1dlld11.lけOi 1: l11!11illill ：~ 
059賞金主出合計1 11 490,IH3 I I 330, 936 1:11127~1596 ! I 117, 117 !;t:’11!14.:i494 日99.1賞金幌入合’計 I 11111・1 I I 490,11143 rn1~ 936 I I 127L596 I I 17, 117 14. 494 



資金収支の部（C/F)

資金収支予算内訳表
第2号ー1様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成25年 4月 1日

（円単位） 一般会計

勘定科目
総合計 法人運営及 創醜躍面持 路線種崩事 i蜘曙阪 A寸峨メ，w ポラシチイ 高齢者コミ 担会福祉セ 鯛際鋤

t雄甜管理 宛事業 業 E服同掃業 まかづくり アセンタ］ ュニ手ィー ンター管理 成盗事業

経収 061会費収入 ・句4100C I 3臼200] ・凶筑間 i~削X ．．． I 201｛肌 I 2C脱玖珂 I I I ・2制)OC ' I ・

常入 001会費収入 I 924100C ・お42(削 ・幻筑間 ・1a:以:x:，．． 
I 20l()OC ・2版文削 ・－－ ・2氾40(お －．． 

活 062寄附金収入 ·~ぁ300C ・9Z3αx犯 －．． ．．． ，．． ．．． 
治 ii!Ir..:ト曽寵． 空白 －・・ ・．．

・．
働 001寄附金収入 ：切取X ：埠~

I I I ．．． ，，． ．．． 

主主A主主sk~－lS』民：＿： ~，。
．．． ・－－

”’  
．．． ．．． ．．． ．．． 

01寄付金 : 9声明児 ：昭~ ”’  '.k必認it市民（.Jl志乃 ．．． ．．． 
I I I ．，． ,.f-1。 ．．． 

よ 02物品 ~33Poo 
I I I －・・ F ’ E 

．．． ．．． 
f：明示＞｛・ff, I I ’ ．，． 

”’  
．，． 

” 
．．． ，，． ．．． ・ 8 ・

る 064経常経費補助金収入 Josl51仰 : 71倍加胤 －．． 
｜： 回叡泊 ：法制)OC : 1蹴似刃 : 175<Xxxl 

，．， ； 制民oOC氾
，．， 

．．． ．．， 

収 003市区町有補助金収入 4部：761α犯 .1ex.制xx:
．．． 

¥ 庇獄xx: I 224<以)C I 1a:ぉ400: I ii日以児 －・
I 7f灘別

・．．
．．． 

支-- aα買51α児i、・7佼制xx:i＼’ ；＼図説xx:I 辺倒XXJノ1従渇400: 1:7反則珂 ．．． f 7，臼αm ・－－

065助成金収入 ' 1α犯

A盤貫担主仁~基~ 
・1α珂 o I ・ ｜部れ仁 ．．． 

002都道府県社協助成金収入 • 1α）（） ・．． ｜壬曹司t._l':U~ I 
I 1α）（） ．．． 宮阜・’ ．．． 

~－ー---1 - ‘・02その他助成金収入 I lC政 8 ・・ ．，． ．．． ，．． ．．． 
I 1αx ．．， ．．． ．．． 

侃6受託金収入 I 7814800C ··~－U ~u ：位：．竹,. ．．， ‘底知町 ．．， ・76.14CXXl I 3C四α珂 －．． 
・－－ ・－－

002市区町村受託金収入 :1仰脚 ：会誌手......r~： 9:l~ －・・ ．．． 
：叩何悶

・．．
：布34悶 ：都7附

．，． 
内，．， ．．． 

01市区町村受託金収入 : 31出期工 司：誼託金仏酬や；どよ品iも，
．．． 

．節制XXl
．．． ；市4!XXJ：お7附 ・・ 1

ζ，•1 I ．．． 

02移動支援受託金収入 .~ 
I I I ．，． ’ B ・ ．．． 

~i白沼遭 ミ件
' ' I ・・ E

．．， 
．．． ．．． ・．． .;I¥ I ．．． ・－－ ' ' I 

03包括運営受託金 ．幻庄町xx:
I I I ・－－ I ' o ・－－

ー，白鋪蕗 / .. ・1Po I 

．．． ．．． ．．． 
．．． ．．， ・－－ I I I ．．． －．． 

04毘定開査受託金 ． 2説玖)(J
． 』‘ J・・・ー・園 ー

~~· ．． ． ・－－ I I I ．．． ．．． ．．． －．． 

05住改意見書作成受託金 ，佼玖)(J ．．， ．．． ’ I I 
．．． I .四t;Z.. i" e竃‘ ，．． I I I I I I 

．一
'lW-D-' • ＇＂＇ ~f..A:IJ 06予防教室受舵金 ・依xxx:幻 ・・ 0

，．． ．．， ．．， ．．． I I I 

司掴’・
08元気あっぷシニア受託金 I 84{削 ．，， ．．． ．．． ，，． ・－－ o I I ．．． ．．， ．．． 

． 
005都道府県祉協受託金収入 －π従以珂 ．．． I I I ・・ 1 ．．． ，．． ．．． ．．， ．，． ．．． 

－．， ．．． ．．． ．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． 

01都道府県社協受託金収入 ：η制問
．．． I I I ．．． ．．． I I I ．．． ・－－ ．．． I I I 

，．． ー－－ ．．． ・－－ ，．． ．．． ．．． －．． 
凶7事業収入 ：~叫別 ・－－ ．．． ．．． －・・ : 4P3取E ：~ 

．．． 
抑制

．．． 
．，， ，．． －・・ ・・ 8

001参加費収入 ：倒X旧 ・・． ．．． ．．． ．．． 
：部川 :2$)(] ．．‘ ．．， －・ a

o I I ．．． I I I ．．． ．．． 

002利用料収入 I 2341仰
I I I ．．． ．．． ．，， ．．． ，．． ・・． ‘．． ，．． 
．．， ・・ 8 ．．． ．，． I I I ．．． ・・ 8 e ・・ ．．， 

003利用者負担金収入 I 1似
． ． ． ・－－

l I I ．．． ，．， ．，． ．．． 』・・ ．．． ．．． I I I 

009センター利用料収入 ・使矧xx:．．． －．． －．． ．，， ．．． ．．． ．．， ・侠矧XXl ．，． 

010チャPティー事業収入 I 4αxxxx: －．． －．． 0 I I ．．． 
I 4αXXXXl ・－－ ．．． ・－－ ．．． 

068貸付事業収入 ・2渇5()0C ．．． ・・． ．．． ．．． ．．． o I ' ・－－ I I I －．． 

001償還金収入 － Z泡筑xx:・・． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． I 0 I ' ' . 
・・． ”’  

，．． ．．． 1・・． ・－－ ．．． 

069共同募金助成金収入 ：時時X陀 ’・ a
．．． ，．． I I I ．．． ，．． ．．． ．．， 

I a:五600C
I I I ・－－ ，．． ．．， －．． ．．． ．．． ．．， 

001一般募金助成金収入 : 4'11倒xx: I I I ．，． ・・． ．．， I I I ．．． ．．． ，．． 
: 4,71倒X犯

I I I ．．， ・ 8 ・ ．．． ，．． ．．． ．．． ．．． 

002歳末助け合い助成金収入 ：根川X犯 ・－－ ．．． ．．． I I I ．．． ．．． ．．． ．．． 
: 3阪淑児．．． ．．． ．．． ．．． ．．， ．．， －・ a

070負担金収入 ．伍2.000 I 6t沼xx:
．．． ．．， ．．， ・・． ．．． ．．． ．．． ．．． 

．．． ．，． ，．． ．．． ．，． ．．． ・．．

001負担金収入 ．邸20C泊 ．日2ClOC
－．． ・ 0 ・ ，．． －・・ I o ' I O I ・・．

．．． －．． ・－－ ．．． ，．． 1・．． －．． 

02その他負担金収入 ，回2側 ．回2ClOC ．，， ．．． ．．． 4 ・・ ，，． ・・ E
．．． ．，． 

071介護保険収入 m町7似 ．．． ．．， ．．． ・－－ ．．． ．．， ．．． ，．， －・・

002居宅介護料収入 123131似 ．，， ．．， 
” ’  ・・ 0

．．， ．．． ，．． ．，． ．，． 
.__'.'_,. 

01介護報酬収入 ・荻班刃αx ．，． ．．． ．．． ．．． ．．． ・・ 0 ・ 8 ・ ．，． ．．． 
ー」

02利用者負担金収入 ・947300( ・・． ・・． ，．． ．．． ．．． ・・． ・－－ ．．． ．，． 
・・． ，，． ・・． ．．． ．，． －・・ ・－－ ・－－

03介護予防報酬収入 : 24側 xx:・・． ．．． ．．． ，．． ．．． ．．． I o I ' ' ' ．．． 
・－－ o I o ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． 

04介護予防負担金収入 ：訪4蜘X
．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ' ' ' ．．． 

．．． ・・・ ・世’ －・・ ．．． ・－－ o 0 I o I ' 

003居宅介護支援介護料収入 ：却kぽxx:・・． －．． ・・． －．． ・．． ．．． ．．． －．． 
I I I ，．． ．．． ．．， ，．． ・－－ ’・ a

．．． 

004利用者等利用料収入 I 541α肌
．．． ．．． ・－－ ' ' ' ・- ．．． ．．． ．．． ．．． 

・・． ．．． ．．． ．．． ．．． ，．． ．．， ’ t ・

02居宅介護トピ坤j用料
ー.－－－r

I 300(児
I ＇’ ．．． ．，， ，．． ・－－ ．．． －・・ I ' ' ・－－

05食費収入 ・邸7α問 ' 0 I ・・． ．．． ' ＇・ I I I ．．． ．．． ・．． ．．． 

005その他の事業収入 －日以児 －．． ・‘・ ．，． ・－－ o I o ・－－ ．．． ' ' ' ．．． 

01補助金収入 －日以児 ．．． ・・ a ・－－ ．．． ・－－ ・－－ ・－－ ．．， ．，， 

006介護予防プラン収入 ・1412!:矧刃 －．． ．．． ．．． ．．． ．，． ．，． 
E ” ．．． －・・．，， ・・． ，．． 

I ＇’ ・・． E ・・ ．．． ' ' ' 

01介護予防プラン収入 : 14~2.B!XX 
．．． ．．． ．，， ’ o I 

I 0 I I I 0 ・－－ －．． －．， 
．，． ．．， o ' I ．．． ．．． ．，． ．，， ．．， 

072利用料収入 : ~3阿 ・・． ・－－ ，．， ・－－ 。．，
”’  ・－－ ．，． －．． 

．．． ' ' ' ．，． ．．． ・－－ ，．． ' ' ' －．． 

6 



第2号ー1様式
資金収支予算内訳表

（至）平成25年 4月 1日

資金収支の部（C/F)

（自）平成25年 4月 1日

一般会計

勘定科目 総合計憐人i巌扱凶覇随研回線語損害閣積層飯同れ紛の｜ポヌチィ｜醐緒コミ同封融比闘噂給助

U華甜管理開講業 ｜業 代服成車業｜まかヨくりアセンター｜ュ＝ティー｜ンター管理！成金事業

Q7~ ・
I 23973（）｛吋．
’2'22811 

: lp.5司

I 3i 

ワ

（円単位）

． 
! ． 
’ 

． ． ． ． ． 

一〕一一一一一一一一一一一〔一

．．． ．．， 
一I O I 

I I I 

一．．． ．．． － a ・・．．． － 8 ・・．．． 
一一。．．．．． 

．． ．， ．． 
一ー．． 

－－ 

Fー・．
’・一・．．， 

I I I 

’ E ’ 一I I I ．．， 
一．，． ．．． ．．． 
・t ・一ーI • I 

I I I ．．， ．，． 

L----L.... ．． 
，！＿一」ー

－－－  

L一一.J_ー」
I I I 

－ －－  

一．．． ．．． － I I I ．．． 
一．．． 
・－・一I I O ．．， 

002利用者負担金収入

074自立支援費収入

001介護給付費収入

002利用者負担金収入

003サービス利用計画作成費収入

076雑収入

001雑収入

01退職共済預け金差益

02雑収入

078受取利息配当金収入

001受取利息配当金収入

080経理区分間繰入金収入

001経理区分間繰入金収入

01経理区分間繰入金収入

081本支所間繰入金収入

001本支所間繰入金収入

01本支所間繰入金収入

084経常活動収入計1

支1031人件費支出

出I001役員報酬

002職員俸給

003職員諸手当

004非常勤職員給与

005法定福利費

006退職金

01退職一時金

032事務費支出

001福利厚生費

002旅費交通費

003研修費

004消耗品費

005器具什器費

006印刷製本費

010通信運搬費

013業務委託費

01委託費

02保守料

014手数料

015損害保険料

016賃借料

017租税公課

018渉外費

021雑費

01退職共済預け金差損

02雑 費

033事業費支出

001踏謝金

002旅費交通費

01役職員旅費

02委員等旅費

003消耗品費

01介護用品費



資金収支の部（C/F)

（円単位）

勘定科目

02その他の消耗品費

004器具什器費

005印刷製本費

006水道光熱費

007車輔費

ooa燃料費

01燃料費

02車輔燃料費

009修繕費

010通信運搬費

011会議費

012広報費

013業務委託費

01委舵費

02保守費

014手数料

015損害保険料

016賃借料

019租税公媒

020給食費

021保健衛生費

01保健衛生費

02医薬品費

023教養娯楽費

030報償費

032雑費

033資料図書費

01資料図書費

034金品援助費

034貸付事業等支出

001貸付金支出

037助成金支出

001助成金支出

01助成金支出

03B負担金支出

001負担金支出

02その他負担金支出

041経理区分間繰入金支出

001経理区分間繰入金支出

01経理区分間繰入金支出

042本支所間繰入金支出

001本支所間繰入金支出

01本支所間繰入金支出

043利用者負担軽減額

001利用者負担軽減額

044経常活動支出計2

109経常活動収支3(1-2) 

OB9施設整備等収入計4

049施設整備等支出酔5

109施政整備収支6(4-5)

収1094・積立預金取崩収入

務｜入Ioog基金積立預金取崩収入

資金収支予算内訳表
（自）平成25年 4月 1日 （歪）平成25年 4月 1日

第2号－1様え

一般会計

総合計防人運匙及｜創部踏研同報通博｜湖毎曙叡l.S寸法先＇（！） Iボラシティ｜栂緒コミ｜担謝既出紺司脳勤

て雄踏管理｜兜事業 ｜業 It服同捕業｜まかづくりアセンター｜ュコティー｜νタ｝管理成金事業

・67釧・・17釧， t

一一一一一一一一一一一一以

．n
M
 



資金収支の部（C/F)

資金収支予算内訳表
第2号ー1様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成25年 4月 1日

（円単位） 一般会計

勘 定科目
総 合 計 法人運営及 企置斑甑野 広報種崩事 連鍵覇盤及 材~＂（！） ポランテイ 高齢者コミ 佐封酎セ 持司蛤助

t廃盤管理 究事業 業 明朗燭喋 まもづくり アセンター ュエヂイー ンター管理 成金事業

活 095その他の収入 ・6l?.83(XX] ・包広獄X －．． ．．． －．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
四b 003退職共演預け金返還金収入 • &2Bま悶 • 628300] ・．． ．．． ．．． ・・． ．．． －・・ －・・ ．．． 

099財務活動収入計7 ・倒広蹴X ・昭広獄X －．． ．．． ・・． ・－－ ・12C湖沼 ・・ a
．．． ．．． ．． 

よ支 053積立預金積立支出 ·11~矧珂 • 11641:矧X ・・． ．．． ・－－ ．．． ・－－ ．．． ．．． ・・．－．． ・－－ ・・． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－
る出 006基金積立預金積立支出 :11~ : 11同駅お

．．． ．．． ．．． ．．． I I I ・－－ ・・．．．． I I I ．．， ．．． ．．， ．．． ．．． ．．． 
収 054その他の支出 : 1泊R： 鴎$－．． －．． ・－－ ・－－ －．． ・・ a －・・ ・・．－．． ．．． ・・． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． 
b支 003退職共演預け金支出 : 12M2ixx : 12.M2.ixx: 

－．． ・－－ I o I ．．． ．．． ・－－ ・－－ ・・．－．． ，．． ．．． ．．． －・・ ．．． ・・．
059財務活動支出計8 .24a矧:xx: I 24(期:xxx:－．． －・‘． ・・． ．．． ．．． ．．． ．．． －・．．．． ・－－ ・－－ ．．． ・－－ ・－－ ・・．
109財務活動収支9(7-8) 「17fB7CXX: r-17即700C ．．． ．．． ・・． ．．． I ~2(以Xl ．．． ．．． ．．． 
102当期末支払資金残高 ．．． ・・－ ・－－ －．． ・・． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．， 

9 



資金収支の部（C/F)

資金収支予算内訳表
第2号ーl様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成25年 4月 1日

（円単位） 一般会計

栂以剥宵 福祉サーピ 震包｝種棒 ブ｝制坊等 陣輔自立 f園出演金貸
勘定科目

成事業 ス相周対愛 事業 事業 主盟時皐業 付事業

睦収 061会費収入 ，．． ．．． ' .. ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． 
常入 001会費収入 ‘’・ －・・ ．．． ．． ． ．．． ．．． ・－－ ．．． I I ・．．． ． 
官舌 062寄附金収入 ．．． ・~以X ．． ． ．．． ．，． ・－－ ．．． ．．． ．．． ・－－． ． ． 
置白 001寄附金収入 ．．． 戸ヰ胤 a ・・ －・・ ．．． ．，． ．．． I I I ．．． ．，． ．，． I I I ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 

01寄付金 －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． I I I ．．． ．．， ．．． I I ( ．．． ，．． ．．． ・－－ ．．． I I I ．．． 
よ 02物品 －・・ ~3蜘

．．． I I I 
I I ・．．． ．．． ．．， ．．． ．．． ．．． ．．． I I I ．，， －・・ ．．． ・－－ －・・ ．．． 

る 064経常経費補助金収入
．．． ．．． ．．． ，．． ．．． ・－－ ．．． ・－－ －．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． ，．． ，．． I I I ・・ B

．．． 
収 003市区町村補助金収入

． －・ ．． ．． ．． ．． ・・． ． ． ・－－ ．．． 
－・・ ．．． ．，． ．．． ．．． －・・ ．．， I I I I I I ．．． 

支 01市区町村補助金収入
． ． ．． 

－・・ ．．． ．．． －・・ ．． ． －・・ ．．， ．．． ．．． ．．． 
065助成金収入

． ，．． －・・ ．，． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ・－－
002都道府県社協助成金収入 ．．． ．，． －・・ ・－－ ．．． 

“‘ 
．．． ．．． ．．． ．．． ． 

02その他助成金収λ I I I －・・ ．．， ．．． ．．． ．．． ．．． 
a ・・ I I I ．．． ． ．． ． －－ ． ．． 

066受託金収入 －・・ ・17田:me'393伍悶 ‘ 77~ • 2421)(却 12(淑xx ．．． ．．． ．．． －．． ．．． ．．． ．．． －．． ．．． 
002市区町村受託金収入 ．．． 

: 11f>41附 ：~伺悶 ： p司悶 ?.qxxJ 
．．． ・－－ ．．， ．．． ．．． 

・－－ ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． 
01市区町村受託金収入 －・・ : llt>41附 ・－－ 11駅間 ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 

・－－ ．．． ・－－ ．．． ・－－ ，．． ．．． ．．． 
02移動支侵受低金収入

，．． ・－－ ．．． ．，． . 24蜘 －・・ ・－－ ．．． ．．． ．，． 
．．． －・・ －・・ ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． ・－－

03包括運営受託金
．．． ．．． 

'3750CXXXJ ' ＇・ －．． ．．． ．．． ・－－ ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．， ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
04認定調査受託金

． ． ' ~田α泊 ． ・ ． ． 
－・・ ．．． ・－－ ・－－ ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． 

05住改意見書作成受託金
． 

•SE淑X
． 

－・・ －・・ －・・ ・－－ ．，． ・－－ ．．． ．．． ．．． 
06予防教室受託金 ．．． ．．． ・筑以xx．．． －・・ I I I －・・ ．．． ．．． ．．． 
08元気あっぷシニア受託金 －・・ ・－－ '8400C ．．． ，．． －・・ ．．． ．．． ．．． I I ・． ． ．．． ． 

005都道府県社協受託金収入 ．．． －田4IDX ・－－ ・－－
，，． ・12(淑）（）（）

．．， ・－－ ．．． ．．． ．． ・－－ ．．， ． ．． ．． ．．． ． ． 
01都道府県社協受託金収入 ．．． 

．甲~ ・－－ ．，． ．．． 
: 1?-<J6P民．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．，， ．．． ・－－ －・・ ．．． 

061事業収入 ・－－ ：~阿
．．． ．．． 

I 1阿 ．．， ．．． ・－－ ．．． ・－－．．． －・・ ．． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． 
001参加費収入 －・・ ．．． ，．． ．．． ．．， ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．，目、 ．．． ・－－ －・・ ．．． ．．． ・－－ ・－－ I I ・．．． 
002利用料収入 －・・ : 2341boc 

．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．，． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． －・・ ．．． －・・ ，．． 
003利用者負担金収入

．．． ． －・ ' 1(胤
． ． ．． ． －． ． ．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．，． ．．． ．．． ．．． 

009センター利用料収入
． ． 

－・・ ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
010チャリティー事業収入 ・－－ ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ・－－ ．．． ．．． －・・
068貸付事業収入 －・・ ・－－ ．．． ．．． ．．． ・2泡民間 ．．． ．．． －・・ ，．． ． ． ． ． 
001償還金収入 ，．． －・・ ．．． ．．． ．．． ・2泡民間 ・－－ ・－－ ．．． ．．． 

・．． ．．． ・－－ ． ． ．． 
069共同募金助成金収入 I I I ・－－ ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ，．． ．．． t I I ．．． ．．， ・－－ －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． 
001一般募金助成金収入

．．． ．．． ・－－ ．，． 
”’ 

．．． ・－－ ．，． ．，． －・・．．， ．，． ．．． ．．． ．．． I I t ．．． ．．． ．．． ．．． 
002歳末助け合い助成金収入

．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ，．． ・－－ －・・・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．，． －・・ I I I ．．． 
070.負担金収入

，．． ．．． ．．． ”• I 

．．． －・・ I I I ．，． －・・ ．，． 
－・・ ，．． ．．． －・・ I I I ．．． I I I ．．． ．．． I I I 

001負担金収入
． ． ． ． ． ・－－ ・－－ ． ． 

’ ・－－ ． ．． ．．． －・・ ・－－ ．，， ．． ． ．．． ．，， 
I I ・・－－ －・・

02その他負担金収入
． 

I I I ・－－ －・・ ．．． ・－－ ．，． ．．． ．．． ．．． ，．． 
07f介護保険収入 ．，． －・・ i718'πα珂 ．．． ．．． ．．． ・－－ －・・ ・－－ ．．． 
002居宅介護料収入 ．．． －・・ 123'131側 ．，， ，， ．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． 
01介護報酬収入 I I I ．．． 

I fお回以XXl・－－ ・－－ ．．． ．．． －・・ －・・ I I ・． ． ． ． ． ． 
02利用者負担金収入 ．．． ・－－ ’但：7＆別

．．， ．．． ．．． ．．． ．，， ．．， ・－－－・・ ，．． ．．． ．．． ・－－ I I ・ ．．． ．．． ．．． 
03介護予防報酬収入 －・・ ．．． 

コ~
．．． －・・ ．．． ．．． ．．． I I I ．．． 

－・・ ・－－ ・－－ ．．． ・－－ ．．． ．．． －・・ ．．． 
04介護予防負担金収入 ・－－ ・－－ ：諸制xx

．．． ．．． ，．． ．、． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ，．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
003居宅介護支援介護料収入

，．． 
I I ・ :29~倒)CXJ －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 

－・・ －・・ －・・ ．．． ．．． ・－－ ．．． －・・ ．．． 
004利用者等利用料収入

．．． ．．． ．同α淑Xl
．．． ．．． ．．． I I I ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ・－－ ・・． ．．． ．．． 

02居宅介護fーピ訴fJ用料
． 

I 30000 
． 

’・ a
．．． ．．． ．．． ．．． ．．． －・・ I I I ．．． 

05食費収入 ・・． ．．， ・日7民間 ．．． ．．． ．．， ・－－ ．．． ．．． ．．． 
005その他の事業収入 ・－－ －・・ ・民間却 ．，． I I I ．．． －・・ ．．． ．．． ・－－
01補助金収入 ．．． ．．． ・反則X ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．， ．．． ．．． 

006介護予防プラン収入 －・・ －・・ ・14121:獄X ．．． ，．． ．，． ・－－ ，．． I I I ．．． ，，． －・・ ．．． －・・ ．．． ．．． －・・ ．．． ・－－
01介護予防プラン収入 －・・ I I I 

: 14~2司xx
．．． ．．． ，，． ・I I －・・ ・－－ ．．． ．．． ．．， ．，． ．．． 。．， ．．． ．．． －・・ ・－－

072利用料収入
．．． ，．． ．．． m抑

．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ，，． 
．．． 

I I ・．．， －・・ －・・ ．．． ．．， ．．． ，．， 

1 0 



資金収支の郁（C/F)

資金収支予算内訳表
第2号ー1様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成25年 4月 1日

（円単位） 一般会計

勘定科目
徹以剥育 福祉トーピ 暦百｝捜等 ゴ｝餌均等 障害者自立 fl!i蹟塗貸

成事業 ス相周支援 事業 事業 去鑓持・業 付事業

002利用者負担金収入 ．．． ．，． －・・ I 27まxx:・・ a
．．． ．．． ．．． －・・ ，．． 

074自立支援費収入 ．．． 1邸5<XX．．． ・－－ ・ ~ltmel ．．． 
8 ・・ －・・ ．．． ．．． ． 

001介護給付費収入 ．．． ．．． ．， ． ．．． '22281α児．． ． －・・ ．．． ．．． ．．． ． ． ． ． ． 
002利用者負担金収入 －・・ ．．． ・－－ ．．． ’370C悶 ．．． ．．． ．．． ．．． ．．， ．．． ．．． －・・ ’E唱． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
003サービス利用計画作成費収入

I I I ：加制 I I '  I ，．， ．，， ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． I I I ．，． －・・ －・・ ・－－ ．．． I I I ．．． 
076雑収入 〉崎別 : 1蜘 ~12JX肥

．．． ．．， ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． 
－・・ ”’ 

．．． ・－－ ．．． ．．， ，，． 
001雑収入 ： 〉紙問 : : 15'xxl : l12lxxl 

．．． ．．． ・－－ －・・ ．．． ・－－ ・－－．．． ．．． －・・ ．．． －・・ ．．． ．，． 
01退職共済預け金差益 ・・， ．．． I I I ．．． －・・ －・・ ．．． ．．． ．．． ・－－．．． I I I ．．． ．，． －・・ ．．． －・・ ・－－ ．．． ．．． 
02雑収入 ・'1＆刻却 ・1民間 I U200C 

e ・・ ．．． ．．． ．． ． I I ・－・・ ．．． ． 
078受取利息配当金収入 ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． I 2000 －・・ ．．． ．．． ，．． 
001受取利息配当金収入 ．．． ・－－ －・・ ．．． ．．． ' ID:悶 ・－－ ・－－ ．．． ・－－

080経理区分間繰入金収入 ，．． ・401奴xx: I s:溶剤E ．．． ．．． I 1().1000 －・・ ・－－ ．．． ．．． ． ．． 
001経理区分間繰入金収入 －・・ ・401筑間 ・5溶剤x:．．． ・－－ ・1似民間 o I O ．．， ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． 
01経理区分間繰入金収入

．．． ：部l咋悶 ：取湾問 ．．． ．．． 
)04仰

．．． ．．． ．．． ．．． ．，． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
081本支所間保入金収入

．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－．．． ．．． ．．． ・．． ・．． －．． ．．． －．． ・－－ ．．， 
001本支所間繰入金収入

．．． ．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
I I ・．．． ．．． ．．． －・・ －・・ ．．． 

01本支所間繰入金収入
．．． －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． －．． ．．． ．．． ．，． ．．． ．．． 

I I ・．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． 
084経常活動収入計1 I aBE淑X ．おS必α却 21官制問 lQI錦町 ,z溺 1側 ・4沼7α)C

． ． ． ．． ． ．．． ．．． 
a ・・

支 031人件費支出 ．．． ・2胤 1αm ~4l掠獄xx ．．． ・1必MOOJ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
出 001役員報酬 ・0 I －・・ ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． 

002職員俸給 －・・ I 1161収XXJ ・需拡獄xx．．． ・お匹以E ．， ． ．，． ．．． ．．， ．．． ． ． 
003職員時手当 ．．． I 6(脱獄児 ・34871似 I I ・ I Z'l羽XXl．．． ．．． ．．． I I I ．，． 

－・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－
004非常勤職員給与 ．．． 

:i~ : 1Eif31時刻 ・－－ ：僚湾問 ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． 
005法定福利費 －・・ ：雄時間 :1~糊)00

．．． 
山知麻却

．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．， ．．． ．．． ．．． －・・ ・－－ ・－－
006退職金

．，． ・－－ ．．． ．．． －・・ ・－－ I I I ・－－ ．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． －・・ I I I ．．． ．．． ・－－ ．．． ・－－
01退職一時金

．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－．．． ・－－ ．．． ・－． － ．．． ・－－ ・－－ ．．． －・・ ・－－
032事務費支出 ．悦αx I 41:甑X悶 ,z抱900J

． 
I 41αxx: I oooc 

． －． ．． ． ・－－ －・・ ．．． ・－－
001福利厚生費

・．
I e;獄xx I m&XXJ ・~獄)C

． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ，．． 
002旅費交通費 I 3E矧X I 2:獄xx－ 4π政担 ．．． ・袋路Xl I a:蜘 ．．． ．．， ．．． ・－－
003研修費 ・4矧X I 21<XX: ・14矧却 ．．． I 16(悶 ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ． 
004消耗品費 －・・ ．．． ．．． ．．． －・・ ．．， ．．． ．．． 

I I ・・I I ．．． ．．． ．． ． ． ． ． ． 
005器具什器費 f I I －・・ I I I －・・ ．．． ．．． ，．， －・・ ・－－ ・－－－・・ ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ・－－
006印刷製本費

．．． ．．． ・－－ ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．， －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－
010通信運搬費

．．． －・・ ‘・・ ・I I 
．．． ．．． ．．． ・・ E －・・ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 

I I ・・－－ ．．． 
013業務委託費 ・－－ ．．． ・・ 8

，．． ．．． ・－－ ．．． －・・ e ・・ ・－－－・・ ．．． ．．‘ ．．． ．．． －・・ ・－－ ．．， ．．． －・・
01委託費

．． ．．． －・・ ・－－ ．．． ．．． ． ． ．．． 
I I I ・－－ ．，， ．．． －・・ ．．， ．．． ．．． ．．． －・・

02保守料
． ． ． ． ． ． ．．． ，．． I I I I I I ，．． ．．． ．．． ．．， I I I ．．． 

014手数料 ．．， ．．． ．．． ．．． ．．． ．，， ・－－ ．．． ・－－ ．．． 
015損害保険料 ．．． ．，． ．．． ．．， ．．． ， ．．． ’・ a

．．． ．．， ．．． 
016賃借料 ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ・－－． ． ． 
017租税公際 ．．． ・－－ －・・ I I I ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ・－－ ，．． ．．． ．．． ．，． ．．． ．．． ．．． 
018渉外費 ・－－ ．．． ．．． I I ・，．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ．．． 

・－－ ・8 ・，．． ．．． ・－－ ．．． ．．． ・－－ ．．． ・－－
021雑 費

．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ，．． ．．． ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． －・・ ．．． ．．． 
01退職共済預け金差損

．．． －・・ ，．． －・・ ．．． ．．． I I I ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． I O I ・．． －・・ ．．． －・・ －．． ．．． 
02雑 費

．．． ．．． ．．． －・・ ’a ・．．． ．．． ．．． ・－－ ．．． 
－・・ ．．． ．．． I I I I I I ．．， ．．． －・・ －・・ ．．． 

033事業費支出 oll似 I 41471α却 ．：到溜XXXl I ？田αE 1~以児 I 13C沼:xx
． ．．． ．．． ．．． ．．． ． ． 

001鯖謝金 ．．． I 32(X却 ・3&XXl－・・ ・－－ ．．． ・・． ．，． －・・ ．．． 
002旅費交通費 ．．， ・4矧加 ・－－ －・・ ・－－ ・旬以)(J ．．． ．．， ．．． ‘．． 
01役職員旅費 ．．． －・・ ．．． －・・ ．，， －・・ ，，． －・・ ，．． ．．． 
02委員等旅費 a ・・ ・4反則

I I O ，．． 
I I ・・叩1000

．，， ．．． ．．． ，．， ．．． ・－ I I I ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． 
003消耗品費 ．川悶 ：回3附 : 2~伺xx: ：問問 戸71仰 ：旬開 ．．． ．．． ．．． ．．， ．．． －・・ ．，． ．．． 
01介護用品費

，．． 。．，
:1~ 

．．． ．．． ・0 ・．．． 
a ・・ o I I 

8 ・・．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．，． ．．． ．．， 
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資金収支の部（C/F)

資金収支予算内訳表
第2号ー1様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成25年 4月 1日

（円単位） 一般会計

勘定科目
撤以材育 働印」ピ 居留｝寝等 ブ｝宮肝院解 障害者自立 働蹟金貸

成事業 ス手1開封霊 事業 事業 支損等蛾 付事業

02その他の消耗品費 ・300C・問主問 ' 2ffl獄刈・ ・倒悶 ' e71医氾 ・9まxx;・－－ ・－－ ．．． ．．． 
004器具什器費 O I ' － t制御 I 7Z.以X ．．． 

I 31α）（） ．．． ．．． I I O ．．． ．．． 
005印刷製本費 ・I I ’0 I 

I I o ．．． ・必淵珂 '16CX犯 ．．． ．，． ・．． ．．． 
1 I I ' I ．． ．．． I 、

006水道光熱費
．，， 

戸勾∞ ·~制蹴 ．邸πm．．． ．．． ‘・ 1・．．． ・．． ．．． ．，， ，．， o I I I 0 I ・0 ・．．， －．． 
007車柄費

．．， 
：同xx: psqJOC 

，，． ．．． ．．． I I I ．．， ，，． ，．． 
・－－ ’－－ 

，．． ．．． 
”’ 

I I I I O I ，，． 
008燃料費

．．． 
出取X ：拾お附 ：似xx: l倒xx:

．．． ．，． ' ' ' ．．． ．，， 
．．． ・2 ・．．． ．，． ・・ 8

o I I 

01燃料費
．，， 

: : 36Cxx: 同伽 '4(沿庇
，．． ．．． 0 I I ' ' ' O o I ・・ E．．， 0 I I ，．． ’・ s

．．． ．．． ・・ a

02車輔燃料費
．．． 

' 216CJOC ' 2831α犯
' o I 

' J.~獄)C ・－－ ．．． I I o I o 0 ．．． ．，． ．．． ．．． ．．． ' I o 

009修繕費 ' 1392(X)() 
． 

I I 0 ．，． ．．． ．．． ・－－ ．．． ．．． 0 0 I ．．． 
「

010通信運搬費 ' lC政 ・8佼刻)(J － 1ぽ淑X幻 ，．． ・14(削)(J ilg;淵:XJ．．． ．．． 0 I 0 ．．． 
011会儀費 ・－－ ．．． ・2以)(J ．．， ・2 ・，．， ．．． ．．． ．．． ・－－
012広報費 ・．． ”・

，．． ．．， 
”’ －・・ ．．． －・・ ．．， ．．， 

’ ’ 013業務委託費 ．．， 
124α泊 I 2961(庇 ’llCXXJ ’町α犯 ・12CJOC 0 I 0 ．，． I I I ．．． 

・－－ ．．， ．．． ．，． ．．． 
01委託費

I I O ．．． 
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資金収支の部（C/F)
資金収支予算内訳表

第2号一1様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成25年 4月 1日

（円単位） 一般会計

勘定科目
撤以材育 働 tザ」ピ 居畝謹等 ブ｝世肝防等 障害者自立 観蹟金貸

成事業 ス釈開封愛 事業 事業 支讃等蝶 付事業

活 095その他の収入 ・－－ ．．． ．．． ・－－ ' I ・ ．．， ．．． ．．． －．． ・－－
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平成25年度経理区分総括表

（単位：千円）
& 経湿区分 事業名（経理上細目） 平成25年度 平成24年度 対比
①法人運営及び経営管理事業 147, 940 120. 606 27, 334 

｜直I ：~ 法法法人人人運運運営営営 ｛役員｝ 経営管理事素
1,568 l, 518 50 

（事務局）経営管理事業 97,945 99,062 6.1,117 
（事務蹄費）経営管理事業． 19,501 7,547 11, 954 

5）法人運営（退職積立金）経営管理事業 19,696 12,479 7,217 

6）法人運営（寄付金受入）経営管理事業 9.230 9.230 
②企画関査研究事業 239 210 29 

1）地峨福祉活動計画事業 239 210 29 
＠広報活動事業 t, 164 1, 034 130 

1）大会事業 653 653 100 

2）広報啓発事業 412 313 99 
3）情報収集管理運営事業 99 168 ム 69

＠連絡調整及び助成事業 3, 627 3, 587 40 
r 1 ）関係団体助成事業（運営補助事業） 1,200 l, 160 40 

2）関係団体助成事業（活動補助事業） 2.427 2,427 
⑤ふれあいのまちづくり事業 29, 874 30, 514 .6. 640 

~~ふ地れ区社あい福祉相肢事業 2,364 2,357 7 

協支援事業 2,391 3,244 6. 853 

3）地域侮祉推進チーム支援事業 12,350 12,218 132 

4）ふれあい・いきいきサロン事業 300 346 ム 45

5）地犠住民グループ支援事業 6,250 6,200 50 

6）重度障害児者社会$加促進事業 888 888 

1一ι7~ 家子一族育介盛者交流事業 347 342 5 

てサポート事業 15 15 

9）チャリティ事業 4,000 3,900 100 

11）郎知症サボ｝ター養成事業 855 855 

12）地域福祉推進事業 114 160 ム 36

＠ボランティアセンター事業 4, 788 6, 530 .6. t, 742 

1）ポランティアセンター運営事業 3,374 6, 162 6. 1, 788 

3）福祉教育支援事業 l 2 6. l 

4）ポランティア育成研修事業 688 638 50 

5）防災ボランティア事業 725 728 6. 3 

⑦高齢者コミュニティセシター事業 7, 634 7, 306 328 

1）高齢者コミュニティセンター管理運営事業 3,933 3,950 6. 17 

2）生きがいと健康づくり事業 3. 701 3.356 345 

＠社会福祉センター管理運営司E婁 15, 079 16 294 企 t215 

＠共同募金助成金事業 8, 656 9, 295 .6. 639 

1）老人福祉活動事業 1, 830 1,830 

2）障害児・者福祉活動事業 331 393 6. 62 

3）児童・青少年福祉活動事業 116 134 6. 18 

4）住民全般対象事業 2,489 3,045 6. 656 

5）歳末たすけあい助成金事業 3,890 3,893 6. 3 

＠福祉人材養成事業 186 222 .6. 36 

1）福祉人材養成事業 186 222 6. 36 

⑪福祉サービス利用支擾事業 26,346 25, 534 812 

1）陣がい者生活支援事業 10,401 10, 768 6. 367 

2）あんしんサポートセンターのペおか運営事業 9, 736 8,869 867 

4）苦情処理対応事業 44 51 6. 7 

5）福祉機器リサイクル事業 3,996 3,996 

6）福祉機器レンタル事業 2,036 l, 717 319 

7）帯贈物品受入事業 133 133 

⑫居宅介護等事業 ． 216. 703 209, 983 6, 720 
（介霞保険事業） 1）地犠包括支援センター事業 52,667 52,031 636 

｜三2了）五居百宅問蚕介護支援事業
35,050 31, 819 3,231 

護事業 29,668 35,972 6. 6,304 

5）北方デイサーピスセンター事業 65, 345 49,536 6,809 

6）曽木デイサーピスセンタ一事業 43 973 40 625 3 348 

⑬介護予防等事業 t, 049 1. 849 .6. 800 

区）北方生きがいデイサービスセンター事業 517 873 ム 356

3）曽木生きがいデイサーピスセンタ一事業 532 976 6. 444 

＠障害者自立支援事業 22. 561 18. 095 4. 466 

I玄了忌宅介鰻事業 22.561 18,095 4,466 

⑮福祉資金貸付事業 4. 297 4, 404 .6. t 07 

1）生活福祉資金貸付事業 1,206 1, 186 20 

2）市民助け合い資金貸付事業 3 091 3,218 6. 127 

合計 490, 143 456,463 34,680 
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平成25年度経理区分総括表（本支所順〉

th 経理区分 事業名（経理上細目）
①法人運営及び経営管理事業

＠企画調査研究事薬

＠広報活動事業

＠連絡網藍瓦ぴ助成事業

＠ふれあいのまちづく吾事桑

⑥ボランティアセジター事業

11)法人運営（役員）経営管理事業

12）法人運営（事務局）経営管理事業

13）法人運営（事務諸費）経営管理事業
I 5 ）.法人運営（退職積立金）経営管理事業

6）法人運営（寄付金受入）経営管理事業

10地域福祉活扇百十回事業

11）大会事業

12）広報啓発事業
3）情報収集管理運営事業

Ill関係団体助成事業（運営補助事業）
2）関係団体助成事業（活動補助事業）

1）ふれあい福祉相続事業
2）地区社協支援事業

3）地域福祉推進チーム支援事業

4）ふれあい・いきいきサロン事業

5）地域住民グループ支援事業

6）重度障害児者社会審加促進事業

7）家族介護者交流事業

8）子育てサポート事業

9）チヤジティ事業

11）眠知症サポーター養成事業

12）地域福祉推進事業

1）ボランティアセンター運営事業
3）福祉教育支援事業

4）ボランティア育成研修事業

5）防災ポランティア事業
＠高働者コミュニティセンター事業

1）高齢者コミュニティセンター管理運営事業

2）生きがいと健康づくり事業

＠担金福祉センター管理運営事業

＠共同募金助成金事業

⑪福祉人材養成事業

1）老人福祉活動事業
2）障害児・者福祉活動事業

3）児童・青少年福祉活動事業

4）住民全般対象事業

5）歳末たすけあい助成金事業

1）福祉人材養成事業

⑪笛祉予ーピス利用支援事蚕

＠居宅弄麗等事業
（介護保険事業）

⑬介陸予防等事業

1）障がい者生活支援事業

2）あんしんサポートセンターのペおか運営事業

4）苦情処理対応事業

5）福祉機器Pサイクノレ事業

6）福祉機器レンタノレ事業
7）寄贈物品受入事業

1）地域包括支援センター事業

2）居宅介護支援事業

3）訪問介護事業

5）北方デイサーピスセンター事業

6）曽木デイサーピスセンター事業

同了五云生きがいデイサ－ t.'天~タ一事業
3）曽木生きがいデイサーピスセンター事業

2）居宅介護事業

11）生活福祉資金貸付事業
一一12）市民助け合い資金貸付事業

苔言干一
平成24年度当初予算

前年度差額

15 

（単位：千円）
法人合計 本所 ：北方支所 i北浦支所汁tJll支所

147, 940 142. 9891 1. 8191 1, 7301 1, 402 
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平成25年度収支予算：490.143.000同

自主財源
(18.637平岡 3.8%)

・寄付金
。置興返し

。一殴寄柑

O鞠昂寄柑
・筒助金貨 外

介檀保険事.等収入
( 196.123干問 40.0%)
・升撞穂酬眼入

・升盟予防報酬眼入

・利用者負担金眼入
・居宅介盟主掴報酬 外

収入

繍励金.（105.751干同 21.6%)
・市補助金．
0法人運営経営管理

。ふれあいのまちづくり事鑓 ’ 
。社会福祉センタ－・・理運営事鍵
。ボランティアセンター事績 外

受髭金及び助慮金 (78.149平岡 15.9~ 】
・市受託金
。勉揖包括支彊センター

。高齢者コミコニティセンター
。延岡市陣がい者相蹟支tiセンター 『ばれっとj

・県社協受託金
。日常生活自立支盛事襲〈権利痩聾〉 外

その他の収入
(91.483平岡 18.7%)
・共同算金朗成金

・事襲眼入

。ふくしパザー

。福祉センター利用料

＜＞•加者負担金
・基金隈崩 外

支出

介竃保険等司，.
(200.968平岡 41.0%)

・介車保蹟事鍵

。居宅介国支担 。肪問介担

。デイサービスセンター 外

・介盟予防事業

・障がい奮自立支蝿

地縁禍.織遂事.
(55.982平岡 11.4%)

・ボランティアセンター事鍵
・共同募金問成事業
.,5す1あいのまちづくり事業 外

。志す1あいいきいきサロン

。旭区祉会福祉臨副会

。地鼠福祉挺進チーム

在宅福鑑サービス司，.
(69.988干同 14.3%)

・延岡市聞がい者相臨支盟センター
『lまれっとj

・日智生活自立支盟事業（纏利樋盟〉

・福往慣習の貸出等

・生活福祉資金貸付等

・地鼠包活支煙センター
・在宅介盟者のつどい 外

祉会福祉センター
智理運営事業

(15.079平岡 3.1%)

法人活動雄遂事黛
( 148.126千四 30.2%)

・注入運営経営管理
。理事会・碑閣員会運営

。事費局経費 外

・祖祉人材育成
。実習生受け入れ、質成 外



・－‘
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．－ 
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平成24年度

事業実績報告並びに決算書

自平成24年 4月 1日

至平成25年 3月31日

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
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平成24年度事業報告

社会経済情勢は依然として厳しく、長期にわたる経済不況が続いている中、私

たちを取り巻く社会環境は、少子高齢化の進行や依然として厳しい雇用情勢を背

景に、孤立死や虐待などの新しい福祉課題が深刻化しております。

このことから、身近な地域における高齢者、障がい児・者、児童などに対する

見守り活動、居場所づくりなどの日常的な地域での支え合いの重要性が改めて認

識され、関係福祉団体・ボランティア団体・地域住民とともに地域福祉を進めて

いる社会福祉協議会への期待と役割は、一層強いものになってきています。

このような中、地域福祉を推進する代表的な担い手となる延岡市社会福祉協議

会は、行政をはじめ、市内 22地区の地区社会福祉協議会、 17地区の民生委員

児童委員協議会、及び関係福祉団体等との一層の連携強化や、小地域福祉活動の

推進をはじめとする様々な地域福祉活動事業の積極的な展開、関係福祉団体・ボ

ランティア団体とのネットワークの強化に努めました。

また、事業推進において貴重な財源となる賛助会費と寄付金につきまして、役

職員が一丸となりまして、財源確保に努めました。

平成24年度は、「みんなでつくろう 支え合う地域社会Jを基本理念として、

下記の重点事業の推進に取り組みました。

( 1）地域福祉の推進

各地区社協の活動充実、地域福祉推進チーム（23 2チーム）、ふれあい・いき

いきサロン（ 1 2 5サロン）の活動支援・設立支援をはじめ、関係機関団体との

連携強化に努め、地域福祉事業の推進を図りました。

災害対策として、平成24年度は、佐伯市社会福祉協議会と災害時相互応援協

定を締結しました。この協定は、平成23年度の五ヶ瀬川水系社協（延岡市・高

千穂町・日之影町・五ヶ瀬町）との応援協定に続く協定となり、県境を越えての

協定は、九州でも 2例目となります。

加えて、一昨年の東日本大震災を教訓とし、災害時の被災者支援のための災害

ボランティアセンターの役割が重要視されたことを受け、本市の災害ボランテイ

アセンターマニュアルの策定、災害ボランティアネットワークの拡充、災害ボラ

ンティアリーダーの育成、災害ボランティア登録の整備・拡充に努めました。

また、高齢者の方や障がいのある方が、住み慣れた地域で安心・安全な暮らし

ができるよう、民生委員児童委員の皆様のご協力のもと、安心カード地域見守り

事業（「安心カード」の配布）を実施し、地域福祉の充実を図りました。



( 2）福祉サービス事業

地域包括支援センターでは、高齢者の総合相談窓口として地域に住む高齢者の

実態把握を基本に、保健・福祉・医療の調整や、介護予防、高齢者の権利擁護に

も取り組み、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように支援しました。

介護保険事業では、介護支援センターを設置し、居宅介護支援事業所とホーム

ヘルプサービス事業所を統括、相互に連携して自立した在宅生活の支援に繋げま

した。デイサービスでも、利用者ニーズに合わせサービス提供時間を延長し、地

域に密着したサービスを提供しました。また、介護職員の更なる処遇の向上のた

め、介護職員処遇改善加算を受け、改善に努めました。

障がい者相談支援センター「ばれっと」では、障がいのある方やその家族の地

域での生活を支援、自立と社会参加の促進を行うとともに、延岡市障がい者自立

支援協議会を通じて、地域のネットワーク構築に努めました。

障がい福祉サービスでは、障がいのため日常生活に支障がある方に、ホームヘ

ルパーを派遣し在宅での自立した生活を支援する、居宅介護事業を実施しました。

加えて、重度障がいのある方の社会参加促進のため、福祉車両による移送サービ

スや、福祉機器リサイクノレ事業にも取り組みました。

日常生活自立支援事業「あんしんサポートセンターのべおかJでは、認知症高

齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分な方が地域で安心し

て暮らせるように、福祉サービスの利用手続きや金銭管理の支援を行いました。

また、事業の周知活動にもカを入れ、利用者も年々増加しτいます。

低所得者に向け資金を貸し付ける生活福祉資金貸付事業では、平成21年度の

制度改定による要件緩和以降、貸付者が増加しており、それに対する自立支援・

償還指導について、県社協との連携強化を図りました。

まとめに、介護保険事業が社協運営の基盤となっていることから、安定した収

益の確保、併せて多種の福祉サービス運営を社協の強みとした、ワンストップサ

ービスに心掛けることにより、社協の信頼に繋がるよう努めました。

( 3）自主財源確保実績報告

賛助会費実績 （単位：円）

世帯会費｜福祉会費｜団体会費｜特別会費｜合 計

平成24年度実績 1 5, 249, 300 11, 453, 208 I 220, ooo I 2, 052, ooo I 8, 97 4, 508 

平成23年度実績 I5, 323, 535 11, 499, 128 I 243, 050 I日肌500I 9, 1瓜 213

平成24年度当初目標額 9,234,000円 目標達成率 97.2% 

寄付金実績

香典返し 一般寄付

（単位：円）

その他寄付｜ 合 計

平成24年度実績｜ 6, 116, ooo 1 6, 764, 545 1 1 13, 540, 545 

平成23年度実績｜ 5, 922, ooo I 3, 136, 969 I I 9, 068, 969 
平成24年度当初目標額 9,069,000円 目標達成率 149. 3見

物品寄付： 145,000円

内，

ι



平成24年度理事会・評議員会報告

月日｜区分｜ 議 題

5月 25日（金）｜ ｜第1号議案平成23年度事業報告について

理事会｜第2号議案平成23年度一般会計決算報告並びに監査報告について

第3号議案評議員の補充選任について

第1号議案平成23年度事業報告について

評議員会｜第2号議案平成23年度一般会計決算報告並びに監査報告について

第3号議案理事の補充選任について

9月 14日（金）｜ ｜第1号議案平成24年度一般会計第1次補正予算（案）について

理事会

第2号議案就業規則の改正について

12月 7日（金）｜ ｜第1号議案平成24年度一般会計第2次補正予算（案）について

理事会

第2号議案歳末たすけあい募金助成（案）について

3月 27日（水）I ｜第1号議案平成24年度一般会計第3次補正予算航ついて

第2号議案平成25年度事業計画・収支予算書（案）について

理事会

第3号議案評議員の選任について

第4号議案職員給与規程等の改正について

第1号議案平成24年度一般会計第1次補正予算（案）について

第2号議案平成25年度事業計画・収支予算書（案）について

評議員会

第3号議案理事・監事の選任について

第4号議案職員給与規程等の改正について

向。



平成24年度主要行事報告

月日 事業・行
4月 2日 （月） I平成2-4年度辞令交付式

｜線所長会（社会福祉センター）
一土旦」笠旦 （水）｜五ヶ瀬川水系社協災害時相互応援協定調印式（高千穂町） ーー一一一一一
4月 19日 （木）｜無料法律相談（社会福祉センター）
5月 1日 （火）｜線所長会（社会福祉センター）

三五一耳目 （火） I災害ボランティアネットワーク世話人蚕誌（社会福祉センタニ了一一一一←
5 万 16日 （水了I地域福祉推進チーム代表者会（延岡総合文化センター） 一一一ー

｜無料法律相談（北方健康福祉セシター）
5月 17日 （木）｜会計監査（社会福祉センター）

無料法律相談（社会福祉センター） － F 一一一一
こ豆互三豆百一司汀｜ふれあい・ど主どきサロン代表者会（証蚕福扇子すこ了一一一一一一
｜ 5月 25日 （金）｜理事会（1正00...：..；）、評議員会（13: 30～） 一一一一
r-5・万三5日 （火）｜社協だより「写:v;:::c不支しJ発行 一一一一一一一一一一一一一一

6月 1日 （金）｜課所長会（社会福祉センター）
~－月 11日一て芳了l特別賛助会費企業訪問（本所：～ 15日返了一一三一一一一一一一一一一一
6月 12日 （火）｜特別賛助会費企業訪問（北方：～ 13日迄）

特別賛助会費企業訪問（北川：～ 13日迄） 一一一一一
一百万 14日 （水）｜特別賛助会費企業訪問（北浦） 一一一一一
一百万 17日 （日） I茨害ボランティアリーダー養成講座基礎編（社会福祉センター） 一一一一

6月 20日 （水）｜無料法律相談（北川老人福祉館）
6 月 21日 （木）｜無料法律相談（社会福祉センター）EH百一ττア｜殆ボランテ

一28日 （木）｜王E協だより「みてみてふくしj発行
7万一 1日 て百了l災害ボランティアリーダー養成講座実践編（社会福祉センター）一一一一一

i---7月 2日 （月）｜線所長会（社会福祉センター）
「7つ肩－－－8百一（日）｜災害ボランティアリーダ4表訴講雇実践編て社会福証モンター）
｜ 月 9日 （月）｜福祉啓発作文運営委員会（社会福祉センター）
I 1月 17日 （火）｜無料法律相談（北浦公民館）
I 7月 19日 （木）｜無料法律相談（社会福祉センター）

7月 24日 （火）｜「海を満喫しよう in北浦J （北浦 ～2 5日迄）
」 7ll__26日 （木）｜北方包括地域ケア会議（北方健康福祉センター）

8月 1日 （水）｜課所長会（社会福祉センター）
ー共同募金助成一次審査（社会福祉センター）

8月 4日 （土）｜第 34回延岡市社会福祉大会（総合文化センター）
8月 7日 （火）｜「チャレンジ北川’ 12なつj （~tJll ～8日迄）

｜ 8月 9日 （木）｜「わくわく！自然体験inきたかたj （日之影町 ～1 0日迄）
I 8月 13日 （月）｜高校生ボランティア体験事前学習会（社会福祉センター）
I 8月 14日 （火）｜高校生ボランティア体験（市内施設 ～23日迄）

月 20日 （月）｜社会福祉援助技術現場実習
（九州保健福祉大生4名受入 9月20日迄 2 3日間）

議官職員免許法の特例による「介護等体験j

ー （九州保健福祉大生 1名受入 8月28日迄 7日間）
' 8月 22日 （水）｜社会福祉援助技術現場実習（九州保健福祉大通信生2名受入）

｜ （九州保健福祉大通信生2名受入 1 0月23日迄 23日間）
「百万 25日 （王了下シディキャップ体験福導員養成講座（社会福祉センター） 一一
一言一万一三百百 （水） I在函ーだより「みてみてふくしJ発行

9月 1日 （土）｜第 19回在宅介護者のつどい（熊本県高森町）

［二亘三ル…ツプ体験指導員一竺三； 三｜練所長会（社会福祉センター）
9月 5日 （水）｜中国人殉難者慰霊祭（棋峨鉱山跡地）
9月 14日 （金）｜理事会（社会福祉センター）
9月 19日 （水）｜子育てサロン研修会（恒宮コミュニティセンター）

一子月三百百－T末了花方包括地域ケア会議（北方健康福祉センター） 一一一一一一一一
10月 1日 （月）｜赤い羽根共同募金（ 1 2月31日迄）

際い羽根共同募金セレモニー（社会福証壱ジタ二了一一一一ー一一一手一一一
（ 一 一一 一l練所長会（社会福祉センター）

I fo月 2日 （火）｜避難訓練（北川支所）
日U万－3百ーで末Tl官官西包括地域ケア会議 l社会福祉セシ夢二7一一一一一ー 一一 一一－
liO ＂万－ 11百ーで末Tl恒富コミュニティセンタ三運営委員会（恒富三ミ王王子~ジダエ）一一一－
TO-K If百←て末Tl無料法律相談（北川｜老人福祉館） 一一一一一一ー一一一一一一一一一
日δ万－20百 T王プ－｜英両募金公開プレゼンテーション（往蚕福証壱ジ夢二）－－－ 一一一一一－
I百万三5百（火）-r防災関係講演会（北浦公民館）
~~肩扇百－:s末了主；；瀬川水系証蕗蓮言語協議会（社会福祉センター了一一一一一一一一一一一
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月 日 ｜ 事ー業・行事
11月 2日 （金）｜佐伯市社協との災害時応援協定の事前打合（社会福祉センター）
11月 5日 （月）｜線所長会（社会福祉センター）
τ了万 8日 T末了＇lが羽夜共同募金法人大口訪同琢所一言百可否百一一一一一一一一一

赤い羽根英里基金些人大口訪問（北川） 一一長一一一
恒宮西包括地域ケア会議（社会福祉センター）

I u 月 20日 （火）｜北浦包括地域ケア会議（北浦保健福祉センター）
I 11月 21日 （水）｜第34回ふくしバザー実行委員会
I 11月 22日 （木）｜北方包括地域ケア会議（北方健康福祉センター）
11月 28日 （水）｜職員衛生委員会（社会福祉センター）
12月 1日 （土）歳末たすけあい募金（ 1 2月31日迄） 一一一

I 12月 3日 （月）｜課所長会（社会福祉センター）r i2月 7日 τ歪了理事会（社会福祉センター）一一一一一一一一一一一一一一一

I 12月 10日 （月）｜広報紙編集委員会（社会福祉センター）
1玄万一12子て末了I:遍難百i扇1曽木デイサービスセンターア一一←一一一一一一一一一一一
12月 14日 （金）第 33回ふくしバザー第2回実行委員会（社会福祉センター）

1-12月旦亘十T王了匝再Eよる歳末助け合い街頭募金（市内7ヶ所） 一一一一一一三二二
I 12月 18日 （火）無料法律相談（北浦公民館）
日玄月 20日 Tヲ石了i燕科法律相談 T在蚕福祉センター）一一
12月 26日 司汀｜職員衛生委員会（社会福祉センター） 一一一一一一一一一一一一一一一一一一

12月 27日 （木）社協だより Iみてみてふくしj発行

U三旦 28日 （金）｜佐事納め式 一一一一一一一一一一
I 1月 4日 （金）｜仕事始め式

｜繰所長会（社会福祉センター）
｜ 1月 7日 （月）｜広報紙編集委員会（社会福祉センター）
｜ 1月 16日 （水）撫料法律相談（北方健康福祉センター）

1月 17日 （木）｜無料法律相談（社会福祉センター）
1 月 18日寸亙了了防33面ふくしバザー第3回実行委員会（社会福祉センター）
1月 19日 （土）｜第20回在宅介護者のつどい（ヘルストピア延岡）

月 23日 （水アl顧員衛生委員会（社会福祉センター）一－ e一一一一－－・・
｜ 1月 25日 （金）｜佐伯市社協との災害時相互応援協定調印式（ホテルメリージュ）
. 1月 31日 （木）｜課所長会（社会福祉センター）

2月 2日 了互7アl第33回ふくしバザー（ 1日目： 10:00～15:00) 
2月 3日 （日）｜第33回ふくしバザー（2日目： 10:00～14:00)
2月 4日 （月）｜平成25年度事業計画・収支予算ヒアリング（ 7日迄）
2月 6日 （水）｜北川地区ボランティア交流会（北川老人福祉館）
2月 12日 （火＞ I広報紙編集委員会（社会福祉センター）
2月 15日 （金）｜広報紙編集委員会（社会福祉センター）
2月 20日 （水）｜無料法律相談（北川老人福祉館）
2月 21日 （木）｜無料法律相談（社会福祉センター）

苦情報告会（社会福祉センター）
花ヨ7包括地域ケア会議（北方健康福祉センター）

2月 24日 （日）｜第 12団地域福祉推進大会（文化センター）
-2月 25日－r万了｜職員衛生委員会（社会福祉センター） ー ←一一一一
2月 26月 （火）｜第2回いきいきサロン代表者会（社会福祉センター）

l社協だより「みてみてふくしj発行
一玄百一三子万一τ末了！避難訓練（北川老人福祉館）

2月 28日 -r;末了悌33回ふくしバザー 第4回実行委員会（社会福祉センター）
平成24年度新規サロン継続説明会（社会福祉センター）

τ万－~－r末了障研妄言語（社会福祉センター）
3月 11日 （月）｜避難訓練（社会福祉センター）
3月 14日 （木） l広報車種集委員会（社会福祉センター） 一一－
3月 18日 （月）｜避難訓練（北方健康福祉センター）

. iヒ画百？言3塩域ケア会議（北浦保健福祉センター）一一一二二一一一一一一一

し3月 19日 （生よl祭料法律相談（北浦公民館） 一一
． 3月 21日 （木）｜無料法律相談（社会福祉センター）

↑E宮コミュニティセンター運営委員会（恒富コミセン）
2月 ・25日 （月）｜北川包括地域ケア会議（北川老人福祉館）

一百万－－25百~－（天了届藤副議一（曽木デイサービスセンター） 一一一一ー 一一一一一一一一

3月 27日 （水） -1理事会（10: 00～）、評議員会（13: 3Q～） 
3T~百－·r未了｜退職者辞令交付式

一一一. --... ー.. －福祉センター）

民
J
W



平成24年度事業別実績報告

【本所】

経理区分 j

セグメント j

事業目的 j

(1) ｜｜経理区分名；法人運営及び経営管理事業

<O II 事業名 ；法人運営〈役員〉経営管理事業

社会福祉協議会の方針、運営について審議検討し、円滑な会の運営の推進を図る。

事業実績

理事会 5/25、9/14、12/7、3/27
評議員会 5/25、3/27

賛助会費 8,974,508円（前年度実績： 9,116,213円）

会議開催

寄付金 13,685,545円（前年度実績： 9,068,969円）

社協PR用チラシ等を活用し、住民への社協事業や運営等の理解を求め、賛助会費や寄付
事業効果；金のお願いを役職員一丸となって取り組んだところである。結果、大口の寄付もあったこと

；もあり、自主財源となる賛助会費、寄付金の金額は大幅に増加した。

．．．．．．．． 7
p
 

分一
一
／

区
一理一か

経一
－セ

(2) ｜｜経理区分名； 企画調盛研究事鎗

< 1) II 事業名 ； 地鼠福祉活動計画事業

事業実績

平成20年度に策定した延岡市地域福祉活動計画の見直しゃ評価を行う。また、延岡市地域
事業目的 j福祉活動計画（H21～H25）と整合性を図りながら、各地区社協ごとの活動計画策定に向け

jて支援を行う。

今年度については、延岡市地域福祉活動計画推進委頁蚕－｛夜称7ーの設置百行づていない
jが、各地区社協の活動計画は、恒宮東地区・南方東地区社協で策定。来年度については、前
j回策定した地域福祉活動計画の期聞が終了するため第3期地域福祉活動計画の作成を行う予
j定ロ

i各地区社協活動計国策定扶況

p 1 I三川内地区祉也

1 I 2 I北浦海岸地区社也

11 3 I北川地区社也

i I 4 I南浦地区社也

i I s I東海東社也

11 a I東海西地区社出

ll 1 I南方東地区社協

~ I a I上南方地区社協

s I北方地区社也

101富；費山地区社也

平成23年度策定い，，岡富東地区社悔

121岡富西地区社也

平成21年度策定い31岡宮北地区社也

平成23年度策定い41中央地区社也

平成24年度策定いsl恒富東地区社協

平成22年度策定I161恒富西地区社凶

. 17 I恒富南地区社也

平成21年度簾定いsl恒富中地区社也

19 I恒宮北地区社協

201ーヶ岡地区社也

冒 211伊福形地区社也

平成22年度簾定l221土々呂地区社協

平成24年度策定

平成23年度簾定

平成22年度僚定

恒富東地区・南方東地区社協の地域福祉活動計画への支援を行った。今後も延岡市地域福
j祉活動計画と整合性を図りながら、各地区社協ごとの活動計画策定への促進と支援に取り組

事業評価；む。また、現在の延岡市地境福祉活動計画が平成25年度終了するため、平成26年度からの地
j域福祉活動計画の作成に取り組んでいく。

au 



経理区分 j (3) ｜｜経理区分名 j広報活動事業

セグメント jc 1) II 事業名 i 社会福祉大会事業

多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった者を顕彰するとともに、誰もが安心して健や
事業目的 jかに暮らせる地域社会の実現を目指し、地域住民一人ひとりが福祉活動への参加意欲を高揚

jさせ、お互いに助け合い、支え合いながら地域福祉を推進することを目的とする。

事業実績

j第34回延岡市社会福祉大会

日時場所：平成24年8月4日（土） 9:30～12:30 延岡総合文化センタ一大ホール

被表彰者：個人88名・団体37団体・共同募金60地区・作文6名

参加者：約85 0名

記念講演：粉川真一氏（M RT宮崎放送アナウンサー）

「立川らく生のアナウンサー落語J

j平成24年度宮崎県社会福祉大会

日時場所：平成24年 11月7日（水） 10:00～12:30 

メディキット県民文化センター「演劇ホーノレj

被表彰者：個人25名・団体24団体（内参加者36名）

講 演：菊池幸夫氏（弁護士）

f出会いの人生から学んだことJ

参加者も多く福祉大会の啓発が図れた。また、福祉啓発作文も開催期間が夏休みの土曜日
事業効果，j開催だったため滞りなく開催できた。今後についても夏休みの土曜日で開催していきたい。

J ‘寸

経理区分 j (3) ｜｜経理区分名 j広報活動事雛

セグメント； C2) 11 事業名 j機関紙「みてみてふくし」発行事業

地域福祉活動の促進を図る＃め 社協からの情報提供を全市民に対して行うことを目的と
事業目的；しているo また、併せて社協事業ゐ周知を行う。

発行月：年6回（6, 7, 9, 11, 1, 3月）

※6月号のみ4ページで発行。その他の月は6ページで発行o

印刷部数： 1回あたり 4 7, 7 0 0部（全世帯配布）

事業実績 j年開発行部数： 286, 20 0部

今年度より奇数月で発行し、社協事業の案内、行事の参加募集等を図った。偶数月発行よ
jり案内、募集ができたように感じた。また、編集委員会、担当者会を実施したが、機能しな

事業効果 iい部分もあったので改善を図り実施していきたい。今後は市民誰もが見て、ためになる広報
j誌づくりを目指して職員全員で取り組む必要がある。

-7-



経理区分 j (3) 経理区分名 j広報活動事業

セグメント j (3) 事業名 j情報収集管理運営事業

事業目的 市民を中心として回覧されているホームページの一括管理を行い、市民に広く社協情報や
地域の情報等を周知し、地域福祉の推進を図る。

! 
年間訪問者数 ページ閲覧総数

事業実績
平成24年度 4 710 11,897 

平成23年度 3,916 10,047 

I 
：合併前向｜繍い…－1レ ア ド レ ス 及 一 一 ス を 独 自 ド メ仇
得により統一し、分かりやすくすることができた。

事業評価 広報紙「みてみてふくしJを電子文書化し、ホームページ上にパックナンバーとして掲載
することで、過去の広報紙を閲覧することができるようになった。

(4) ｜｜経理区分名；連絡調盛及び助成事業

< 1) II 事業名 ；関係団体助成事第〈運営補助事業〉

福祉関係団体への運営補助であり、会員の社会参加や活動意欲の向上を図る。

4団体合計 220,000円

盟旦2
担,.QQQ

盟,.QQQ

盟旦2
220.000 

5園合計 859,750円

笠生~
笠日QQ

笠込旦E
!lb笠2
~笠2
859,750 

助成を行うことにより、団体の活動の持続・継続につながったo
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経理区分 j
セグメント j

経理区分名 j連絡調盤及び助成事業

事業名 ；関係団体助成事業〈活動補助事業）

事業目的 福祉関係団体が主催する事業を補助し、会員の社会参加や活動意欲の向上を図る。

0市活動補助金 1 5団体 1, 0 4 0, 00 0円

恒富幼韓国・恒富小学校通観指導教室親の会 30,000 宮崎県県北地区里親会

手をつなぐ育成金延岡支部 40,000 北方地区福祉運動会

延岡市肢体不自由児者父母の会 40,000 延岡市遺族会

延岡市陣害者団体連絡協強会 40,000 北方地区遺族会

延岡市聴覚障害者協会 60,000 北浦地区遺族共助金

延岡市母子寡婦福祉連絡協議会 150,000 北川地区戦没者遺族会

廷岡手話サークル「わかあゆJ 30,000 北方地区中国殉鑓者慰霊祭

延岡ひかりの会 30,000 

~o社協補助金 3団体 l, 3 8 6, 40 0円

事業実績 延岡市民生委員児童委員協議会

地区敬老助成事業

196,400INPO法人延岡市ボランティア協会

730,000 

lo第2回事業基金 6団体 1 J 3 0 5, 

U生虫E

00 0円

えん
笠mm

笠色白2
辺生盟2
笠生盟2
329.000 

事業効果 j助成を行うことにより、団体の活動の持続・継続につながったo

経理区分： (5) 経理区分名 jふれあいのまちづくり事業

セグメシトトく・1)・ 事業名 iふれあい福祉相際事雛

20,000 

200,000 

100,000 

50,000 

100,000 

100,000 

50,000 

460,000 

事業目的 I市民の日常生活上に発生するあらゆる問題等に気軽に相談できる機関として対応し、適切
な問題解決につなげることを目的とする。

相談内容 件数 相談内容 件数

生 計 18件 財産 149件

年 金 5件 事故 33件

職業・生業 2件 児童福祉
4-(i牛

住宅 17件 母子保健

家族 27件 教育・青少年 1件

結婚 5件 心身障がい者福祉 1件

離婚 57イ牛 母子・父子福祉 l件

健康・衛生 l件 老人福祉 14件

医療 3件 苦情 2件

精神・保健 8件 その他 6件

人権・法律 131件 合計 485{1牛

； 相談（無料法律相談を含む）は、昨年と比較すると約70件培えている。相談内容として
は、財産、人権・法律、離婚関係が多い。何度も相談にみえる方が多く、気軽に相談できる

事業評価 機関としての役割を十分果たしている。無料法律相談の申し込みも非常に多い。男女共同参
画センタ一、法テラス、県弁護士会の電話相談、消費者生活センターの法律相談等の相談機
闘に紹介、連携も取れている。
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経理区分
セグメント j

(5) ｜｜経理区分名；ふれあいのまちづくり事業
<2) 11 事業名 j地区社協支援事鍵

事業目的； 小地域ネットワーク事業を推進していくため、 22地区社協の活動を基盤強化し、行政・関
j係団体等と連絡調整をしながら情報提供を行い、さらなる地域福祉活動の推進を図る。

2 2地区の地区社協が、それぞれの地域性を生かしながら、情報交換や他地区間の連携、
；ネットワークを強化していくことを目的として、年4回の地区社協連協理事会を開催し、年
江田（ 2月24日）に延岡市地域福祉推進大会を開催した。今年度は、南海トラフ地震を想
j定した避難区域の見直し等もあり、昨年度に引き続き防災をテーマに講演を行ってもらい、
；それぞれの地区社協でも災害に対する取り組みや興味が非常に高かったため概ね好評で、ア
jトラクションも元気をもらった等の感想が多く大変好評であった。また、地区社協活動計画
j策定の活動発表として、平成23年度に活動計画策定に取り組んだ東海西地区社協、恒富南
；地区社協、北川地区社協より発表してもらった。地域福祉活動計画策定地区社協は10地区社
j協となった。

j第12回地域福祉推進大会
開催日時：平成25年2月24（日） 13 : 00～15: 30 
場 所：延岡市総合文化センタ一大ホーノレ参加者：約800名
内 容：活動発表『東海西・恒富南・北川地区社協J

アトラクション「北浦中学校生徒による民舞・南中ソーランJ
講 演：「庶民哲学としての防災の知恵（生き延びるために） J 
講 師：延岡市防災推進員：山中泰仁氏

事業実績

事業評価

地区社協の役割をしっかり認識し、地域内で各関係団体との役割分担や連携がうまくとれ
iているところは、地区社協としての組織化、運営がしっかりなされており、独自の機関誌を
；発行したり、計画的に研修会を開催したりして地域の課題解決や関係団体のサポートを行っ
；ている。一方地区社協としての基盤や運営がうまくできていない地区社協は、単発的なイベ
；ント行事等が主な活動内容になっている。その中には地域が広範囲にまたがっており、連携
jがとりにくい地区社協もあるため、今後は地区社協連協を通じて、活動内容の研修や各関係
j団体との連携強化を図っていく必要がある。

経理区分；
セグメント；

(5} ｜｜経理区分名 jふちあL、のまちーづくり事業
(3) II 事業名 j地縁福祉推進チーム結成促進・活動支銀事業
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事業実績

チーム数 新規設立チーム
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設立日 ｜チーム数

4月16日

6月1日

10月1日

10月31日

唱A
－’
i

－唱
i

－’
i

232 

小地域での声掛け・見守り活動を支援することで、高齢者が安心して暮らせる町づくりを
j推進した。しかし、チームによってはいきいきサロン等との混同が見られたり、全体的に

事業評価
jチーム員の高齢化や代表者の代わりが見つからない等課題も多い。今後は本来の見守り、声
j掛け活動を中心にしつつ、地区性にも配慮しながら活動のレベルアップを図っていく。
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経理区分 j
セグメント；

一人暮らしの高齢者等の閉じこもりを防止するために、地域のボランティアが中心となっ
事業目的；て住民と利用者がお互いにつながりを持てる場や交流する場をつくり、生きがいを高め、心

j身の健康維持を図る。

j新規開設5サロン

事業実績 j

経理区分名 jふれあいのまちづくり事業
事業名 jふれあい・いきいきサロン支援事業〈新規サロン〉

00 0円00 0円XSサロン＝ 1 5 0, @3  0, 

O
一1
－
2
－3
－4
－FO

M川一

新規設立に際しては、各地区社協の活動計画に即した働きかけや、近隣サロンの存在を知
り、白地区での必要性を感じて自主的に設立相談に訪れるなど理由は様々であるが、高齢者
クラブ等の会員数も減少してきている現状のなかで、サロンの必要性はますます大きくなっ

事業評価 jているように感じられる。しかし、代表者の成り手がない、公民館がない、公民館までが遠
jいといった課題があり、今期は5サロンの新規設立に止まったo そうではあっても、設立説明
；会を地媛において行うことで、サロンの目的や趣旨、高齢者クラブとの違い等が明確になり
iスムーズな運営へと繋がってきている。

経理区分 j (5) 経理区分名 jふれあいのまちづくり事灘

セグメント； (5) 事業名 ；地鼠住民グループ支援事雛〈継続サロン）
；〔ふれあい・いきいきサロン殻立2年目から地域住民グループ支援事業としてサロン活動の
継続支援を行う〕

事業目的 閉じこもりがちな一人暮らしの高齢者等を対象に、仲間っくり、生きがいっくりなどを行
い、寝たきり高齢者のいない健やかで活力ある地域づくりを進めるグループ活動を支援す
る。

三川肉地区社協 5岡宮西地区社協

北浦海岸地区社協 13 岡宮北地区社也 2 
北川地区社也 7中央地区社也 3 
北方地区社協 15 恒宮東地区社也 6 
南浦地区社協 1恒宮西地区社協 7 
東海東地区社也 6恒富南地区社憧 11 
東海西地区社協 7恒宮中地区社也 4 
南方東地区社協 4恒富北地区社協 2 
上南方地区社協 6ーヶ岡地区社協 5 
富黄山地区社協 6伊福形地区社也 4 
岡富東地区社協 O土々呂地区社協 5 

合計 1 2 0サロン

地区社協ごとのサロン設置数にばらつきが見られるが、公民館等拠点の有無やアクセスの
問題も関係しているため、一概に地区社協ごとの働きかけの違いとは言えない所がある。全
般的に代表者やボランティアの高齢化が進み、代表者の代わりがいないことで継続が困難と

加者が固定化している等の課題も見られるため、今期は代表者会を貸出し器具を活用して
行ったところ、メニューに取り入れてくれるところが多く見られた。今後も代表者会ばかり
でなく地区社協を通して他地区との交流会等の開催を勧め、代表者の負担軽減と継続支援を
行っていきたい。
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経理区分 j (5) 経理区分名 jふれあいのまちづくり事業

セグメント j (6) 事業名 j璽：度身体障害者移動支援事業

事業目的； 外出が困難な身体障害者・高齢者にリフト付乗用車を利用して移送を行うことで、在宅金
活の支援と社会参加の促進につなげる。

〈平虞24年度利用実．報告〉

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 針

身障者 12 10 13 12 7 15 12 11 9 13 12 13 139 

高齢者 2 。 2 。 2 2 2 2 。 2 16 

計 14 11 13 14 7 17 14 13 11 14 12 15 155 

〈平成24年度会員散雄事〉

4月 6月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

身障1fi 66 66 66 66 66 67 68 69 69 69 69 69 

身障2級 30 30 32 32 32 33 33 32 32 32 32 32 

要介麓4 17 17 17 17 18 20 20 22 22 22 22 22 

要介麗5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

針 130 130 132 132 133 137 138 140 140 140 140 140 

； 車いす常用者や寝たきりの方の外出支援、経済的負担の軽減につながっている。今年度は
事業評価 特に、三北方面の利用者登録が増加し、徐々にではあるが、移動支援事業の浸透化が見られ

経理区分

セグメント

たように感じる。

cs) If経理区分名；ふれあいのまちづくり事業

C7), II 事業名； • ~家族介護者交溝事業

在宅で介護しているご家族等を対象に、日頃の介護体験や悩みなどを話し合う交流の場を
事業目的 j提供するとともに、日頃の介護疲れを癒じリフレッシュを図るととで、要介護者の在宅生活

jの維持及び向上に繋げる。

事業実績

j第19回在宅介護者のつどい（平成24年9月1日（土）開催）参加者27名 関係者5名

熊本県高森町散策（月廻り温泉及び田楽の里）

；第20回在宅介護者のつどい（平成25年1月19日（土）開催）参加者29名 関係者5名

； ヘルストピア延岡にて苔玉作り

j在宅介護者のつどい企画会議 平成24年6月8日実施

i在宅介護者のつどい便り 18号、 19号発行

つどいの実施を心待ちにしている参加者も多く、介護による日常の悩みや介護疲れのリフ
事業評価 jレツシュの場としての機能を十分に果たしていると言える。反面、参加者が固定化してきて

jいるため幅広く周知を図っていく必要がある。
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経理区分
セグメント j

(5) ｜｜経理区分名；ふれあいのまちづくり事業

<a) II 事業名 ；子育てサポート事鍵

乳幼児の親子を集め、遊びゃ談話、野外活動をとおして、交流を深め、子育てを共感でき
事業目的；る場を設け、仲間作りを目指し、引きこもりや虐待、ストレス等を防ぎ、地域で支援する関

j係作りを目指す。

事業実績

事業評価

平成 24年度子育てサロン 3サロン

いちごクラプ（月 1回実施）

桜の園（月 1回実施）

やんちゃりか（週 1回実施）

；・共同募金助成金より各 15, 0 0 0円を助成金として支給している。

i 各サロンとも開催日により参加者のパラっきはあるものの、子育てサロンとして地区内で
jも定着してきている。しかし、市の子育て支援の充実により、子育て支援室やおやこの森な
jどが子育てサークルを組織しており、来年度も 1サロンが参加親子の減少によりおやこの森
jへ移行となることが決まっており、次年度継続は2サロンとなった。但し、残った2サロン
jは活動も活発で参加親子も多く、研修会や紡聞による状況把握からも、母親達の仲間作りや
j育児ストレスの解消の場所になっていることがうかがえる。

経理区分 j (5) ｜｜経理区分名； ふれあいのまちづくり事業

セグメント； (9) II 事業名 ・i チャリティー事業

事業目的 j地域福祉事業に充当できる自主財源を確保する。

事業実績 j

第33回ふくしバザー

開催日時：平成25年2月2日（土） 10:00～15:00 

平成25年2月3日（日） 10:00～14:00 

場 所：延岡市社会福祉センター全館・南側駐車場

寄贈提供品：約52, 0 0 0点

準備期間ボランティア： 892名

来場者数： 4, 7 2 0名（2日間合計）

当日ボランティア： 547名（ 2日間合計）

売上総額： 4, 657, 890円

ボランティアの高齢化、メンバーの減少等があるため、担当コーナー、売り場のレイアウ
jト等の検討を行い、開催した結果、天気にも恵まれ前回より売り上げが上がり地域福祉事業

事業効果 jに活用する財源が確保できた。今後も職員、ボランテイアの意見を参考に創意工夫し財源確
i保に努めていきたい。
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経理区分

セグメント；
川一川

地域福祉を推進し、福祉コミュニテイネットワークを構築していくうえで、住民参加型の
j取り組みである『認知症サポーター100万人キャラパン』事業及び今後、増加傾向にある認知

事業目的；症高齢者に対応すべく関係機関相互の連携を図るため『S0 S俳佃ネットワーク』事業に取

jり組む。

~ 認知症サポーター養成講座開催

開催回数： 21回

延受講者数： 81 9名

派遣メイト数： 46名 平成25年3月末現在延4,320名受講

事業実績

so S俳佃ネットワーク

手配回数： 2回

手配解除回数： 2回

事業効果

事業実施4年目で地級住民に対する認知症の正しい理解は深まってきている。厚生労働省
jが認知症サポーターを平成26年度までに400万人誕生させるという目標を掲げているため延岡
j市でも平成26年度までにサポーターを5,000人目標に実施していきたい。

i so S俳個ネットワークは警察からのFA Xを関係機関、団体へ連絡するだけの状態であ
；り、関係機関、団体と調整を図れていない部分もあるので今後、調整を図り事業を展開して
jいきたいロ

経理区分

セグメント j
ん一川

ボランティアに関する広報啓発、情報収集、相談斡旋、調査研究、団体支援・連絡調整等
事業目的 ijを行いボランティア活動が活発に行われる環境をつくる。

事業実績

福祉教育支援事業： （福祉協力校事業：三川内地区社協）
（地区社協による地域福祉推進事業：恒富南地区社協）

ボラティア体験・育成・研修事業： （夏休みボランティア体験）
（ノ、ンディキャップ体験学習指導員養成研修）
（ノ、ンディキャップ体験学習）

防災ボランティア事業： （災害ボランティアネットワーク）
（災害ボランティアリーダー養成講座）
（災害時相互応援協定締結）
（災害ボランティアセンターマニュアル策定）

多様化するボランティアのニーズに対し、延岡市ボランティア協会及び延岡市民協働セン
事業評価汐ーの事務局であるのベおか市民力市場と新規登録された個人ボランティアの情報を共有す

jるようにし、関係機関との情報交換、連携を図った。
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経理区分

セグメント j

(6) I経理区分名；ボランティアセンター事業

<a) II 事業名 j福祉教育支援事業

保育困や幼稚園、小・中・高等学校の児童生徒を対象とし、社会福祉への理解と関心を高
jめ、地域社会における福祉のネットワークに目を向けさせる。対象者をこれからの地域福祉

事業目的 jの核として考え、地区社協を中心に県社協事業（福祉教育推進事業）及び延岡市社協単独事

事業実績

事業評価

；業（地区社協による地域福祉推進事業）を実施し、地域の活性化につなげていく。

宮崎県社会福祉協議会指定
j実施。
~ 延岡市社会福祉協議会指定
j会を指定し実施。

福祉教育推進事業は三川内地区社会福祉協議会が指定を受け

社会福祉協力校事業「地域指定Jは恒富南地区社会福祉協議

~ 県社協指定の福祉教育支援事業では昨年度に引き続き三川内地区社会福祉協議会が指定を
j受け、児童生徒と一緒に地域の清掃活動や野菜っくり体験、三川内神楽伝承活動、餅っき等
jを行い、ふれあい事業をとおして福祉教育への取り組みを行った。また、延岡市社会福祉協
i議会で指定した恒宮南地区社会福祉協議会では、地域の学校と協力し、年間をとおしてあい
jさつ運動を行った。学校と協力して事業を実施することにより、地域と学校とのつながりが
；でき、意識の変化が見られてきている。しかし、保護者の無関心等もあることから今後も地
j区社協にて活動を進める予定。

経理区分

セグメント j
(6) ｜｜経理区分名；ボランティアセンター事第

C4) II 事業名 ；ボランティア育成・研修事業

児童、生徒が楽しんでできるような企画を通して福祉の体験学習を実施し、 「気付きj

~ r発見jをとおして、ボランティアに対する意識の向上を図り、積極的な社会活動の参加を
事業目的；促す。また、体験学習指導員養成講座等をとおして、地域におけるボランティアの育成を図

事業実績

事業評価

iる。

~oボランティア体験事業：平成 24年 8 月 1 3日～平成24年 8月23日
「高校生ボランティア体験j （施設でのボランティア体験）
高校生28名!oハンディキャップ体験学習指導員養成講座：平成24年8月 25日・平成24年 9月 1日
9名修了loハンディキャップ体験学習指導員派遣年間 18校

昨年度に引き続き、北方デイ・曽木デイを含め6施設の協力をもらい、 2週間の期間を設
jけ、参加する生徒自身に参加できる日とボランティアしてみたい施設を選択してもらうこと
jにしたが、参加者・施設共に好評であった。
! ハンディキャップ体験学習指導員養成講座では参加者は少なかったが、熱心に取り組んで
；いただいた。しかし、修了後に実際に指導員として学校等に行ける方が少なく、指導員も高
j齢になってきているため、今後も講座を開催しながら指導員の確保をしていく必要がある。
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 災害ボランティアリーダ一等の養成を行い、災害ボランティア本部設置後の災害復旧活動

事業目的；が円滑に行われるように訓練や研修を行う。また、人的被害を最小限に抑えるために、住民
jへ日頃からの取り組みを行うと同時に、市との連携を密にし、ボランティアをする側、され
jる側がお互いに活動しやすい環境づくりや、災害ボランティアネットワークの拡大を図るロ

io災害ボランティアリーダー養成講座
基礎編・実践編各2日間実施今年度92名修了（現在476名）

f o災害ボランティアネットワーク
登録団体： 115団体登録者数： 2,126名（平成25年3月31日現在）

~o市水防訓練、市防災フェスタへの参加・協力
10九州北部豪雨災害支援職員派遣

竹田市災害ボランティアセンター運営支援職員派遣1名
!o災害時相互応援協定締結
i 五ヶ瀬川水系社協間災害時相互応援協定締結：平成24年4月 18日

延岡市・佐伯市社協間災害時相互応援協定締結：平成25年 1月 25日!o災害ボランティアセンターマニュアル策定

i 今年度で5回目（ 2 2年度は口蹄疫被害のため中止）となる災害ボランティアリーダー養
j成講座を開催した。東日本大震災から 2年が経過したが市民の関心は高く、今年度新たに9
i2名が修了された。 24年度も幸い大きな災害等は無かったが、今後も災害に備えておく必
：要がある。

今年度近隣市町村社協と災害時相互応援協定を締結したことにより、災害時の応援体制を
j整えられた。また、災害ボランティアセンターマニュアノレを策定したことにより、災害発生
j時における災害ボランティアセンターのスムーズな設置・運営が期待できるようになった
jが、職員研修や設置・運営訓練等の実施、及び、職員の初動マニュアルの作成をする必要が
iある。

事業実績

事業評価

業事営温理管
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経一経理区分； (7) 

セグメント； (1) 

恒富小学校の余裕教室を高齢者コミュニティセンターとして活用し、高齢者のための生き
；がい活動の支援や各種のコミュニティ活動を行う。

事業目的
市社協がコミュニティセンターを管理運営することで、地域福祉活動の拠点を確保し、地

；域福祉ネットワークのための情報収集と発信を担うことを目的とする。

生きがい体験事業や各種グループの活動が活発に行われていることもあり、利用者の大半
jは高齢者である。今年度は、昨年よりも利用者数が多く、地域の会議等にも積極的に活用し

コミュニティセンターとしての役割を大きく担っ

度 ｜延べ利用者数｜ 年度 ｜延べ利用者数

3年度 I16, 623人｜平成19年度 I32, 466.A 

4年度 I24. 560人｜平成20年度 I31. 184.A 

5年度 I26. 255人｜平成21年度 Iao. 6a1.A 

6年度 I2a. 966人｜平成22年度 I26. 020.A 

成17年度 I2a. 943人｜平成23年度 I26. 437.A 

18年度 I3o. 11a人｜平成24年度 I28. 528λ 

事業実績

延べ利用者数｜ 年度

16, 623人｜平成19年度

24, 560人｜平成20年
26, 255人｜平成21年度
28, 966人｜平成22

28, 943人｜平成23

30. 778人｜平成24

延べ利用者数

32, 466人

31, 184人
30, 681人
26, 020人
26, 437人
28, 528人

昨年度に引き続き、施設自体の老朽化に伴い修繕やメンテナンスを実施した。特に陶芸窯
事業評価；については、この数年で多くの修繕を要しており、利用者から修繕要望も出てきていた。市

j役所高齢福祉課との連絡連携を図りながら、利用者が利用しやすいコミュニティセンターの
；管理運営を適切に行っていく。

- 16 -



経理区分

セグメント

(7) ｜｜経理区分名；高齢者コミュニティセンター

< 2) II 事業名 j生きがいと健康づくり事業

高齢者コミュニティセンターを拠点として、高齢者が生きがいのある生活を送ることがで事業目的：jきるよう多彩な講座を開講し、趣味・娯楽・レクリエーション等の余暇活動の促進を図る。

~o生きがい体験学習
j第1期パン作り、布雑巾作り、中国語会話、中国語料理、刺しゅう、小物人形作り

参加者延べ人数467名

i第2期男性料理、ウクレレ、ちぎり絵、あみもの、粘土フラワー、俳句

事業実績； 参加者延べ人数462名

；第3期エコテープかご作り、水墨画、洋裁リフォーム 参加者延べ人数231名

~oシルバーゼミナール

年間講座数： 9講座参加者延べ人数 209名

lo講師派遣事業

派遣回数： 8回 参加者延べ人数176名

生きがい体験学習は年間 3期での募集となっているが、その卒業生たちが自主グループを
j作っており、継続的な高齢者の生きがいと健康づくりの促進に繋がっている。また、参加者

事業評価 ；のニーズに合わせプログラムを作成しており、新しい事業内容を取り入れるなど取り組み、
j高齢者の生きがい活動の場の提供ができた。

経理区分： (8) 経理区分名；社会福祉センター管理運営事鎌

セグメント j 事業名 ；社会福祉センター管理運営事鍵

事業目的；j 市民や福祉関係者が安心して利用でき、福祉活動の拠点となるよう円滑な運営管理をする
事を目的とする

センター利用状況
年度 延団体数 延人数

平成24年度 1,058 17,311 

平成23年度 966 16,060 

平成22年度 1,055 21,583 

平成21年度 1,127 20,147 

平成20年度 1,269 20,916 

平成19年度 1,070 18, 120 

平成23年度対比増減 延92団体増 延人数1,251人増

採光の役割を果たしていなかった屋上のトップライトをステンレスで塞ぎ、 トップライト
からの転落の危険性が無くなった。

事業評価 23年度に比べ、利用団体数・人数とも増加になったが、センターの収容人数に対して駐車
場の台数が少ないことが利用を制限せざるを得ない状況にもなっている。
今後も福祉活動の拠点となるべく施設整備等を進めていく。
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経理区分 j (9) 経理区分名 j共同募金助成事業

セグメント； (1) 事業名 ；老人福祉活動事業

1 

事業目的 共同募金助成金による助成を行い各団体・事業を補助する。

iO共同募金助成 1団体l事業 l, 830, 00 0円

｜延岡市社会福祉協議会｜ 敬老助成金事業 I 1, 830, oool 

事業実績

事業評価 各団地へ助成を行うことで、各団体の活動支援に繋がった。

経理区分；

セグメント j

:o共同募金助成

経理区分名；共同事金助成金事鍵

事業名 ；障がい児・者福祉活動事業

共同募金助成金による助成を行い各団体・事業を補助する。事業目的

65.000 

盟息宣

笠迎2

笠旦2

30.000 

笠盟E

52.000 

堕並2
20.000 

371,000円合計8団体9事業

盟~

笠盟盟

各団地へ助成を行うことで、各団体の活動支援に繋がった。

18 -

針合

事業実績

価評業事



経理区分 j
セグメント j

事業目的

経理区分名 j共同募金助成金事業

事業名 j児童・青少年福祉活動事業

共同募金助成金による助成を行い各団体・事業を補助する。

f O共同募金助成 5団体5事業 134,000円

担旦E

笠息盟

事業実績 笠旦2

~盟

笠a盟
合 計

134.000 

事業評価 各団地へ助成を行うことで、各団体の活動支援に繋がったo

経理区分 (9) 経理区分名；共同募金助成金事撲

セグメント (4) 事業名 ；住民全般対象事業
・． ．． 

事業目的 2共同募金助成金による助成を行い各団体・事業を補助する。

NPOl:量人U!llボラン予備会 のA.iJかふれ鋭、ふ〈しまっ帽’E 112.000 

NP。21.A.U市ポランティ也会 陣氏、，~＜＊古川；n体•11－事. 77.000 
NPOll人延岡市ボランティ飽倉 市民ー斉ポラン予イアの日司E’E 80,00。
区周司Eの演会 使用B耳切手のU·•壇・先送.. z’，000 
E同副島区更生保血女住金 更生億四活白への，釦也カ司，. 50,000 

K岡市•＋字・仕団 IHllll•＋字・仕団司，. 50,000 
延岡市亀..人遺’‘也』E・E同支飾 鎗11••鍾温ra＋字シ－J..遺鴎』l’. 80000 

延周’E箇サークル『わかあゆ』 平信サークル活・II遁’.. 23,000 

II周ひかりの会 音’~4叡研修補助事a U,000 

事業実績 11"11!区長遺，s也沼会 絶縁繍...
左方町遺h員会 :I:方町a没省遺.会司，. 38 000 

延岡市民生安員兜貧m員也m・ 抱JC福後継.5・・2・！HJ・. ’70000 
量岡市tt会福It也樋会 広，Ra’Hr’＇•＜印刷銀本寅｝ 82%.000 

延岡市低金tlf!IArl会 自由区tt箇助成司，. 727.321 

延岡市社会沼IUUH tt合宿健也カllO鹿嶋指定】司，. 300 000 

合 針 2 718,328 

jOA’助成 1事業 合計 343,350円

地域イベント及び災曹用備品盤備事業（高圧洗浄援、発電樋踊入）

事業評価；各団地へ助成を行うことで、各団体の活動支援に繋がった。

19 

343,3501 



経理区分 j (9) ｜｜経理区分ぷ共同募金助成事業

セグメント j <s) II 事業名 ；鷹末たすけあい助成事業

fみんなで支えあうあったかい地域づくりJをスローガンに地域福祉活動の充実や、福祉事業目的：
；のまちづくりの推進を図ることに活用する。

!o歳末助け合い助成 6事業 3,975,430円

｜サンタクロースキャンペーン（しろやま支援学校）

； ｜広報誌発行（みてみてふくし）

事業実績 j ｜地区社協活動助成金

l地区社協連協活動助成金

重度身体障害者移動支援事業

寝たきり高齢者・障がい者紙おむつ贈呈事業

合計

誠一誠一…一…
3,975,430 

事業評価 j各団地へ助成を行うことで、各団体の活動支援に繋がった。

経理区分 j (10) 経理区分名；福祉人材育成事業

セグメント j (1) 事業名 ；福祉人材育成事業

事業目的； 実習生を受入れることによって、地域福祉を担う人材育成に貢献することができる

j実習受入れ

実習生受入れ 人数 回数 体験学習 人数 回数

社会福祉極助技術現場実習 8名 延138日間 聴場体験学習（中学校） 7名 延18日間

介聾腫員基礎研修 3名 延3日間 社会福祉掻助鏡街実習事前体政学習 5名 延10日間

事業実績
訪問介護実習 15名 延15日間 合計 12名 延28日間

在宅看盟強実習 4名 延12日間

教職免許法介担体験 2名 延14日間

新規採用聴員研修（県社協） 1名 延1日間

企業体験実習 1名 延19日間

合計 32名 延202日間

事業評価 i現場体験を通して、必要な専門媛助技術および関連知識の内容の理解を深め、専門職に必
要となる資質、能力、技術を習得することができる。
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経理区分 j ( 11) 経理区分名；福祉サービス利用支援事業

セグメント j (1) 事業名 ；障がい者生活支援事業

鞘 用計画を立案、作成、実施、モニタリングすることで、統ーしたサービスを支援する。

平成24年度相談 （相談実人数209名） *5月以降は市役所への報告形式に変更がありま
した。

ヨ~t寮内署’／月 4 

ー ー
7 且

ー
10 ’唱 市2 1 2 3 世＋

①編後サービス利用文銀 2圃 1112 184 ’112 1111 ’54 ’72 153 148 ’02 133 139 ’718 

②障がいや病状の珊解 、s 官官 10 唱3
ー

111 211 、。 目

ー
1 ’2& 

CD健•·Bl自慢 20 T’ 自由 04 !58 四0 ’B 2!5 411 211 35 31 827 

＠対宵鎗安定・不安Ml同 34 32 21 41 19 43 111 

ー
13 15 22 2815 

＠保育・敏宵司’ 。 。 2 。 。
’ 

。 2 喧 。 。 8 

30 37 42 18 12 311 18 24 211 111 12 288 

①会銭管沼・・2蒔薗 !I a・T 311 311 43 28 211 23 20 2•‘ 111 

ー
312 

⑧虫色沼銭事情 3 23 14 7 ’官 111 

” 、a‘ 15 II 8 127 

＠竃:tS't 2 11 

’ 
？ 。 , 12 

’ 
4 。 7 15 151 

⑪社会喧酔加・命鳳沼町 10 24 38 41 117 43 111 37 34 33 30 21 419 

⑪ 縮 刷Ill恒回 1 

ー
2 3 ’2 

7 4 II 

ー
1 。 154 

＠ そ の 他 ’4 
23 21 22 21 23 211 7 111 311 ’s 20 2150 

置十 7由 4211 4昌司 482 4・12 3圃S 470 32’ 3311 2811 2811 268 4222 

I；方境障特整市がで備役い定は所障がい福祉課をはじめ、関係機関や福祉サービス事業所と連携を取りながら、在宅者及びその家族の相談や支援に努め、約 200名に対応をした。
事業評価 相談・障害児相談・一般相談の指定を受け、サーピス等利用計画の作成に努めた。ー

県相談支援体制充実・強化事業の補助金を申請し、相談支援業務の充実につながる環
ができた。

経理区分 j ( 11) 経理区分名；福祉サービス利用支援事黛

セグメント j (2) 事業名 jあんしんサポートセンターのべおか週営事撲

； 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、日常生活に不安を抱えた方々が、地域
事業目的 で安心した生活が送れるように、福祉サービス利用のための一連の援助や日常的な金銭管理

等の支援を行う。

相蹟間合件敵 契約件数 累計契約件数 実利用者数 終了者数

平成20年度 438 10 148 82 17 

平成21年度 225 15 163 60 37 

平成22年度 457 15 178 66 9 

平成23年度 377 18 196 τl 13 

平成24年度 490 21 217 67 11 

24年度から実施社協となり、西臼杵に移管ケースもありましたが、相談件数は増えてい
るためそれに伴い契約数も増てきました。本年度は県社協訪問調査や適正化委員会訪問調査
等の講評指導についての改善とモニタリングを重点的に実施し、利用者の確認と支援計画の

す白
受託金の減額があり、事業収入についての不安はありますが、いつも基本に立ち返り丁寧

な仕事を心掛けるようにし、利用者や関係者に接するようにしていきたいと思います。
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(11) ｜｜経理区分名；福祉サービス利用支援事業

<4) 11 事業名 j苦情処理対応事業

事業実績

社会福祉の噌進のため、地域住民からの苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一
事業目的；定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進を図り、事業

j者の信頼保持並びに事業に対する苦情に関して、適正な苦情解決体制が確保される。

； 苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。

苦情解決に社会性や客観性を確保し、苦情者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進す
；るため、第三者委員を設置する。

年 1回、第三者委員へ報告。

； 苦情処理報告会：平成25年2月21日（木） 報告件数9件

苦情への適切な処理を行うことで、苦情者の権利を守ると同時に、提供しているサービス事業評価：jが妥当なものか検証する機会にもなり、サービスの質の向上につなげることができる。

！ 家庭等で活用されなくなった福祉機器を寄贈いただき、延岡市内に居住し在宅生活を行う
事業目的！上で福祉機器を必要とする心身障害者に貸し出しを行い、在宅生活の支援と社会参加を促進

jする。

経理区分名 j福祉サービス利用支媛事業

事業名 ；延岡市福祉機器リサイクル事業

経理区分； ( 11) 

セグメント； (5) 

事業実績

；と
－＜~ ・いす ’fj・

9＜’”＿.，，ー！ . . . 1胞噌拘拘＝－1・・E・・w・
’M I %.II I aM l 合••＜－ I I ・倉 I *• ！”¥.is-a.I ”，.，＝＝－~I I I ・E I E・E l’”... 

241 m1 351 581 121 5761 168 111 231 341 23 

λ...周昆 ’”’・・It

1231 121 121 25 

・－，宮－レl元日－~ 1トイi,$-F

砂押＿，.a71＂何－・・帽ー Iバス耳慣－Fl1Cスグ1.lfll lll8ft I ・41t I 1.A1t I 健...
2301 35 351 221 191 28 

s11 1 1月 Is月 I9月 110月 111月 I12月 I1月 I2月 I311 I合計

159 I 154 I 18-4 I 188 I 162 I 166 I 162 I 158 I 155 I 162 I 183 I 1.928 

市との委託契約内容を基本とし、社協としてより利用者の立場に立ち、安心して利用でき
事業効果

；るようメンテナンスなどを行っている。今後は医療関係との連携も考えていく必要がある。
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経理区分

セグメント

経理区分名｛福祉サービス利用支媛事業

事業名 ；延岡市福祉機器レンタル事鎌

事業目的 i 延岡市在住で、介護保険非該当者や、身障手帳非保持者の方が在宅において福祉用具を必
i要とする場合に、貸出しまたは助言等を行い支援を図る。 ． 

事業実績

~＜年周軍ペ貸出散〉

；｜ ｜乎・

II年応量｜ 512 

h I 績霊

年間延べ散｜ 20 

洲
一
一
川

ペ一

z
148 51 281 190 97 8 15 

•-n .. ~i.I スロープ｜ペヲド値鐙温｜ベッド・送

3M I I 自定
介助パー

車いす

8 5 3 9 3 22 87 17 90 

歩行書 入活摘助用具 参行補助主主

••II I歩行循駒事｜サイドケイン｜拘ヲ-'J"171洛橿台 ｜ 四血縁｜ 後•tt

〈年間彊ペ潤用者散〉

4月

98 

5月 Is月 I1月 Ia月 I9月 I10月 I11月 I12月 I1月 I2月 I3月｜合計

98 I 96 I 96 I 90 I oo I 93 I 09 I 00 I 01 I 10 I s2 I 1.019 

j一時外泊や旅行、介護保険非該当の方などの利用が目立っている。
事業効果 i長期に利用されている方のメンテナンスも充実していきたい。

経理区分； ( 11) 1経理区分名；福祉サービス利用支援

セグメント； (7) 11 事業名 ；寄掴物品受入事業

事業目的；寄贈物品を有効に活用する。

事業実績

；・2団体より車椅子の寄贈
①小さな親切運動延岡支部（スタンダード車いす）

； ②恒友会（介助タイプ車いす・吾亦紅号）
；・延岡ライオンズクラブよりテント 1張り

円
円
円

n
u
n
u
n
u
 

n
u
n
u
n
u
 

n
u
n
u
n
u
 

0
5
0
 

6
8
0
 

噌

i

! 例年、車いすの寄贈を受けており、主に福祉機器センターにて活用している。
事業評価 j延岡ライオンズクラブからの寄付を受け、テントを購入したため、社協主催行事において

j有効活用してし、く。
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経理区分 j (12) 経理区分名；居宅介護事業（介護保険事業〉

セグメント j (1) 事業名 j地域包括支媛センター運営事業

；地域住民の心身の健康保持及び、生活安定のため必要な援助を行う事により、地域住民の保
険医療の向上、福祉の増進を包括的に支援していく事が目的。

事業目的 包括支援センターが地域住民の相談窓口として、気軽に相談してもらい在宅生活が続けられ
るように、地域資源を含めて支援する中核的機関の役割がある。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

認定調査（件） 2 5 。 2 。19 
予防プラン（件） 92 93 94 96 98 100 106 102 105 103 102 101 1192 
予防方ン委託（件） 4 5 6 7 6 70 

元気あっぷシニア（件） 。。。 。。。。。 17 。 。 19 
相扱実績（延件） 235 286 287 283 278 261 326 258 286 319 296 310 3425 
実態把握（延件） 202 258 220 254 257 175 241 223 226 211 206 220 2693 
介聾予防教室（回） 。 。。。 。。。
地場ケア会撞（回） 。 。 。 。

も増加することが予想され、介護保険関連の相談対応、認定調査、予防プラン作成に多くの
時間を割かれていあ。

昨年度から、地域の実態把握を行う日を定め実施しており、今年度は民生児童委員や推進
事業評価 チーム員と共に訪問することが出来き、地域の実態把握に加え、横の連携を図ることもでき

た。
地域ケア会議は、恒富東地域包括支援センターと協力し、恒富東地区民生児童委員を対象

に開催し好評だった。単独での開催は、 3回にとどまったため来年度は、開催方法や対象者を
検討し、開催回数を噌やせるようにしたい。

経理区分； (12) 経理区分名；居宅介護等事業

セグメント； (2) 事業名 ；居宅介穫支援事業

要介護状態となった在宅の高齢者やその家族に対し、その能力に応じて日常生活を営むこ
jとができるように必要な保険、医療サービス及び福祉サービスの情報提供を行う。利用者の

事業目的 j意思人格を尊重しながら、共に居宅サービス計画書の作成を行い、各サービスが総合的、

事業実績

；効率的に提供されるように支援する。

認定調査（件）
ケアプラン（件）
予防プラン（件）

4月15月16月17月la月19月110月111月112月11月12月13月｜合計
al al al sl 101 11 21 41 31 31 91 91 74 
951 951 971 1021 1031 1001 951 971 961 971 961 951 1.1aa 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 

市委託の認定調査は当初見込みより、大幅な実施件数の増加が見られた。プラン件数につ
jいては、新規の利用者よりも入院や施設入所、死亡による利用者減の方が上回っている状況

事業評価 jである。
しかし、居宅介護支援料収入としては、昨年度の実績を維持できている。
事業としては、利用者や家族の状況を踏まえた支援が行えている。
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経理区分名；居宅介纏等事業

事業名 ~ID問介軍事業

介護保険制度において、要支援や要介護状態にある高齢者等に対してホームヘルパーを派
事業目的 j遣し、生活援助や身体介護等を提供し、住み慣れた地減で安心な自立した生活がおくれるよ

うに支援する。

事業実績

姐 5月 16月
44 I 45 

7月 18月 19月
51 I 49 I 45 
221 241 27 
73 I 73 I 12 

10月 111月 112月 11月 12月

43 I 42 I 44 I 4o I 44 
261 251 271 291 28 
69 I 67 I 11 I 69 I 12 

3月~。

今年度4月より、介護報酬の改定や利用者の状態悪化に伴う入院や死亡者等があり当初予算
事業評価；より大幅な減収となった。サーピス提供に当たり研修やミーテイングを定期的に行い質の向

i上、自己研鎖に努めた。今後も、ヘノレバーの質の向上に努めより良いサーピスを提供してい
jきたい。

経理区分； (14) 経理区分名 j障害者自立支緩等事業

セグメント j (2) 事業名 ；居宅介護事業

； 障害者自立支援法に基づき、日常生活に支障をきたす障害のある方に対してホームヘル
事業目的 ノ《ーを派遣し、家事援助や身体介護及び外出支援のサーピスを提供し、その人らしく自立し

た生活や社会参加ができるように支援する。

利用者実人数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1Z月 1月 2月 3月合計
移動 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 15 

知的 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
！精神 5 5 6 6 6 7 8 8 7 8 7 7 80 
同行 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 21 
合計 31 31 33 34 36 37 41 42 40 39 40 37 441 

； 介護保険への移行や死亡者などもあり利用者は大幅な増加にはならなかった。制度改正に
伴い、介護職員処遇改善加算をとることで噌収となったo 平成25年度制度改正に伴い、福

事業評価 祉サーピスの充実が図られることに対し、ヘノレバーの質の向上をめざし研修やミーティング
を引き続き行い障害者への理解を深め、より良いサービスに努めたい。
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経理区分；

セグメント；

経理区分名；福祉資金貸付事業

事業名 ；生活福祉資金貸付事務事業

事業目的

事業実績

事業評価

低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことによ
；り、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安
j定した生活を送れるようにする。

f 年度別貸付件数

平成22年度
急小口資金

相談件数は世間の経済情勢に反映されるように増減がみられるが、平成21年 10月の制
j度改正以降貸付要件が緩和され、貸付件数は糟加傾向にある。 法改正以降、連帯保証人、
j担当民政委員の不要な貸付事例が糟えているが、償還が開始されると返済困難なケースも目
j立ち、今年度より、県社協主導の元 毎年償還指導を行っていく等、債権管理の徹底を図つ
：ていく方針である。

経理区分： (15) 経理区分名；福祉資金貸付事業

セグメント j (2) 事業名 ；市民助け合い資金貸付事業

事業目的 i市内在住の生活困窮者に対して、一時的に生活費等の小口資金を貸し付けることにより、生
活を支援する。

n 債権管理 〈本所のみ〉
貸付｛債償｝ 償還（図収） 釜引（朱図収(I継） 不納欠。.処竃 次年E度E組CJ.・ID債指

年度 A B C=A・8
体罰 ...... ’u書体哩E <5'>1111 a.a 61111 ft.a ... e.a ... 

過年度分 204 2 941 700 44 541.000 160 2,400.700 160 2,400 700 
H20 現年度分 134 2.355,500 72 1.425.000 62 930.500 62 930.500 

E十 338 5 297 200 116 1.966000 222 3,331 200 。 。 222 3 331.200 

a・a.. ~ 222 3 331 200 48 720000 174 2 611.200 174 2611200 
H21 主制 lr4与 164 2 973000 108 2 025 000 56 948 000 56 948 000 

386 6 304 200 156 2 745 000 230 3 559 200 。 。 230 3 559 200 
調量 Ir寺子 230 3 559 200 46 801 500 184 2 757 700 184 2 757 700 

H22 Z曹4 rヰー 184 3.323 000 117 2 277 000 67 1.046 000 67 1046000 
414 6 882 200 163 3 078 500 251 3 803 700 。 。 251 3.803 700 

渦 4Ela'~ 251 3‘803 700 60 88盟3.0盟00 191 2914 700 191 2 914 700 
H23 廻 4 E今~ 162 2 901 000 87 I 75 75 1 148 000 75 1 148 000 

II 413 6 704 700 147 2 642 000 266 4062 700 。 。 266 4 062 700 
:llj .. ~ ？自白 .t Oil? 700 66 1 041 500 200 3 021 200 200 3 021.200 

H24 調 4 E今＋ 128 2 332 000 BO 1 590000 48 742 000 48 742000 
Ii 394 6 394 700 146 2 631 500 248 3 763 200 。 。 248 3 763 200 

低所得者や失業者等の生活困窮者に対し、公的給付や次回給与等が支給されるまでのつな
ぎ資金として小口の貸付を行うことで、金利の高い消費者金融やサラ金等より借入をせずに

事業評価 すみ、相談者の安定した生活につなぐことができたと恩われる。ただ、容易に借入ができる
と考え借入が常習化している相談者も見受けられ、生活福祉資金の相談件数も僧加している
中で、そういった相談者への対応を考えていく必要があると恩われる。
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(5) ｜｜経理区分名 jふれあいのまちづくり事業

c 12) II 事業名 j地域福祉推進事業

北方地域における地区社協・地域福祉推進チーム・ふれあいいきいきサロン等の活動の基
事業目的 j盤強化を図り、各関係機関との連絡調整や連携、情報提供を行いながら地域福祉活動の推進

iを図る。

j北方地区社協主催の地域福祉推進チーム・いきいきサロン合同研修会を開催。
j日時：平成24年10月31日（水） 1 9 : 0 0～20:30 
j場所：北方コミュニティーセンター大ホール
j参加者人数：約50名
i内容：

・地域福祉推進チームの役割
事業実績； ．いきいきサロンの活動を振り返って

・地域福祉推進チーム・いきいきサロン活動状況報告
・意見交換

（平成24年度 推進チーム・いきいきサロンの設立状況）
・推進チーム吟 1地区 （川水流）
－サロン ＝今 2地区 （北久保山・下曽木）

地区社協の呼び掛けや合同研修会を通して、推進チーム・サロン活動も少しづっ地域に周
；知されてきている。サロン活動に関しては、特定の参加者しか参加できていないなど課題が

事業評価 j残っているが、高齢者クラブの活動とサロン活動をしっかり分けて考えてもらえるよう引き
j続き、研修等を通して呼びかけていきたい。

経理区分

セグメント j

(6) ｜｜経理区分名 jボランティアセンタ一事業－

c 1) II 事業名 ；ボランティアセンター運営事簾

ボランティアセンター運営事業の推進を図る。ボランティア活動を通じ社会福祉への理解
事業目的 ＝と関心を高め、社会奉仕、社会連帯の精神を養う。

事業実績

ボランティアセンター運営事業
ボランティアの相談・斡旋等の実施
ボランティア体験・育成・研修事業

現在のボランティア登録数・・・団体登録7団体545名
（うち 24年度の新規登録1団体）

高齢化と人材不足などにより、ボランティア団体・個人ボランティア共に衰退傾向にあ

事業評価；る。
今後もボランティアセンターとして、地域のボランティアが活動しやすい環境づくりに努め

jていく。
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(6) ｜｜経理区分名；ボランティアセンター事鍵

C4) II 事業名 ；ボランティア育成研修事業

延岡市内の小・中学生への呼びかけを行い、ボランティア活動を通じて青少年の積極的な
事業目的 j社会参加の促進と、心の豊かさを養うことを目的とする。いろいろな人との交流や体験等を

；通して価値観を高め、物事を幅広く考えることのできる、たくましい人間形成を目指す。

；・ボランティア体験事業
0 「わくわく自然体験inきたかたJ

・期 日：平成24年8月9日（木）～ 10日（金） 1泊2日
事業実績 j ・場 所：日之影町鹿川地区交流センター「つりがねJ

・参加者：延岡市内小学生19名
－協力機関：日之影町役場地域援興銀、

日之影町癒しの森案内人（地域住民ボランティア）、日赤奉仕団

事業評価

i 日之影町役場と延岡市社協が保養協定を締結している関係で、案内人の手配をはじめ全面
i的に協力をいただいた。参加した子供たちは、他校児童との交流を通して体験を楽しみ、ポ
jランティア活動への積極的な取り組みがみられた。来年度は、一般向けに地域で活動できる
jボランティアの育成や、現在できているボランティア団体が今後も地域に密着した活動がで
；きるよう講習会や研修会を計画し支媛していきたい。

経理区分

セグメント

(8) ｜｜経理区分名；健康福祉センター管理運営事雛

｜｜ 事業名 j社会福祉センター管理運営事襲

地域住民が福祉活動γ積極的に参加協力する拠点となるように、円滑な運営管理をするこ
事業目的；とを目的とする。 」

平成24年度センター利用状況：利用者数2,251名
（平成23年度センター利用状況：利用者数2,459名）

事業実績 j健康福祉センターの利用状況は、年々減少している。

； 修繕については、センターの床シートの補修やトップライトからの雨漏り、電気温水器の
：撤去等も行っているロ

： センターの老朽化に伴い、修理が必要なところが増えている。センタ一利用者も年々減少
事業評価 jしているため、修繕等も含めて市と協議していく必要がある。
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経理区分

セグメント j

(12) ｜｜経理区分名；居宅介護等事業

< 1 ) 11 事業名 ；北方地縁包括支媛センター

地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保事業目的 ij険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

事業実績

事業評価

4月 5月 6月 7月 8月 9月 I10月 I11月 12月 I1月 2月

ll毘定調査｛件｝ I 31 01 31 21 21 11 31 21 1 。宍戸18

ii予防方ン｛件） I 631 ssl 5sl 5sl ssl 541 571 591 61 I 6t I 561 s21 105 
ii予防方ン蜜託（件）｜ ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol o 
!I元気あっぶシエア附 I ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol o 
u住宅改修意見書作成｜ ol ol ol ol 1 I 31 1 I ol ol 41 21 21 t 3 
；｜相鶴実績（廷件｝ I 1181 1 tal ml 1201 1331 t4ol 151 I 1731 1731 1s41 1551 1491 1109 
!I実態把握｛延件） I 1eol 1631 1221 1051 ml 2131 1931 1asl 1511 1941 1461 1641 1e15 
ll介霞予防教室（回） I ol ol 1 I 31 1 I ol 1 I 21 1 I 1 I 1 I 1 I 12 
p制ケア舗（回）｜ ol ol ol 1 I ol 1 I ol 1 I ol ol 1 I ol 4 

※元気あっぷシニアについては、北方町内に実施事業所がなく、平成24年度は利用なし。

i 実態把握や転倒骨折予防教室の実施、民児協定例会への出席等による住民への周知を行
iい、相談も増えてきている。また地域ケア会議の開催により、医師をはじめ事業所との情報
；交換や連携も取りやすくなっている。今年度より毎回地域福祉担当職員も参加しており、地
j域の課題等に触れてもらっているが、社協内での連携体制もより強化していきたい。

経理区分； (12) 

セグメント； (2) 

経理区分名；居宅介護等事撲

事業名 ；北方指定居宅介寵支援事裁

介護保険制度に基づき要介護状態となった在宅の高齢者に対し、その利用者の心身機能、
；生活、人生を理解し充分なアセスメントを行い、利用者や家族の意向を踏まえ、福祉・医療

事業目的
；保険サーピス、その他の社会資源を総合的に活用した居宅サービス計画書を作成し、住み慣
jれた地域で自立した在宅生活が継続できるように支援する事を目的とする白

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

事業実績；i＆！定調査｛件） 4 6 6 6 5 2 4 4 。2 41 
給付管理（件） 52 55 59 60 56 61 60 60 63 59 54 56 695 
住改理由書｛件） 。。。。。。。。。。。

要介護状態になった利用者やそれを支える家族に対し、自立に向けた生活が送れるように
j関係機関と連携を取りながら、利用者や家族の意向を踏まえた支援を行い、プランの作成や

事業評価；関係帳票類の整備を行ったo

； 昨年に比べ認定調査数に変わりはなく重度化した利用者が死亡や施設入所等により減少す
jることはあったが、それ以上に担当利用者数が増え、収入が増加した。
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経理区分 i(12) 経理区分名 j居宅介護等事業

セグメント j (5) 事業名 ；北方デイサービスセンタ一事業

' 要介護状態にある方に対し、適正な通所介護を提供する事により介護状態の維持・改善を
事業 的 目的とし利用者個々の目標を設定して計画的にサービスを提供する。

目 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努
める。

l 
《要介護度別利用実績》 dロ:). 計 6,005 

事業実績 介護度 要支媛1要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
要介置利用者散（名） 582 1749 1,756 1 015 954 509 22 

~ 平成24年4月の介護保険改正に伴い、提供時間を延長した事で介護報酬が伸びた。介護予防
事業評価 利用者（要支援 1・2）が噌加傾向にある。今後は利用者に応じ提供時間の調整が必要になっ

てくると思われる。レク活動や個別活動の充実を図る事により利用者の残存能力の向上や自
信と意欲向上に繋がった。

経理区分 j (12) 経理区分名 j居宅介護支援事業所

セグメント； (6) 事業名 j酋木デイサービスセンター

I 要介護状態になったし場た合日に生お活い云も、そャの利が用者が可能な限りその居常生宅において、その有
する能力に応じ自立 常 を営む」とできるよう、必要な日 活上の世話及び機

事業目的 能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者
の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

《要介護度別利用実績》 合 計 5456 

要介護利用者数（名） 325 930 1,662 1, 184 824 531 0 

居宅支援事業所・包括支援センターおよび家族との情報交換を行うことで互いに連携し早
急な利用開始にも応じることができた。また、居宅支援事業所より状態に応じて利用回数・

事業効果 j利用時間についての相談を受け、ニーズに合わせた対応を行ったが利用者・家族より安心と
の評価が得られた。
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経理区分； (13) 

セグメント； (2) 難事スピ一
サイ

業
一
デ

事
一
い

等
一
が

防
一
き

予
一
生

謹
一
方

介
一
北

－
t
i－
－

2
3
 

名一分
一
名

区
一
業

理
一
事

経一

独居高齢者等や要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、生きがい活動支援通所サ一
事業目的；ピスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活への助言及び要介護状態になる

j事の予防を図る。

i24年度利用者実績

項目／月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 1月 12月 l月 2月 3月 合計

事業実績；利用者実人数 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 42人

利用者延人数 22 19 16 19 17 12 15 12 11 11 12 11 177人

5人の利用者から 3人となった。週1回の利用を楽しみに他者との交流や余暇活動を通して
j在宅生活が継続維持出来ている。

事業効果 i 利用者も年々減少し、利用者も高齢となり今後介護保険への移行が予想される状況にあ
jる。

経理区分； (13) 
セグメント j (3) 

経理区分名 j介寝予防等事業

事業名： j笛木生きがいデイサービスセン安一事鎌

家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、生きがい活
事業目的 j動支援通所サーピスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助言及び要介

j護状態になることの予防を図る。

事業実績

在宅での生活動作は自立しているが交通手段がなく交流が限られている。デイを利用する
にとで他者との交流ができ、レクリェーションや機能訓練、趣味活動等の楽しみにつなげる

事業評価・
jことができている。また、家族との情報交換、体調の管理、本人の状態を観察することで必
j要に応じて包括支援センターと連携し介護保険の申請につなげることができた。
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経理区分名；福祉資金貸付事業

事業名 j生活福祉資金貸付事業

経理区分

セグメント

低所得者・障がい者・高齢者に対して、賃金貸付と援助指導を行うことにより、経済的自
立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した日常生活が送
；れることを目的とする。

事業目的

平成24年度

nu
一nu
－nu
－nu
一nu
一nu

平成23年度

nu

－nu
－nu
－nu
一nu
－nu

平成22年度

nu

－nu
一nu
－nu
－nu
－nu

平成21年度

進出い一一一

平成20年度

nu

－nu
－nu
－nu
一
nu

－nu

過年度貸付実績

事業実績

長期滞納者も見られるため、継続的な指導を行う必要がある。また、電話連絡等が取れな
．い｛昔受者もいるため、民生委員等と情報の共有を行いながら、世帯状況を確認のうえ償還指
j導を実施していかなければならない。

事業評価

経理区分： (15) 経理区分名；福祉資金貸付事鎌＼

セグメント； (2) 事業名 ；市民助け合い資金貸付事第
．． 

事業目的
市内在住の生活困窮者に対し、一時的に小口資金を貸し付けることにより、生活を支援す

る。

n 健編管理 ｛北方支所のみ｝

貸付〈償宿｝ 償還｛図収｝ Jl~I C朱図収償相｝ 不納欠鍋処理 ~年度鍋.債償

量車庫 A B C・A・B 。 E=C・0
件直E 金額 実演件量 金額 件It 金目 件舷 金銀 件直生 会飢

過年度分 3 45,000 15.000 2 30,000 2 30,000 

H20 .年度分 5 90.00。 3 50.000 2 40.000 2 40.000 

2十 8 135,000 4 65,000 4 70.000 " 70.000 

ー・年度分 4 70.000 。 11.000 4 59.000 " 59.000 

H21 .年度分 4 65,000 2 40,000 2 25.000 2 25.000 

事業実績 tt 日 135.000 2 51,000 6 84,000 6 84.000 

通年度分 6 84,000 2 15,000 4 69,000 4 69.000 

H22 a年度分 1 20.000 。 10.000 10.000 1 10.000 

針 7 104.000 2 25.000 s 79.000 。 0 5 79.000 

通年度分 s 79,000 1 20.000 4 59.000 。 0 4 59,000 

H23 .年度分 20.000 20.000 。 。 。 。。 。

I 
tt 6 99,000 2 40.000 4 59.000 。

0 " 
59,000 

造年度分 4 59.000 。 59.000 4 59.000 。 0 4 59.000 

H24 a年度分 2 30.000 2 30,000 。 。 。 。。 。
tt 6 89.000 2 89.000 4 59.000 。 0 4 59.000 

事業評価； 件数的には少ないながらも、生活困窮者の生活支援として活用されている。長期滞納者に
ついては、状況を確認のうえ、引き続き償還の呼びかけをしていく必要がある。
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【北浦支所】

経理区分

セグメント j
(5) ｜｜経理区分名 jふれあいのまちづくり事業

< 12) 11 事業名 j地爆摘祉推進事業

北浦支所における地区社協、ふれあい・いきいきサロン、地域福祉推進チーム等の支援を
事業目的 j行いながら活動基盤の強化を図る。また地域性を考慮しつつ、行政・関係団体等と連絡調整

jしながら情報提供を行い、さらなる地域福祉活動の推進を図る。

!oいきいきサロン 北浦支所管内18チーム

~o海岸地区、三川内地区社協と連携し、防災をテーマに講演会を実施した。また、三川内
事業実績； 地区社協については昨年度より県社協からの助成を受け、学校・地区住民を巻き込んで

のよい関係づくりができた。

!o地域福祉推進チーム 北浦支所管内6チーム、新規設立（25年度より発足） 1チーム

! 今後も地域住民との協力関係をより一層強化していき、海岸地区においても未設置となっ事業評価 i
jている地域福祉推進チームの立ち上げを推進していきたい。

経理区分 j (6) ｜｜経理区分名 jボランティアセンタ一事業

セグメント； < 1) 11 事業名 jボランティアセンター運営事鶏

ボランティアに関する広報啓発、情報収集、相談斡旋、調査研究、団体支援・連絡調整等
事業目的：jを行いボランティア活動が活発に行われる環境をつくる。

0主な相談内容は、団体支援、助成金申請、情報提供、他機関紹介等。

現在のボランティア登録数・・・団体登録16団体448名

個人登録43名

事業実績 jO職員の防災士取得

高齢化や人材不足等により、活動が低迷傾向にあるボランティア団体が増えてきている。
事業評価；今後も個人・団体への支援、情報提供を行いながら、ボランティアが活発に行われる環境を

jつくる必要がある。
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(6) ｜｜経理区分名 jボランティアセンター事業

(4) II 事業名 ；ボランティア宵成研修事業

児童、生徒が楽しんでできるような企画を通してボランティア体験学習を実施し、 「気付
事業目的 jきj f発見j をとおして、ボランティアに対する意識の向上を図り、積極的な社会活動の参

j加を促す。

事業名： 「海を満喫しよう in北浦J

実施日：平成24年7月24日（火）～25日（水） 1泊2日

場所：道の駅「北浦J下阿蘇ビーチ周辺

事業実績 j参加者：市内中学生5名（北浦教育課主催分は市内小学生37名）

内 容：消掃活動、クルージング、魚さばき体験等

事業実施後のアンケートでは、自然に触れながら知らない人とも仲良くなり、協力して楽
；しく活動でき、よい体験ができたという意見が多かった。また自然・環境保護、人と交流す

事業評価 jるボランティア活動に興味があると答えた生徒が多く、今後もボランティア意織の向上につ
jながる企画を考え、また参加者が培えるように募集時の工夫もしていきたい。

E

－－－－－－－－ 
rp 

分一
一
／

区
一

理
一
か

経一
－セ

(8) ｜｜経理区分名；社会福祉センター管理運営事簾

｜｜ 事業名 j社会福祉センター運営事業

北浦保健福祉センターの実質的な管理は、市健康増進課となるがセンターのー画（社協事
事業目的 j務室、包括支援センター、ヘルパ一室）を無償貸与されており、本部門では借受に伴う、費

j用の管理を行う。

事業実績
センターの一画を無償で借り受けているが、センターの経費（電気、水道、ガス）につい

jては、月額経費を健康増進課との折半で支払を行っている。また実質的な管理運営は、市の
j健康精進課で行っているが市民に開かれた福祉センターとは言えず、市民の利用状況につい
jては皆無に等しい。

事業評価 無償で借り受ける事で、北浦支所における円滑な社協業務が行えている。

- 34 -



経理区分； (12) 経理区分名：居宅介麗等事業

セグメント； (1) 事業名 j地媛包括支媛センター運営事業

地域住民の心身の健康保持及び、生活安定のため必要な援助を行う事により、地域住民の
保険医療の向上、福祉の増進を包括的に支援していく事が目的。

事業目的 包括支援センターが地域住民の相談窓口として、気軽に相談してもらい在宅生活が続けられ
るように、地域資源を含めて支援する中核的機関の役割があるロ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
限定調査｛件） 。5 5 3 2 3 4 5 3 7 5 43 

予防プラン（件） 44 44 43 45 44 44 41 43 41 39 40 36 504 

予防フラン委託（件） 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

元気あっぷシニア 2 3 3 3 2 。 2 20 。3 2 2 。。 。12 

118 112 125 150 136 148 150 132 155 152 130 110 1.618 

111 103 116 152 142 146 163 145 156 137 172 129 1,672 

介謹予防教室（回） 。 。。 。 。。 6 
鍋足ケア会議（回） 。2 。。。 9 

I 予防プランについては、北浦町内に事業所開設の予定がなく、今後も 40件前後で推移す
事業評価 ると予測される。認定調査に時間を費やしていたが、今回から行わない事や、兼任者が配属

されたので、今までできなかった実態把握や多職種を交えた地域ケア会議を開催し、社会福
祉協議会を活かした地域ケアシステムづくりを行いたい。

経理区分 j (12) 

セグメント； (2) 

経理区分名；居宅介瞳等事雛・

事業名 j居宅介謹支揺事鍵

； 要介護状態となった在宅の高齢者やその家族に対し、その能力に応じて日常生活を営むこ
jとができるように必要な保健・医療サービス及び福祉サーピスの情報提供を行う。利用者の

事業目的・
；意思・人格を尊重しながら、共に居宅サービス計画書の作成を行い、－各サーピスが総合的－
j効率的に提供されるように支援する。

124年度実績

事業実績；｜認定調査（件）
；｜ケアプラン（件）
；｜予防プラン受託（件）

4月15月16月17月18月19月110月111月112月11月12月13月｜合計
21 al 21 31 21 31 1 I 21 21 31 1 I 31 24 
31 I 321 331 321 351 31 I 361 341 331 351 351 331400 
ol ol ol ol ol ol ol ol al ol ol al o 

今年度は居宅 1名体制で業務を行った。新規を積極的に受け、件数的にも大きな変動なく
安定していた。しかし、このまま維持できるとは限らず、体調の悪化による入院、死去にい

事業評価 jたるケース、また、家族の介護力の低下による入所等による変動も考えられるため、今後も
j新規はもちろんのこと、包括と併設している事業所として困難ケース等も引き受け、公平、
j公正に地域での役割、社協の事業所としての役割を果たしていきたい。
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経理区分 j ( 15) 経理区分名 j福祉賞金貸付事業

セグメント j ( 1) 事業名 ；生活循祉賞金貸付事務事績

； 低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支媛を行うことによ
事業目的 り、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安

定した生活を送れるようにする。

過年度貸付実績
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

件数 貸付金額 件数 貸付金額 件敵 貸付金額 件数 貸付金額 件数 貸付金額

福祉費 0件 0 0件 0 0件 0 2件 1,433.000 0件 。
教育支橿資金 0件 0 0件 0 2件 2,214，以）（） 0件 0 0件 。
緊急小口賞金 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 。
総合支橿資金

0件 0 0件
（躍聴者支援賞金）

0 0件 0 0件 0 0件 。
不動産担保型生活賞金

0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 。
（長期生活福祉資金｝

dロ』 計 0件 0 0件 0 2件 2,214,000 2件 1,433.000 0件 。

事業評価 Iその時々の社会、経済問題に対して機動的に対応し、低所得者世帯に対するセーフティ
ネット施策としての役割を果たしている。

経理区分 j (15) 経理区分名；福祉資金貸付事鎌
、

セグメント j (2) 事業名 j市民助け合い資金貸付事襲

事業目的！ 市内在住の生活困窮者に対して、一時的に生活費等の小口資金を貸し付けることにより生
活を支援する。

! 
貸付｛債権｝ 償還｛固収｝ 且引（$84111帽》 不納欠鍋処IIlltlJlt鍋魁債権

年度 A B C=A-B 。 E=C-D 

件蝕 金値 件億 企図 魯’邑 金銀 件It 金a 件It 金銅

通年度分 。件 0 Of!宇 0 0件 0 O件 0 0件 。

H21 a年度分 Z件 40.000 1件 20.000 1件 20.000 。件 0 t件 20.000 

’＋ z’争 40.000 1件 20.000 I＇事 20.000 。件 0 1件 20.000 

造量Jm分 ’flt. 20.000 1件 20.000 。件 0 0件 0 0件 。

事業実績 H22 現年II分 。件 0 Oft. 0 0件 0 0停 0 D件 。

It 1件 20.000 1件 20.000 。件 0 Ofヰ 0 0件 。

過匁度分 。件 0 0件 0 0件 0 0件 0 D件 。

H23 混年度分 2件 30.000 1件 10.!X珂 1件 20,0(淘 。件 0 1件 20.000 

’t 2件 30.000 E件 10.000 1件 20.000 。件 0 1件 20.000 

: 
過年度分 1件 20.000 1件 20.000 。件 0 0件 0 Ofヰ 。

H24 a~事度分 4件 70.000 4件 70瓜）（） 。件 0 0件 0 0件 。

It S件 90.000 5件 90，広畑 。件 0 0件 0 0件 。

：一申請カら決定ま…ぎ資金として効駒山れるまた一 世
事業評価 帯やその他の世帯に対する緊急貸付を行うことで一時的に最低限度の生活を営むことができ

る。
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【北川支所】

経理区分 j

セグメント j
(5) ｜｜経理区分名 jふれあいまちづくり事業

< 12) 11 事業名 ；地域福祉推進事業

i 北川地区社協の活動を基盤強化し、行政・関係団体等と連絡調整しながら、情報提供を行
事業目的 jい、さらなる地域福祉活動の推進を図る。地区社協の作成する事業計画がより地域性に適合

jできるように連携・協力を行う。

事業実績

北川地区ボランティア交流会を実施。 H25年2月6日町内の6団体へ呼びかけ4団体の参加。
j活動の広報が足りず会員の意欲低下や新規の加入者獲得が困難との共通課題を発見。
~ しかし、ホタルを媒体とした町づくりや他県とのネットワークを試みている団体もあり相
j互の理解につながったロまた、子ども世代にポヲンティア活動を理解してもらうことが、やがては
i親世代への広報・啓発へつながっていくはずだと、今後の活動へ向けて検討を図ることがで
jきた。

事業評価： 身近なボランティア団体の問題がつかめ、社会福祉協議会として支援方法を模索できる。

経理区分 j

セグメント；

(6) ｜｜経理区分名 jボランティアセンタ一事業

< 1) II 事業名 ；ボランティアセンター運営事鍵

ボランティアセンタ一事業の推進を図る。また、ボランティア活動を通じ積極的な社会参事業目的：
；加の推進と心の豊かさを養う。

災害ボランティアセンタ｝の運営に備え、防災士養成研修に出席し資格取得につながっ
事業実績 jた。また、ハンディキャップ体験学習指導員養成研修や福祉教育サポーター養成研修を受け

；職員のスキルアップを図った。

事業評価； 社協職員として、防災に向けての研修受講や資格取得を積極的に行う必要がある。

ヲ’内。



経理区分

セグメント j
｜｜経理問；ボランティアセンター事業
｜ 事業名 jボランティア体験事業

事業目的； 児童・生徒が楽しんで出来るボランティア体験を企画し、体験学習を実施する。体験学習
：の中で「気づきJ 「発見Jを通して、ボランティアに対する意識向上を図る。

事業実績

事業評価

「チャレンジ北川l’12なつj

・8/7（火）～8/8（水）
・小4～6 30名対象
－主催 北川町子ども会育成連絡協議会

j・共催延岡市教育委員会、延岡市社会福祉協議会
i .会場延岡市北川町ホタノレの館、老人福祉館およびその周辺
j・目的 社会生活を営む上で必要な基本的生活習慣や自然生活を仲間との共同生活の中で
~ 体験させ、子どもの自主性、主体性を伸ばすとともに家庭の教育カの充実を図る

ことを目的とします
；・内容非常食づくり、河川清掃、資源ごみを使った玩具・ワナ・ボート製作

延岡市教育委員会北川教育課と協力し事業を実施した。
；しい環境を守ろうとするボランティア意欲を高められた。

自然に対する気づきゃ発見で、美

(8) 経理区分名 j社会福祉センター管理運営事業

事業名 ；社会福祉センター管理運営事第

利用団体 利用回数 利用人数

平成21年度 27園棒 168回 3,232人

平成22年度 27団吉 196回 3, 132人

平成23年度 21団体 199回 3,262人
平成24年度 28団体 188回 3,004人

るようになっ

北川コミュニティーセンターが平成25年4月に関所し80人を収容できるホールができ、高齢事業評価 zj者大学の開催場所が変更になることから、今後利用者が減ってくると恩われる。
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経理区分

セグメント；

経理区分名 j居宅介護事業

事業名 ；地減包括支援センター運営事黛

地域住民のさまざまなニーズに対して、他職種と連携し住民活動等の地域資源の発掘や
事業目的 jネットワークを構築し、地域包括ケアが有効に機能し住民の心身の健康保持や生活の安定を

j図り、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように支援する。

4月 Sil E月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1同 2月 3周 会H-

‘w 

。 3 3 3 3 3 2 4 3 2 28 
•Iiフラン｛件｝ 71 72 71 73 76 77 77 72 82 79 84 85 919 

~！ ランmite件｝ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
事業実績

71: らつぶシニア 2 2 2 2 。 。 。 2 2 。 。 。 12 

＇~＂孟
。 2 。 。 。 。 。 。 。 。 4 

137 187 179 201 155 140 168 151 191 170 137 137 1 952 

131 145 145 213 161 218 237 162 175 151 163 163 2082 

．． 。 。 。 。 。 。 。
他紙ケア会組問 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

介護予防プランの件数が、月平均76件となり、職員一人当たりの件数が比較的多い状況
jである。今後は地域ケアマネへの後方支援や、実態把握、社会資源の発掘などの業務に重点

事業評価；をおきたい。
地域ケアシステムの構築を図っていくために、定期的な地減ケア会議の意識付けができ

jた。顔の見える関係の元、多種多様の相談や支援に対応できるように努めていきたい。

経理区分

セグメント；

( 15) ｜｜経理区分名！福祉資金貸付事業

co II 事業名 j生活福祉資金貸付事業

低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことによ
事業目的；り、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安

j定した生活を送れるようにする。

事業実績

本年度の新しい貸付はなかった。年度初めの4件のうち1件は完納。現在3件。うちl件が所
j在不明で連絡が付きにくく民生委員と協力して償還指導を行った。

｜ ｜平成20 1平成問度｜平成22年度｜平成23年度1平成昨度
過年度貸付実績’

件散｜貸付金割｜件散｜貸付金額｜件敵｜貸付金割｜件敏｜貸付金額

｜福祉費 lo件｜ olo件｜ olo件｜ olo件｜ ojo件｜ 0 

｜教育支慢資金 lo件｜ olo件｜ ol 1件 I686.oool a件｜ olo件｜ 0 

総合支慢資金 lo件｜ 010件｜ 010件｜ 010件｜ 010件 l 。
（躍職者支鑓資金｝

不動産担保型生活 0件
0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 l 。

（長期生活福祉資金〉

合計 Oi牛 0 0件 0 0件 686,0000件 0 0件 l 。

障害者の車に関しての問い合わせがあり、県社協と相談して貸し付ける方法を提示してい
事業評価 ijる状況である。生活支援につなげることができる。

- 39 -

5 

2 



経理区分 (15) 経理区分名 j福祉資金貸付事業

セグメント (2) 事業名 j市民助け合い資金貸付事業

事業目的
地域住民の緊急的な出費に対し、早急に資金の貸し付けを行い、経済的自立と生活意欲を

継続させることができる。
． － ．．．．．．．．． 

貸付｛債健｝ 償還（回収｝ －・田・a坦‘J 不愉欠銅処’ it卑......
年度 A B C=A-B 。 E=C-D 

格. 金銅 件It 金舗 件a 金II 件It 金値 体It 金舗

過年度分 8件 83,000 自体 63JlO() 。件 。 D件 。 。件 。

H22 現年度分 8件 130.000 5f宇 88,DOO 3件 42,()00 。件 。 3件 42,llOO 

針 14件 ゆ3,000 II件 m.ooo 3件 42.000 。件 。 2件 42.似初

過年度分 3件 42.000 3件 30.000 I件 12,()00 。，ー 。 1件 12.α）（） 

H23 .年度分 3件 80.DOO 1件 23,DOO 2件 37,000 。件 。 2件 37.000 

It e件 102.000 4ft; 53,000 3件 49.000 。件 。 3件 49.000 

通年度分
3’F 

49.000 3件 49.000 。件 。 Of宇 。 。件 。

H24 .年!l分 s，事 110.000 3件 74/X拘 3件 3-4.000 。件 。 3件 3-4.000 

It 6件 159.000 4件 ロ5.000 3f事 3-4.000 。件 。 3件 3-4.000 

事業評価；！ 今年度は22年度に貸し付けた方の返済を生活福祉課の協力のもと行うことができた。地
域に根差したつなぎ資金として重要な役割と担っている。
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晶画－
E圃.. 

平成24年度収支決算報告： 499.538.120円

自主財源
22,694.068 

・会員会費

・香典返し

．一般寄付

・受取利息配当金外

介護保険事業等収入
( 197,060,600円 39.5%)

・介護報酬

・利用者負担金

・居宅介護支援報酬

・障害者自立支援等事業

・利用料収入外

その他の収入

収入

(94,561.976円 18.9%)
・共同募金助成金

・事業収入

・ふくしバザー

・福祉機器レンタル事業

・雑収入

・参加者負担金

・基金取崩収入外

補助金
( 108,077,885円 21.6%) 資金収支差額
・市補助金 (2,965,307円 0.6%) 

・法人運営管理事業

・ふれあいのまちづくり事業

－社会福祉センター管理運営事業

・ボランティアセンタ一事業 外

及び助成金
( 77, 143,591円 15.5%)

・市受託金

－高齢者コミュニティ

センタ一事業

・障がい者相談支援センタ』

・地域包括支援センター外

・県社協受託金

・日常生活自立支援事業外

・県社協助成金

支出

介護保険等事業
( 183,889.299円 36.7%)
・障害者自立支援等事業

・介護保険事業

・居宅介護支援事業

．紡問介護事業

・通所介護事業外

・ボランティアセンタ一事業外

地揚福祉推進事業
( 57,918,956円 11.6%)
・ふれあいのまちづくり事業

－地区社会福祉協議会

・いきいきサロン外

・ボランティアセンタ一事業

・共同募金配分及び助成事業

・企画制査及び広報事業 外

在宅福祉サービス事業
( 84.143,520円 16.9%)
・陣がい者相談支援センター

・日常生活自立支援事業

・福祉機器レンタル事業等

・生活福祉資金貸付事業

・地域包括支援センター 外

社会福祉センター
管理運営事業
( 15,689.021円 3.2%)

法人活動推進事業等
( 154,932,017円 31.0%)
・法人運営経営管理事業

・理事会、評議員会運営

・事務局経費外



第 1号様式

資 金収支計算書

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
（単位：円）

疋科目 ｜ 予算 ｜ 決算 ｜ 差異

061会費収入 I 8,962,oooL 8,974,5081 ム12,508
一一 一← 一一一

062寄附金収入 I 13,311,0001 13,685,5451 ム374,545
064－経常経費補助金収入一一-=i_-・ io反訴扇面｜干－ -io8,011,885I ・-- 6. 1,ss5 

065助成金収入 I , , J I 
066受託金収入 I 78,033,0001 78,303,641 I 6. 210,641 
067事業収入 I 1,883,oool 8,013,4501 ム130,450

068貸付事業収入 J 3,014,oool 2,816,sool_ 197,500 

~1~9 共同募金助成金収入 － ｜ ” 十一 I 
"1 070負担金収入 ｜ ｜ ｜ 

一一一一一 一
ハ I071介護保険収入 ・I 112,114,oool 173,310,3601 ム1,196,360

経！ I 012利用料収入 I 304,0001 
常 l I 014自立支援費収入 一一ー一 ｜ 玩684,000[--－→ ｜ 

!!f I 岡吾雑収入

~ I I 01s受取利息配当金収入 I , o( I •• .一 ー一一
下 1 I oso経理区分間繰入金収入 I 24,645,0001 25,2s1,19ol ム642,190

ふ l 081本支所間繰入金収入 _ I 41,116,000し 44,088,5891 6 2,372,589 
収 i ｜り84：経常活動収l入計量認可撲に、九l若手4_9.4,56b,oool :・ 499迫旬；1201f ム~4j8i18~120 
支｜ I 031人件費支出 I 210, 131 ,oool 269,326,6421 1,410,35s 

回 一 一一－一 一 一 一一
I I 032事務費支出 ｜ ｜ ｜ 

I I 033事業費支出 一一 ｜ ｜一一
I I 034貸付事業等支出 ｜ ｜ 
支 I031助成金支出 ｜ ｜ ｜ 

』 一一 ←一一一 一一
出 r038負担金支出 I 378,000I 372,lOOI 5,900 

収

よ設｜入
る整｜支
収備！出
支等」ー

041経理区分間繰入金支函－ I -24,64s,ooor- 25,2s1,19ol ム642,190

: 042本支所間繰入金支出 I 41,116,0001 44,088,5891 ム2,372,589
一 一 一－

i 043利用者負担軽減額 I 01 

044経常活動支出計8聖子晴 弘三五i .,,.44$,599,Qb.Ol ,i 1i 442, 7~， 1101,..... ~·功lfl~：~90

E 収 I094積立預金取崩収入 I 120,0001 120,0001 o 

モ財臼~－[_Q99 財務活動収入計7 -...__ 一一寸一一一一 120,000［二二 i20,oool ょっ 0 

o、務 I-'-I 053積立預金積立支出 I －~4~133,0001 36,871,0451 ム2,738,045
る記｜支に - －ーー ト ー I ・- - I 
i&~I 自国その他の支出 一一一－－－1=--__ lb型店∞一一11,840,640,＿＿＿一一塑
支翻 L三川59~財務活動支出計8 ~ I 45,974,oool 48;1tl,@_5l 

｝ヤ一一酌一一一一 F 一一一一一一曹，下一－賜D圃腐寵顕鶴亙麗1 2,737,685 

｜一一！；！一期資金収支差額合主二了）十一：：二7÷｜二－＝－1~965,「期末支払資金残高 I I 2 ,558,6181 121,558,618 

102当期末支払資金残高 I I 130,523,9251 ム130,523,925
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第 2号－ 2様式

資金 収支決算内訳書

（自）平成24年 4月 1日 （至）平成25年 3月 31日

勘定科目
全事業
合計

法人名：社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
（単位：円）
ふれあいの
まちづくり

事

企画調査
研究事業

広報活動
事業

連絡調
及び
成事業

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

061会費収入 I 8, 974, 5081 6,222,3s91 __ ！~型自－－ －－~竺士一一 一←

062寄附金収入 --・-1 13, 685, 5451 11,354,6181 一一一［~＿竺日竪｜一一一一i一一竺坐空
雨経常経費補助金収不一一I108, 011. 8851 15,249,3501 L 483,ooQL 3,so5,oool 11,1s3,ooo 

函E助成金収入 -- I i, 600, ooo ・ 

066受託金収入 I 18,303,641 

067事業収入 I s,013,4so. 

068貸付事業収入 一） 2,876,500ごて一二一 一＿ f

収， 069共同募金助成金収入 I wι758 .. _ 

入 同70負担金収入 L 110. o叫 710,000 
」 － 一 一一一一一一一一

071介護保険収入 I 173,370,360 
072利用料収入 I 302,400 

074自立支援費収入 I 20,621, 190 

076雑収入 I 4, 109, 4891 3,330,so1 

078受取利息配当金収入 I 34, 0151 33,9s1 

080経理区分間繰入金収入｜ 25, 287, 1901 19,443,180 

081本支所間繰入金収入 I 44, o8s, s89I 40,881,105 

'(fa｛経常活動収手入計1~.（；！ u~まl＼~99，·争o·a;T2.ol ヨ57，·~·3,11724lfitミ 12,l≫o_ol 1証試技ol さ：)l：~fil:46Jり｜司 29必·a,$6~
031人件費支出 I 269, 326, 6421 a9,o3s,4s61 L I I 2,364,104 

032事務費支出 I 8, 527, rn2I 6,138,1411 12,6001 2,6001 I 78,080 

033事業費支出 I' 61, 024, 8381 2,34a.o36I I 1,123,1861 80,2sol 6,010,249 

034貸付事業等支出 I 2, s42, ooo ・ ・ ・ 

支／037助成金支出 I 31,s14,o8o 

出 1038負担金支出 I 312. 100 

041経理区分間繰入金支出｜ 25, 287, 1901 5,731,066 

042本支所間繰入金支出 I 44,o8s,s89. 

043利用者負担軽減額 I 111,osg 

訴正j経常指動；芸き出計詰主，：：.~~＇.；又i ミ4全2，品i9.釘101；江.0.3:

5,996 

7,794,003 

4,685,890 

199,000 1,386,400 278,831 

4,811,1501 18,464,972 

187,900 

2,991,457 

312,509 

収 10941積立預金取崩収入

モ財｜入！ω！財務活動収入計？

主務｜ los3j積立預金積立支出

~！ l 支回到f竺些竺支出
支動｜出回雨扇動支出計8

120, 0001 :,c 

36, 871, 0451 36,871,045 

一一一一一』 .. ~ 
， 骨 可1

．同 t

額
一
残
一
残

差
一
金
一
金

四四
ω
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第2号－ 2様式

資金収 支決算内訳書

（自）平成24年4月 1日 （至）平成25年 3月 31日

法人名：社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
（単位：円）

勘定科目
ボランティア
センター イテ

一

p
ニ
タ

ユ
ン

ミ
セ

コ

証会福祉
センタ｝
管理運営

共同募金
助成事業

福祉人材
育成事業

円，・一
F
h
u

つ
白
一
氏
U

’i
一aせ
’’
 

田町
U

一

0
0

一

司
『
一

1,846,047 

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

061会費収入

062寄附金収入

064経常経費補助金収入 I 1,1so,ooo 

065助成金収入 I 1,600,000 

066受託金収入

067事業収入

068貸付事業収入

収 1069共同募金助成金里丘二仁ご二J一一 一一「一一一二「－・・ 9,34~！58 
入 1010負担金収入

071介護保険収入

072利用料収入

074自立支援費収入

076雑収入

078受取利息配当金収入

080経理区分間繰入金収入｜ 611,777 

081本支所間繰入金収入 I 120,223 

強会経常活動豚来世，l：寸喜安f~； (5必5抱負~I恥ti ~）734,io~r.g顎~.76扇面1~＂＇ ~9お10~.i~＞sl ·:t~·蚊J記五福
031人件費支出 I 2,869,4041 2,386,s21 ・ 

032事務費支出 r~ 143,545' 8,300 

問事業費支出 し 1,589,9471 ι339,381) 14,985,521 

034貸付事業等支出

支 1037助成金支出

出・1038負担金支出

国1経理区分間繰入金支出

042本支所間繰入金支出

043利用者負担軽減額

(Q生繍？管糊制覇者：諮；i0(lil §fr) .s1s1~ ；~n I ！~J.言p,r?.4[2Qaド！；｝.fj必g~.s~sgilb正予知陶磁l1U3h.~~.9~21

1,602,288 

Q 8,141,000 

57,000 

一一 6,734,208J-9_3,057,00QJ ＿＿一 一

980,770 

171,400 142,758 240,224 

23,350 

56,200 

1,088,800 6,897 

300,000 7,937,958 

192,873 177,127 

720,223 

1021当期資金収支差額合計

1021前期末支払資金残高

1021当期末支払資金残高
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第2号－ 2様式

資金収支決算内訳書

（自）平成24年4月 1日 （至）平成25年 3月 31日

法人名：社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
（単位：円）

勘定科目
福祉サービス｜居宅介護等｜介護予防等
利用支援事業｜ 事業 ｜ 事業

障害
自立支援等

事業

福祉資金
貸付事業

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

79,715 061会費収入

062寄附金収入

064経常経費補助金収入

065助成金収入

066受託金収入

067事業収入

068貸付事業収入

収， 069共同募金助成金収丞一一」

入 1010負担金収入ー

071介護保険収入

072利用料収入

074自立支援費収入 I 733,ooo 

076雑収入 I 82,947 

078受取利息配当金収入

080経理区分間繰入金収入 f --2:9瓦函「－ 405,429｝一一一i6;733

081本支所関繰入金収入 I I 2,4so,661 

OB ti｛働！活動·)ttt.久計Lが -ti叱25,6ss;·as2I~ j21a;7.15,o~a.3I. 1,1as扇可ぷをo,512~3.Q.61 ・ ＂~ ~4,298;2~9 
031人件費支出 I 19,354,s1sl 140,316,611 ・ 

032事務費支出 I 319,8471 1,495,180 

033事業費支出 一一「－－ 3,971,077( 22,401,82il-1,065,604 

034貸付事業等支出

支 j037助成金支出

出 1038負担金支出 I 10,0001 113,400 

041経理区分間繰入金支出 I 994,2001 8,465,381 
一一一

042本支所間繰入金支出 I I 42,963,103 
043利用者負担軽減額 ｜ －一一一一｜ 117,089 

一一一切4~~：経常治闘要期計免j必や豪語A，的~J.7021量；~i~.~3_2：，§州事ぷ沈f85j8~3f~~；誠司？.，~＿~§＇"--; ~§；~~ais 

265,880 

1,112,065 ~91,194 283,276 

18,249,680 39,927,000 333,050 1,342,000 866,700 

2,289,790 

2,876,500 

173,370,360 

302,400 

19,894,790 

140,419 1,240 

34 

n
L

一nud

n
U

一n
o

nv
一円。，．， 

n
o

一nnu

nv
一po

nwd

－nJU 
，．
 

円

4

一
’EA
－
 

6,300 

818,235 1,135,834 

2,542,000 

800 

119,429 6,428,830 186,827 

92,754 

,,,_. I 0941積立預金取崩収入

巳断Iilo弱｜財務活動収人計7

f務I, ~ I os3 I積立預金積立支出
一一 一芯活I~ los41その他の支出

主動1~ i9s9t財務活動芝附（一一

甑胃腸慰欝理恵理覇軍
1021当期資金収支差額合許

1021前期末支払資金残高

1021当期末支払資金残高

~ A庁一了一一一一一「一一一一一I一一一？？
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第3号様式

事業活動収支計算書
（至）平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人

（自）平成24年4月1日

延岡市社会福祉協議会
立：円

勘定科目 ｜ 当年度末 ｜ 前年度末 ｜ 増減

堕1会費収入一 一一一一一ーー＿＿_L ___ -8, 97 4, 50~_1__ ＿旦旦空~L.－~＿141, 705 
I 162寄付金収入 J 13, 685, 5451 ~， 211, 9691 1, 473, 576 

I 16＇！＿経常経費補助金収~－一一 一一L l旦~7？~f_!Qj里必旦空§~1－ーム~－型
: 165助成金収三一一一一一一 ー一一し一一旦09♂引一一回Q~竺1－－~_QQQ
I 166受託金収入 I 78, 303, 641 I 80, 2s2, 6261 6 1, 948, 985 

l 167事業収入 一一一一 一一一｜一一一色里3~空oI -_ _L_I_~~！－竺＿！＿ ＿＿ー一~~型
収~－ 169 共同募金助成担一一一一－ 1－－刊6, 758い~§~L －~~塑
入団負担金収L 一一 一一トJ 塑，__QQQ_h_ _B1哩｜「 39日 00

ll巾保険収入一二：に一一日刻172利用料収入 ｜ 卜 493, 7001 ム 191,300
174自立支援費収入 I 20, 627, 7901 14, 755, 9601 5, 871, 830 

i 176雑収入 J , , I 6301 
I 118基金取崩額 L 120, 0001_ 224, 957 I ム 104,957 
l 179引当金戻入 I I 2,161!3111 ム 2,167,371 
180国庫補助金等特別積立金取崩額｜ 5, 357, 1281 5, 577, 8341 ム 220,706 
J84事業活動収入計1 て』 f I 432:598, 9541 413, 382, 4011 -19,'216, 547 

131人件費支出 I 269,326,6421 269,332, 755( ム 6,113 

132事務費支出 I 8, 527, 1821 9, 465, 9881 ム 938,806
133事業費支出 I 61, 024, 8381 60, 809, 1101 215, 728 
137助成金支出 I 31, 514, 0801 32, 733, 8891 ム 1,219,809
138負担金支出 J 372, 1001 453, 9751_ ム 81,875
139基金組入額 I 20, 4011 82, 7671 ム 62,366
140減価償却費 一一一－－ _L_ 11, 641, 3451_ 14, 646, 1011 ム 3,004,756 
142引当金繰入 I 11, 840, 6401 11, 522, 8861 317, 754 
143利用者負担軽減額 I 111, 0891 120, 7341 6 3, 645 
144事業活動支出計2......-_l 一一I-• 394, 384, 3111 399, 168, 2os1 式 4,.. 783,.: 888 

支
出

事
業
活
動
収
支
の
部

34, 0151 58, 0181 ム 24,003

25, 287, 1901 31, 724, 4461 ム 6,437,256

44, 088, 5891 28, 421, 6801 15, 666, 909 

ぷ 5"g，初9,794「60, 2P~， r44f ~rぷ合r2b5,650
25, 287, 1901 31, 724, 4461 6 6, 437, 256 
44, 088, 5891 28, 421, 6801 15, 666, 909 

~ ij,_]Jp，註~T品＿f3p£~i4§, T26T ，.＇日当9,'・229,"653 

一一一宮鹿同圃圃E喝霞－圃聞置現司E
鵬顧露~喧園瞳濁際環露欝閣鵬髄鰯脇町一一一一一一ー－

194固定資産売却益 I 10, 0001 60, ooo 
-19＂＂§・－特別収入耕一一一← f I , 10 oool 60, obol 

155固定資産売却損及び処分損 I 181, 858( s1, 923 

157国庫補助金等特別積立金積立額｜ 1,226, 1501 298,200 

1_59特別支出計9 一 ~ I 1, 408, 0081 350, 123 

一一一一ーで盤「一一一一一一・一一一一一
201当期活動収支差額

200前期繰越活動収支差額
200当期末活動収支差額13

I 205その他の積立金積立額

ハU
一n
U
一FLO
一ハ
U

一区
υ

A
U
一n
u
－
qo
一に
υ
一
no

n
U
一－n
U
一nud
一n
u
－－Q
O

n
u
一A
U
一n
y
一守
t
一司
t

F
h
u

一E
U
て
n
L
一η
4
一・F
h
u

三
一

1
一
9
一40’

ム
一
色
一
一
じ

支
出

186受取利息配当金収入

188経理区分間繰入金収入

198本支所間繰入金収入

選91. ；事業活動外収永計~4＿，＿；磁.＼ ~J ~-r. 
147経理区分間繰入金支出

152本支所間繰入金支出

F，唱3 事業活動外支柑計一~~~－.Jiw. ~ ,.;e :z 

:1史
収活
支動
の外
部

36,850,644 
244, 927_, 561 
281, 778,205 
36,850,644 

46ー



第4号様式

事業活動収支計算書内訳書

延岡市社会福祉協議会
（単位：円）
ふれあいの
まちづくり

重差
5,996 

41,142 

17,163,000 

（至）平成25年 3月 31日（自）平成24年4月 1日

法人運営
及び経営
管理事業

161会費収入 I s,974,5081 6,222,3891 i2,6001 22,634 

162寄付金収入 I 13,685,5451 11,354,6181 I 421,152 

164経常経費補助金収入 I 108,077,8851 75,249,3501 I 483,ooof 3,505,ooo 

165助成金収入 I 1,600,000 
166受託金収入 I 78,303,641 
167事業収入 I s.013,450 
169共同募金助成金収入 I 9,346,758 
170負担金収入 一二C__z10,ooof一五o.-oo_Q[
171介護保険収入 I 173,370,360 
172利用料収入 I 302,400 

174自立支援費収入 I 20,621, 190 
176雑収入 一J 4,109,4891 3,330,501. ＿＿一一
178基金取崩額 I 120,000 

180国庫補助金等特別積立長扇「1辰五語「4,941,000

1~髭寡業活動l反号、；計1語会ぢI 432,59Bi954IHof,ao1~8s81 ，、
131人件費支出 I 269,326,6421 a9,o36,4s6I 

132事務費支出 I a,521,1a2f 6,13a,141f- 12,6001 2,600・一一一一

133事業費支出一一一一I61,024,8381 2,348,0361_ _ い，123,186

137助成金支出 I. 31,514,080 

138負担金支出 -1 372,100 

139基金組入額 I 20,401 

140減価償却費 I 11,641,345 

142引当金繰入 I 11,840,640 
143利用者負担軽減額 I 111,os9 

1毛主：悼決活動支出計誌ミ五三－－~－ f~94~~4:3nhiJ7r!?Ii52.2I~函扇面a1~r 1n~1;2~＿61写q；~事長切I;, 2~~911 ,405 

連絡調整
及び
成事業

法人名：社会福祉法人

広報活動
事業

企画調査
研究事業

全事業
合計

勘定科目

収
入

事
業
活
動
収
支
の
部

34,0151 33,981 

25,287,1901 19,443,1801 I 199,000I 1,386,400 

44,088,5891 40,887,7051 . ,-

:1 マ69l4@,794I震E>om64~®6IT:~r
25,287,1901 5,731,066 

44,088,5891 312,509 

!5-69~375~77引｝瓦o4~；$_75[tす~·

186受取利息配当金収入

収 1188経理区分間繰入金収入

入 1198本支所関繰入金収入

J~JJt事業活動舛i成よ時計支芸4
147経理区分間繰入金支出

152本支所関繰入金支出

1-S:主主英業活動外支出費f＆支？

3,505,00Qf . _29,69,0,0凶
2,364,104 

78,080 

6,070,249 

18,464,972 

31,500 

12,6001 ~9.?6W8614. 

7,223 

支
出

278,831 
事

収
業

支
活

の
動

部
外

i 三1~~~主ぎg·ibool ふ：1:3a.6?{o1U二， ~~ta対1
2,991,457 

付｜宗主事宮市瓦七三、引，J』991λfi
支
出

，、
194固定資産売却益 I 10,0001 10,000 

1釘糊リ収入前 γ 1一一五而Iτ－io,oool＿一三二1 ;:;C"ji「一一空
155固定資産売却損及び処分損｜－竺山里｜ 140,644 

157国庫補助金等特別積立金積立額l 1,226 150 

1ザ糊lj実出れみ二 I 1,'408~oos1.-_ 140,644［~－－「

収
入

特
別
収
支
の
部

支
出

’ 

1201当期活動収支差額 I 36,850,6441 38,816,9831 ム7,2231 ム31,5001 01 ム2

収繰｜ 国立前期繰越活動収支差額 l. 244,927 ,561 ! 119,586,2221一 望7,9191ム1,087,6421会2,865,7921 265,900 

支越｜ 1200当期末活動収支差額13 j 281,778,205j I58,403,205J 390,696j.6 1,119_,1~2弘之865,7921一竺乞8塑
差活L_J205その他の積立金積立額 l3~.850,644[ 36,850,644一一一一一一一←
額動 t 一一一一－t

1206次期繰越活動収支差額 -J 244,921,56Il 121,552,561 265,898 面正＂6961ム工五瓦14:fl~ 五局ζ792
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第4号様式

事業活動収支計算書内訳書

高齢者 ｜ 社会福祉
コミュニティ｜ センター
センター ｜ 管理運営

161会費収入 I 785,1211 1. l,846,04? 

162寄付金収入 I 4651 I 1,602,288 
}64経常経費補助金臥一「寸漏，而「一一一一一「一一一 8,141,000f--

165助成金収入 I 1,600,000 

166受託金収入

167事業収入

169共同募金助成金収入

170負担金収入

171介護保険収入

172利用料収入

174自立支援費収入

176雑収入 I 171,400 

178基金取崩額 I 120,000 

180国庫補助金等特別積立金取崩額

l~土議業活動収災計1 '¥''tJ 
131人件費支出

132事務費支出

133事業費支出

137助成金支出

138負担金支出

139基金組入額

140減価償却費

142引当金繰入

143利用者負担軽減額

t1d；；：鱗活動支蜘お之江川1.-:r i~：gf6,6~§1 ¥:1" '. :-5~734,2psf否I雨訪朝事粛正扇~L:L!.. －~63必7

延岡市社会福祉協議会
（単位：円）

（至）平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人

（自）平成24年4月 1日

福祉人材
育成事業

共同募金
助成事業

ボランティア
センター

勘定科目

3 051 0001 

980 1191 

~~~4函l

6,734,208 

57,000 

収
入

T・

二亙予言仁ご！二三二仁一扇示

401 026 

9記万砕ゑ4 240;224 

事
業
活
動
収
支
の
部

56,200 

!4,985,5211=-1:0瓦而｜二二二6,897

7,937,958 

支
出

「一一亘豆盃仁二：事亙二一一一ー13,799 

置｝j~－－－~云語i!JSQTE二三L＿ーと：i:YL~IBL二二二コ乙己瓦函（←ー_j.~~~t函こ」：＇~＿Lal

宇内 』グ

177,127 

611,777 

720,223 

-・- .・ 1:332,000じJ~~ママてl匂
192,873 

720,223 

嗣. 9~3;0961 ~~i) ~三司王子三τ；日！長E二~~~7:戸L：：；~r-~ ＿.，，1u .121 

二二三l二二一空三重！？

186受取利息配当金収入

収 1188経理区分間繰入金収入

入 1198本支所問繰入金収入

主叫：；要業活動外’保弘J‘計4)
147経理区分間繰入金支出

152本支所間繰入金支出

語主事業活動外支出計5i;.~~I:

事
業
活
動
外

収
支
の
部 支

出

；主~~－＇Ji.＠並立j出民~~L一一三三自民一一一一一」；－一一一一.J！一一一設立制；－」斗三：~
・・・・泳三さ豆辺三：三Q長二コ工こζ半面こ二二二：］t~l~窪5泊二二豆盃函こ二二二二三

4,483,9921へt'l" 6,734!208ト耳石元両副〆
2,s69,4o41 2,3a6,s21I I 
一一一一一寸ーーーー ．一一一ー一一一一一一・－t一一一一一一一ー一一一一－t-143,5451 8,300 

1,589,9471_ 4,339,381 

300 000 

収 1194固定資産売却益

ろ！お9特別収択肢 N 主 ！一一一一一仁一一， 1一二二二二二二＝·－~1てー－一
155固定資産売却損及び処分損｜ 21 I I 
157国庫補助金等特別積立金積立額l I I I 

一＿n一極£iI支出一郎 ！ ｜ 一： 21i - ・I 「 ｜ 

支
出

四

’ 

主！じ浸w主主必：-j}_':____ JL______.-2._Ml一一一二〕L一一一＿＿jL _ _i;_,JJ主主主L ___ _J 
0 

89,810 

89,810 

201当期活動収支差額

1200前期繰越活動収支差額

1200当期末活動収支差額13

1205その他の積立金積立額
同百次期繰越活動収支差額－－r－~扇云3Tー←519·，副－－－ 26局面gf ____ 2,i-7而 5「－・・89,810

ム 170,515

2,345,614 

---b!.1?1恒一二二

ム2,287,094

28,790,323 

26,503,229 

ム13,801I 0 

ム224,93幻 519,340

D. 238,7331 519,340 

5者
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第4号様式

事業活動収支計算書内訳書

延岡市社会福祉協議会
（単位：円）

（至）平成 25年 3月31日

法人名：社会福祉法人

（自）平成24年4月1日

F草膏司

自立支援等
事業

福祉資金
貸付事業

介護予防等
事業

居宅介護等
事業

福祉サービス
利用支援事業

161会費収入

162寄付金収入 I 265,880 

164経常経費補助金収入 I 1,112,Q65 

165助成金収入

166受託金収入

167事業収入

169共同募金助成金収入

170負担金収入

171介護保険収入

172利用料収入

174自立支援費収入

176雑収入

. 1178基金取崩額

180国庫補助金等特別積立金取崩額

f 84）事業活動収‘災計~j-S ' 設

131人件費支出

132事務費支出

133事業費支出

137助成金支出

138負担金支出

139基金組入額

140減価償却費

142引当金繰入

143利用者負担軽減額

1144事業活動支錯計2日 J プ

勘定科目

79,715 

一［ここが276

二五扇面i=--3瓦函「－工云~OQ

391,194 

39,927,000 18,249,680 

2,289,790 

‘ 

収
入

173,370,360 

302,400 
←ー一一一一一一一十一一 ー一’一一ーーー一一一

19,894,790 

1,240 

i~l6正元oJ一三0,5i2,35通｜竺こ］）fal,715
12,998,902 

266,389 

818,235 

140,419 
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n
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n
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nυ

一8宮

内
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一円。
向。一
n
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一FH
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－， 
－T
A
 

事
業
活
動
収
支
の
部

日間一山一… 1,065,604 

1zi型I二二二五act10,000 支
出

168,000 109,7631 一一一二仁一一2,83869,150 

14.08§.3641情渉－~1:310.134
117,089 

-~·23;7~~，652hネ1§j，亘五夜言！？
昌 一一~lrl.:MH-- 一一一一~1必丘三二重己込＆乙！一二ムー .L ：.~：.｝2_I》三J＿~~§~；；；川er~!r.:L ： ~~1~－’I i1i£;j l 'L ~：礼1日d；一一←；；~－Aと｜

34 

収
入事

収
業

支
活

の
動

部
外

194固定資産売却益

1跡糊l}J反入許8必~＇~：勺::-1~一
合 l155固定資産売却損及ぴ処分損
一 一言1157国庫補助金等特別積立金積立額

」1159特別支出計9

’ 

~·－~~－＝~了一下三仁子
4,004 

而珂~；－－；十－~ヲ！？一六六－q7;.：：；－－－~－1, t叫

ム910,1541 D. 21 I ムl

41,9481 672,6531 ol ム2,8391 ム167,966

12 347,4071 72 527 7951 4 140 4391 9 542 0491 D. 1 446 891 

12,389,3551 7_J.,20Q,4481 4 140,4391 9,539 2101 D. 1,614,857 

？う＂＇r. ‘~« ·~ 

2 

1201当期活動収支差額

1200前期繰越活動収支差額

1200当期末活動収支差額13

¥205その他の積立金積立額

1206次期繰越活動収支差額 ム－12:38五・355「－73,2日副一－－4瓦0>1391--・9
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勘定科目

（至）平成25年 3月 31日

法人名：社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

（単位：円）

貸借対照表
（自）平成24年4月 1日

資産の部

当年度末｜前年度末 噌減 勘定科目

未払金

預り金

第5号様式

負債及び純責産の部

当年度末｜ 前年度末 増減

37,486,2061 25,273,530 

2,399,010 2,006,857 

空豆全一一一L－－~~~一一－－·－－－~
手負債計I61,31s.60~ ！－ ·.3:9.：~s.叫h

150,000 

122,388,9031 110,447,023 

流動資右耳元唾52~ 167,44.3耳両69~1 固ム ft It I 122，ー，~~~1 －~函ム23
11,941,880 

11,941,880 

39,3,72~267 （基本財産）

基本財産特定預金 ！ ι肌0~1。1 ~：800,000 
建物

建物付属設備

土地

。基本金

負債の部会酔い89,704,5061 150~332;239 

。
74,099,3161 79,866,9481 !::,. 5,767,632 

3 OI 基3 

65,418,0001 65,418,000 基金内訳｝01' 
．社会福祉事業基金

4,800.0001 48,ooo,ooo 

金 245,591,427 236, 708,929 8,882,498 

135,212,430 129.?40,463 5,971~967 

3,679,270 3,679,2?0 。
4,705,655 4,705,655 。

100,000,0001 96,969,469 3,0初，~31

1,994,0721 2,114,072 b. 120,0oo 

（小計） I 144,317,319l 150,084,95ll 6 5,767,6321ボランティア基金

（その他の固定資産） 市民助け合い資金基金

建物
ーー・←一一一ーーー一一一ー一一ー一一・ιーーーーーーー『ーーー・ーいー－－－－四ーー・

建物付属設備

構築物

跡
一
明
一
利

む
一
一
権

車

5器

ソフトウエア

一
金

金
一
け

付
一
預

貸
一
済

期
一
共

長
一
一
職

一
退

;J 

その他の積立預金

その他の基金積立預金

預託金

3,1 ’7矧 乱217’238J !::,. 90,4501 介瞳傑険包嘗安定化基金

22’06弘9791 23,228’9481 ！：：，.川

ι1 凶仰仰21 !::,. 474,29 4 

3,004,465 4,452,6581 !::,. 1,448,193 
国庫補助金等
特別積立金

68,490,3391 72,621,317 !::,. 4,130,978 

24,533,4151 19,533,415 5,000,000 5,584,171 I 3,894,378, 1,689, 7931 その他の積立金

5,000,000 365,0001 365,000 24,487,1761 19,487,175 

46,240 46,240 。1,014,4751 487,375 

22 388,9031110,447,023 11,941,880 

I I .- nnl 次期繰館活動 I "'I 24,533,41引 19,533,415 5,000,0001 ""' I 244,927,561 I 244,927 ,561 I I "• vvl 収支差額！ 山｜

I I n nnl （前期繰館活動 11 ,., I 
245,591,4271 236,708,929 8,882,4981 I n·• 11 244,927,561 I 244,927,561 

I I u, i7UI l 収支差額JI 山｜

削 3叫 ん~~~r ~－；司戸羽向収支差額〕｜ ・・--- 01－－－－~一一

3,856,2001 4,190,7001 !::,. 334,500 

。
。
。

一－－－＜~＇＊：－－·－r ~；~.~則。i…ム；~T-- 2~＇.495,725 

固定資産計rj5so. ・.7沖61,479,627一18,-72

｜，‘．．－．－喝＞1 ・.酢－．一色... i戸苧－－ -1負 ．債 及一－・ぴi -・ ｜．－十 ！ 『

資、産，の部合計I778,o47,24sl 128,923,461I 49,123,7871 I 778,047,2481 728,923,4611 . 49,123,787 
I I I ltit.也産の部合併1 l I 

累計減価償却費 301, 196,892円

累計国庫補助金等取崩 127,853,415円
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。司
園田‘

固 定資産集計表

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

資産の種類

土
一
建

基
本
財
産

期首残高

地
一
物

n
U
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U

－R
U
 

ハU

－n
u
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u

－n
u

－’
i
 

，
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－n
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－必せ
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－
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－
5
 

－円
ru

－

自平成24年 4月 1日

至平成2.5年 3月31日

取得金額・

当期増加額｜ 当期減少額 期末残高

当期分

減価償却費｜補助金取崩額

n
u

－n
u

－R
u
 

n
u

－n
u

－n
u
 

n
u

－
n
u

－唱
i

，
．
，
．
，
 

nnu

－
n
u

－司
t

’A
E
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t

－円。

』
官
－

n『
M
E
n
u
d

，
．
，
．
，
 

F
h
u
E
n
，u

－s笠

po

－円。－
Fhu

－nF白 5,767,632 

減価償却

累計額

4,941,000 I 158,840,684 

54,937,102 

（単位：円）

差引期末残高

帳簿価格 ｜うち国庫補助金額

65 418 000 

74,099,316 

3 

66,063,000 

小計

建 物

353,295,105 

3,722,250 

31,691,393 

9,069,000 

49,578,592 

25,601,197 

119,662,432 

1,806,500 

5,767,632 

90,450 

2,133,219 

830,622 

1,343,694 

1,246,828 

5,64~ ，~H3 

228,900 

4,941,0001 213,777,7861 139,517,3191 66,063,000 

肌
一
同
一
瓜
一

m一
川

，空o.s.~p2sL;, ・ 78, 122.~.~ 19 

12,6001 1,548,025 

3,126;788 

22,066,979 

4,168,648 

3,004,465 

5,584,171 

37 ,951,051 

1,014,475 

554,500 

建物附属設備

構築物

具搬運両車

そ
の
他
の
固
定
資
産

若器具・備品

小計

無形固定資産

5,215,980 

2,977,8401 2,678,0001 25,901,037 

4,3os,11~r.. ~. .］，~~~·，98,0I ・(l 16,01;3＼~§19：・ 4
. . ，．守・ ・ ‘h ・・‘． νx:;v川

756,000 2,562,500 

小 計

合計

1,806,soo1 1s6,9P9f I 2,562,5001 2勾，9001 I？そ6001.‘， 1,548,0251 1,014,475 

~1~~！.~~！~笠’L.~ ...一5似烈｜町d叫H‘ ，I~~.~，そ＆~.QL.烈烈1.1'!§.L....... J ~ .. §.~.1.1.~~5 L , .. ~A J~，3.57 ,128 L. 仰仏6301 附則45
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第 6号様式

財産目録
平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人

285, 118 
164,440,286 
164,440,286 
32, 194,424 

8,420 
911, 280 

197,839,528 

延岡市社会福祉協議会

（単位：円）

貫 一震 の一一一一－
I. 資産の部
1 .流動資産
( 1 ）現金
(2）預貯金

1 .普通預金
(3）未収金
(4）立替金
(6）仮払金

く〉流動資産合計く〉

． 

4,800,000 
74,099,316 

3 
65,418,000 

144, 317, 319 

2. 固定資産
( 1 ）基本財産

1 .基本財産特定預金
2.建物
3.建物付属設備
4.土地

。基本財産合計。
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( 1）その他の固定資産
1 .建 物
2.建物付属設備
3.構築物
4.車両運搬具
5.器具及び備品
6.権利
7 •·ソフトウエア
8.長期貸付金
9. その他の積立預金

1 0.退職共済預け金
1 2. その他の基金積立預金
1 3. 預託金

く〉その他の固定資産合計く〉
。固定資産合計〈〉

778;047,248 

62, 759, 736 
4,405,867 

150,000 
67,315,603 

~：~： I資産の部合計

n.負債の部
1. 流動負債
( 1 ）未払金
(2）預り金
(3）仮受金

。流動負債合計く〉

， 

122,388,903 
122,388,903 
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2. 固定負債
( 1 ）退職給与引当金

く〉固定負債合計く〉

- 52 -

負債の部合計
差引純資産
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預金明細表
平成25年 3月 31日現在 （単位：円）

｜ 定期預金 ！ 普通預金

1.流動資産 ｜ 
I.預貯金

宮崎銀行延岡営業部

延岡信用金庫安賀多支店
一ー ト一一一一一

ゅうちょ銀行
一一一 一

宮崎太陽銀行

延岡農業協同組合北浦支店 2,606,251 

延岡農業協同組合北川支店 4, 199,637 

北浦漁業協同組合 149,908 

r~ ぷ泊 【普通預金合計】 ぜ：~： L·L~·~tて~－..：｝一一一一一一一
2.固定資産 ー一一一一－ L＿一一一一

I.基本財産
ーー ー 一一 － F ー

①基本金
宮崎太陽銀行延岡支店 4, 80"6, 000 

ti~お？とミf ·~· ・L：’基本金在許：q＂＂，＼パーゴ卒お刃，｛ h f 会：i！：？ ~··t モ 4~aoo}!oo:o 
n.その他の固定資産

①積立預金 ｜ 
A.社会福祉センター整備積立金 '(24, 487, 175) 

延岡信用金庫安賀多支店 I 24,481, 115 

B. 自動車購入積立金 (46, 240) 

延岡信用金庫安賀多支店 46,240 

とと三J：義弘金義【←；積畠頚盗奇計とt］－~；・’よ刀二1ヰ，..－二：－：··；－ ~：二詰ti議抗日プコ士：·－·.一·24~＆.aa;-415
②基金積立金

A.社会福祉事業基金 (135, 212, 430) 

宮崎銀行延岡営業部 10,000,000 39,386,284 

西日本シティ銀行延岡支店 10, 000, 000 129, 119 

宮崎太陽銀行延岡支店 10,043, 183 

九州労働金庫延岡支店 10,000,000 140,927 

延岡信用金庫安賀多支店 10,000,000 7,522,000 
十一 a • －ー

大分銀行延岡支店 10,091,849 

鹿児島銀行延岡支店 9,685,526 
-- - .』

延岡農業協同組合 あたご支店 10, 000, 000 127, 105 

延岡農業協同組合北方支店 2,534,000 

延岡農業協同組合北浦支店 1,831,680 

671, 115 

B. 79, 270) 

I e19,210 

705,655 

D. 00, 000) 

803,000 

610,000 

587,000 

I 000,000 

E.災害対策基金 l （~， 994, 072) 
一 延岡信用金庫安賀多支話一一一一一l I 1, 994, 072 

一 【 基金積立金合計 ] I 245, 591, 427 

総計 I 439,365,128 

-53ー



未払 金 明 細
（単位：円）

側出先 94,605 （株）宮崎ヒューマンサービス 3,940 

新光石油開 91,223 富山石油店 42,040 

東九州石油鮒延岡サービス 24,920 株式会Aコープ宮崎北方店 231,609 

ニ菱電機ビルテクノサービス鮒 42,000 （資）湯川百貨店 31, 125 

火宮電気管理 12,000 株式会社でんかプラザきたかた 6,500 

企業警備保障 140,070 ニューライフさとう 40, 110 

フジモト紙店 159,487 有限会社甲斐邦男商店 80,640 

開パシフイツクシステム 1,050,000 戸高石油店 50, 152 

延岡市シルバー人材センター 237, 765 甲斐酒石油店 72,458 

イオン九州 43,385 マツダ自動車修理センター 154, 112 

幸文館書店 14,280 （有）延岡オフィスマシン 10,365 

‘ 
第一環境管理附 966, 733 有限会社県北石油 32,276 

開九電工 213, 150 （有）山岡設備工業 267, 750 

側セキュリティサービス 96, 749 エースメデイカル有限会社 51,450 

延岡テント商会 297,400 （有）青木自動車整備工場 183, 140 

附岸田電業 359, 100 （株）町田予防衛生研究所 8,820 

延岡市ボランティア協会 20,000 中村消防防災（株） 78,435 

九州電力闘 327,272 河野鮮魚店 15,855 

NT  T西日本側 145,681 県北浄化槽（有） 138, 127 

KDDI 49,094 ダスキン城山 16,060 

NTT docomo 47, 107 J A延岡 114, 119 

NT  Tコミュニケーションズ 9, 116 株式会社エルゼ 10, 155 

水道料金 5,038 中田農園 中国友喜 8,500 

ガス料金 1,205 フィード株式会社 23,478 

リコージャパン鮒 113, 666 （有）ふじファーマシー
6,300 

カンナ工房 1,000 きたかた調剤薬局

延岡郵便局 37, 255 上回工業株式会社 40,950 

夕刊デイリー 7,952 宮崎県環境科学協会 6,000 

ヤマト運輸鮒 22,550 Canon 3,223 

ソフトノミンク 9,326 有限会社土田工務店 356,328 

リコーリース鮒 28,350 無料法律相談弁護士謝金 65,000 

木山会計事務所 199,500 心配ごと相談員謝金 28,800 

延岡青写真センター 5,250 移送サービス報償費 39,800 

レイメイ藤井 2,226,000 生活支援員活動報酬 344,270 

’ 
北方医院 31,050 産業医報酬 75,000 

延岡市医師会病院 31,334 日本年金機構 4,236,224 

宮崎ガスサービスショップ 48,300 介護予防プラン委託料 73,152 

” 鹿児島丸二陶料 20, 790 職員給与及び諸手当 6,479,225 

柴石油瓦斯 6,345 補助金返還金 1,387,058 

日高石油店 2,944 受託金返還金 1,032, 789 

吉田石油店 4,334 社会福祉事業基金積立金 11, 337, 819 

北浦新聞販売所 2,905 センター整備積立金 25,512,825 

安藤石油店 3,405 全国社会福祉団体職員
2,464,350 

茂石油店 2,615 退職手当積立金積立

宮崎綜合警備 5,000 民間福祉施設用従事者
329,556 

（株）広美社 12,600 職員共済制度事業主掛金

iロ~ 言十 62,759,736 

- 54 -



未 収金明細

)o 

介護保険収入 20,303,924 

介護保険利用者負担金収入 1,607,226 

介護給付費収入 3,282,318 

介護給付費個人利用料 70,007 

居宅介護支援料 4,603, 150 

福利厚生センター 141,590 

センター利用料収入 85,500 

南九州コカコーラ 4,354 

サービス利用計画作成費 343,000 

あんしんサポートセンター利用料 57,890 

相談支援体制充実・強化事業補助金 l, 112, 065 

住宅改修意見書作成受託料 34,000 

介護予防教室受託金 210,000 

元気あっぷシニア受託金 84,000 

認定調査受託金 75,000 

生きがいデイサ｝ビス受託金 54,000 

生きがいデイデイサービス個人利用料 19, 100 

福祉機器レンタル利用料 107,300 
A口、 計－ •.· -

~ 

二『3守" じ32;f94;42在
l " 

（単位：円）

‘ 

仮払金明細

移送サービス総合補償掛金 39, 740 

福祉サービス補償掛金 10, 836 

社協総合補償掛金・日常生活自立支援事業 742,968 

家族介護者交流事業契約印紙代 200 

地域住民グループ支援事業損害保険料 91,936 

委託契約書印紙代 25,600 
ぷロ弘、 計 ’ 911,280 

（単位：円）

n 嘗 金 明 細
（単位：円）

延岡市民生委員児童委員協議会 580 

埼玉県障がい者相談支援専門員協会 7,840 
lロ〉、 計 8,420 

’ 仮 受 金 明 細
（単位：円）

1’ 
社会福祉事業基金運用益事業差額返金分 150,000 

,,L.ロ~ 言十 150,000 

預 り 金 明 細

雇用保険料個人負担分 1,096,899 

県退職共済個人負担分 329,556 

社会保険料個人負担分 2,226, 118 

所得税 281,494 

住民税 471,800 
ム口、 計 4,405,867 

（単位：円）

E
d
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監査報 止
口

、．
平成 24年度社会福祉法人延岡市社会福祉協議会の業務執

行状況及び一般会計の決算について、関係書類、証猿並びに業

務執行状況報告等を詳細に監査した結果、いずれも過誤なく適

正に処理しであることを認めましたので、定款第 13条第2項

の規定に基づき報告いたします。

平成25年 5月 15日

監事

， 

監事扮返J ヌ之被；~－－－＇·
可r

av 
RJW 



部

長⑧ 延社協第 130 号

平成 25年 4月 23日
を↑長が点持ミ仏芝方⑧

理事

佐藤和郎 様

理事会の開催について（ご案内）

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

本会の事業推進には、常日頃からご尽力賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記のとおり理事会を開催いたしますので、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 日時

2.場所

3.議案

平成25年5月27日（月）午後12時45分

社会福祉センター 2階 研 修 室1

平成24年度事業報告について他

※当日は、印鑑をご持参ください。

※当日午後6時から、延岡ロイヤルホテルで役職員の懇親会を予定しておりますo

（会費：4,000円）

※同封のハガキで理事会及び懇親会の出欠について、 5月10日（金）までにお知
らせください。

※会議資料につきましては、後日送付いたします。

「お問合せ先J

延岡市社会福祉協議会

総務課：松永

電話 0982-32-6555



平成24年度延岡市社会福祉協議会運営補助金収支明細
・、

浦日ヤ5ば換 単位：円

手をつなぐ育成会延岡支部 40, 000"" 。 40,000 40,000i.. 40,000 。
延岡市肢体不自由児父母の会 40, 000 ~ 。 40, OOOv 40,000 40,00(} 。
延岡市障害者団体連絡協議会 40,000"' 。 40,000 40,00(} 40, OOff 。
延岡市聴覚障害者協会 60,000 。 60,000 60, ooo.v so. ooa 。
延岡市母子寡婦福祉連絡協議会 150, OOQv 。150, 000 v 150, 000 ii' 150,000 。
手話サークル「わかあゆJ 30, 000 I 。 30,000 30,000' 30,000 。
延岡ひかりの会 30,000 r 。 30,000 30, ooa" 30, 00(). 。
県北地区里親会 20,000 ／ 。 20,000 20,000 20,000 。
北方地区福祉運動会 200,000 ~ 。200,000ν 200,00(} 200,00Cf 。
北方地区中国殉難者慰霊祭 50,000〆 。 50,000. 50,000' 50,000 。
延岡市しょうがい者大輪の会 60,000 ./ 。 60,000 60,000' 60,000 。
宮崎県原発被爆者の会延岡支部 40, 000 .., 。 40,000 40,000 40,00(} 。
延岡市戦没者遺族研究大会 100,000 d〆 。100, 00(). 100, 00(1 100, 00(} 。
北方地区戦没者遺族研究大会 50,000 / 。 50,000 50,00G 50,000 。
北浦地区戦没者遺族研究大会 100, 000 ,/ 。100,000〆 100, 000. 100, 000 。
北川地区戦没者遺族研究大会 100,000〆

。100,000’ 100, 00(} 100,000 ~／ 。
北方地区身体障害者福祉会 60,000ν 。 60,000ν 60,000 60,000レ 。
北浦地区身体障害者福祉協議会 60, 000 / 。 60,000ν 60,000 60,000 。
宮崎県社会福祉大会 41, 000 .,/ 。 41. 000 41. 000 41. ooo" 。
｜延岡市社会福祉大会

明 ‘ ’ r ・吋 -＿＇ー三一でい~主：~c可iふ·.：よfニ住ュtー吉ーニiエ1ーi ．・ 、ー一’－．ー、． j・‘ • -一
．同町曙・・国国国圃国司副.唱．．司，a『・唱ー－－四F・・・」

認可外保育所運営補助

認可外保育所運営補助事務費（延岡市社協） 60,000 。 60, 000" 60, 000 60, 250" t::. 250L. 

ボランティアセンター 800,000レ
。800, 000，ν 800,000 800,000’ 

ボランティアコーディネーター 150. 000.., 。150.000 150.000.~ 150.000 。
地区社協活動推進助成

ボランティア体験事業 300. 0001/ 。
高齢者等福祉相談事業

て：’ ，~ ·－三刊F三司＂l・~Jl司～む－r-－笠－·－笠F司司盤F，笠司ぜ民
~ R ・＇・ー：：.., . 

ふれあいいきいきサロン事業

地区社協支援事業（地域福祉活動計画支援） 630,000 

延岡市災害ボランティア活動事業 500, 000 ~ 。500,000 500,000 500,000 。
第 l回事務費 29, 300, 。 29,300 29,30() 29,300 。
新しい公園を活用した地域づくり事業 。110, 000 110, 000 110, 000 llO, OOG 

環境に優しく心豊かになるもの作り事業 。 96,000ν 96,000, 96,000 96, 00(} 

不登校・ひきこもり・生きづらさを考えよう 。430, OOOv 430,000 430,000 430,000' 

視覚障害者のための点訳普及事業 。200,000 200,000 200,000 200,000 

細見川生態調査及びニジマス釣り大会 。140,000ν 140,000 140,00(} 140,000 

高齢者のための無料健康相談を核にした延岡駅前地域 。329,000ノ 329,00(} 329,00Q 329.00叫 。
コミュニティ再構築事業

第2回事務費 26, 100} 26, 1001 26, 1001 26. IOOJ / O•, 



平成24年度人件費実績

平成24年度

基 本 給

扶養手当

通勤手 当

住宅手当

資格手当

管 理職手当

期末手 当

勤勉手当

法定福 利 費

福利 厚 生 費

退職共 済掛金

（単位：円）

補助金申請時（ 18+1名） II補助金精算時（ 18+1 名） 

当初予定額｜補助金請求額｜｜ 決算額 ｜補助金精算額

52, 490, 4001 42, 408, 4801142，川叫飢位0 

l, 6仰

l, 447, 2001 1’157, 76011 
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ハU－nuno－nu 
nu－nU －E， ．． ，， 

no－s佳作O一』せ
η’’唱Eム

1,305,000 ／ム 147,240

781, 120., ム 15,040

48,000v 96,000 

1,007,300ν 14, 111 

9, 070, 3Tl 215,487 

4, 706, 025. 〆 72, 135 

9, 246, 800~ ム 206,883

。

盟罷置費騒

l’245, 5521 1, 021’411 

11, 518’O刈口85,864

5,926, 75 

1川 M叶仏0 917 

m州胤000 

6’445,848 

93, 1:97,215 

※ 1 8名は80%、1名は 100%



平成24年度福祉団体等補助金収支決算書

補助金 （単位：円）

科目 決算 備考

補助金収入 1 743 000 市補助金

／ 

合計 A 1 743 000 

支出 （単位：円）

科目 決算 備考

助成金 1 743 000 
市補助金 20事業 1,743,000円

別紙明細書添付

合計 B 1 743 000 

返戻金

合計A( 1,743,000 円）一合計B( 1743000 円）＝ 0 円

延岡市長首藤正治様

以上のとおり決算報告をいたします。

この写しは原本と相違ないことを証明する

平成 25年 4月 18鼠 ~I 3五三了Z
延岡市社会福祉櫨議議了！？引い
会長柳田耕v~工人気

；幻議従来沼：
司会福岡融l



平成24年度福祉団体等補助金収支明細書

（単位：円）

団体名 事業名 予算額 決算額

延岡市しようがい者大輸の会 60000 60000 

宮崎県原発被爆者の会延岡支部 40000 40000 

北方地区身体障害者福祉会 60000 60000 

北浦地区身体障害者福祉協議会 60000 60000 

ことばの教室・恒富小通級指導教室親の会 親の会活動事業 30000 30000 

手をつなぐ育成会延岡支部 本人部会育成事業 40000 40000 

延岡市肢体不自由児父母の会 九州ブロック宮崎大会参加事業 40000 40000 

延岡市障害者団体連絡協議会 障害者スポーツ大会参加事業 40000 40000 

延岡市聴覚障害者協会 聴覚障害者社会参加支媛事業 60,000 60000 

延岡市母子寡婦福祉連絡協議会 母と子のふれあい事業 150 000 150,000 

手話サークル「わかあゆJ 手話サークル活動推進事業 30,000 30000 

延岡ひかりの会 音訳点訳研修補助事業 30000 30000 

宮崎県県北地区里親会 里親制度普及促進事業 20,000 20000 

北方地区福祉運動会 北方地区福祉運動会 200,000 200 000 

延岡市遺族会 延岡市戦没者遺族研究大会 100 000 100 000 

北方地区遺族会 北方地区戦没者遺族研究大会 50 000 50000 

北浦地区遺族共助会 北浦地区戦没者遺族研究大会 100 000 100 000 

北川地区戦没者遺族会 北川地区戦没者遺族研究大会 100 000 100 000 

北方地区中国殉難者慰霊祭 北方地区中国殉難者慰霊祭 50000 50000 

延岡市社会福祉協議会 延岡市社会福祉大会 483 000 483 000 

dロ~ 計 1 743 000 1743000 



平成24年度認可外保育所運営補助事業収支決算書

補助金 （単位：円）

科目 当初予算 決算 備考

補助金収入 940 000 940 000 / ↓市補助金

合計 A 940 000 940 000 

支出 （単位：円）

科目 当初予算 決算 備考

助成金 880 000 859 750 認可外保育所補助金（5園）

消耗品費 35000 34803 コピー用紙他

通信運搬費 20000 22402 切手代

手数料 5 000 3 045 振込み手数料

合 計 B 940 000 920 000 

" 

返戻金

合計A( 940,000 円）一合計B( 920,000 円）= 20,000円／

延岡市長 首藤正治様

以上のとおり決算報告をいたします。

この写しは原本と相違ないことを証明する



．平成24年度ボランティアセンター運営事業収支決算書

収入
科目

市補厨歪収入

合計（A)

当初予算
800 000 

800 000 

当初予算
800 000 

800 000 

（単位：円）
備考

助金

（単位：円）
決算 ｜ 三備考
aoo,0001ボランティアコーディネーター俸給

800 000 

／ 

収入合計（A) 800,000円一支出合計（B) 800,000円＝O

延岡市長 首藤正治様

以上のとおり決算報告をします。

平成25年 4月 18日

延岡市社会福祉協許制需椛1

会長柳田泰考；；鎗
句会福岡紙



平成24年度ボランティアセンター運営事業収支決算書

入
間
耐

入
一
補

収
一
市

当初予算
150 000 

150 000 

当初予算
150,000 

150 000 

（単位：円）
備考

助委

（単位：円）
決算 ｜ 備考
1so,0001ボランティアコーディネータ－
150 000 

／ 

収入合計（A) 150,000円一支出合計（B) 150,000円＝O

延岡市長 首 藤 正 治 様

以上のとおり決算報告をします。
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平成24年度ふれあいのまちづくり（地区社協助成）事業収支決算書

補助金 （単位：円）

科目 当初予算 決算 備考

補助金収入 1 980 000 1 980 000 市補助金

／ 

合計 A 1 980 000 1 980 000 
』

支出 （単位：円）

科目 当初予算 決算 備考

助成金支出 1 980 000 1 980 000 各地区運営助成金

合計 B 1,980,000 1 980 000 

／ 

運営助成金算定基準

基礎費（55,000円）＋地区社協加入世帯加算（1世帯20円）

延岡市長首藤正治様

以上のとおり決算報告をいたします。

この写しは原本と相違ないことを証明する



平成24年度ボランティア育成研修事業収支決算書

収入 （単位：円）
科目 当初予算 決算 備考

市補助金収入 300 000 300 000 市補助金
レ〆， 

合計（A) 300 000 300 000 

／ 

支出 （単位：円）
科目 当初予算 決算 備考

諸謝金
高校生ボランティア体験事業謝金（4施設、 1団体）50,000円、

110 000 102 000 ハンディキャップ体験学習指導員養成講座講師謝金（1団
体、2人）40,000円、日赤奉仕団看護師謝金（12,000円）

高齢者疑似体験セット消耗品（32,540円）、コピー用紙（2,980

消耗品費 70 000 69 628 
円）、名札（6,048円）、体験学習段差体験用台（20,000円）、
紙コップ、軍手、割り箸、ティッシュ、アルコールタオル、炭、他（8,060
円）

通信運搬費 15 000 12 800 切手代

手数料 2000 1 260 振込手数料

損害保険料 10 000 9 938 保険料

賃借料 63 000 64 900 マイクロバス借上げ料（50,000円）、設備使用料（14,900円）

雑 費
ボランティア体験学習弁当代（35,100円）、カラー紐、スプレー、

30000 39,474 研磨プラシ（4,374円）

合計（B) 300 000 300 000 

／ 

収入合計（A) 300,000円 支出合計（B) 300,000円＝O

延岡市長 首藤正治様

以上のとおり決算報告をします。

平成25年 4月 18日

延岡市社会内協議長津市7踊
会長柳自泰ロ芸協n!f入会

d議会延m~
f給福岡市正



平成24年度ふれあい福祉相談事業収支決算書

入収
湘一蛤

入
一
補

収
一
市

（単位：円）
当初予算
2 357 000 

2 357 000 

備考

支出 （単位：円）
科目 当初予算 決算 備考

職員俸給 1320000 1,262,010 相談員俸給
職員諸手当 。 2326 相談員時間外手当
法定福利費 19 000 12,768 労働保険料
福利厚生費 12 000 12 000 相談員健康診断費用
諸謝金 989 000 983 800 心配ごと相談員・弁護士謝金
消耗品費 1 000 9 922 プリンタ用インクカートリッジ代
会議費 6 000 5,178 弁護士昼食代
手数料 5000 1 260 弁護士謝金振込手数料
損害保険料 5000 4888 相談員総合保障プラン加入

／ 

合計（8) 2,357,000 2 294152 ／ 

0市補助金返戻金
収入合計（A)2,357 ,000円一支出合計（8)2,294, 152円＝62,848円

延岡市長 首 藤 正 治 様

以上のとおり決算報告をします。

平成25年 4月／ρ 日

延岡市社会福祉協3 前糊
会 長 柳 田 泰 憲 肝峰

｜戸京守~唱
；民会沼南凶



平成24年度延岡市福祉事業基金運用益事業収支決算書

補助金 （単位：円）

科目 決算 備考

補助金収入 2,468,400 開補助金， 

合計 A 2 468 400 

支出 （単位：円）

科目 決算 備考

事業基金第1回目 3事業 1,108,000円

助成金 2 413 000 
事業基金第2回目 6事業 1,305,000円

合計 9事業 2,413,000円

別紙明細書添付

事務費 55400 
第1回目事務費 29,300円、第2回目事務費 26,100円

合計 55,400円

合 計 B 2,468,400レ
， 

返戻金

合計A( 2,468,400円）一合計B( 2,468,400円）＝ 0 円

延岡市長首藤正治様

以上のとおり決算報告をいたします。

この写しは原本と相違ないことを証明する



平成24年度延岡市福祉事業基金運用益事業収支明細書

（単位：円）

事業名 第1回 第2回 返還金 決算額

ふれあい・いきいきサロン支援事業 338 000 ~ 150,000 188 000 

地区社協支援事業（地域福祉活動計画支援） 630 000 ~ 210 000 420 000 

延岡市災害ボランティア活動事業 500 000 500 000 

第1回事務費 29 300 29 300 

新しい公園を活用した地域づくり事業 110 000 110 000 

環境に優しく心豊かになるもの作り事業 96,000 96 000 

不登校・ひきこもり・生きづらさを考えよう事業 430 000 430 000 

視覚障害者のための点訳普及事業 200 000 200,000 

細見川生態調査及びニジマス釣り大会 140 000 140 000 

高齢者のための無料健康相談を核にした
329,000 329 000 

延岡駅前地域コミュニティ再構築事業

第2回事務費 26100 26,100 

。
。
。
。

必ロ』 計 1 497 300 1121100 ~ 150000 2,468,400 



平成24年度延岡市社会福祉センター収支決算書

＜収入＞ （単位：円）

科目 当初予算 決算 備考

会費収入 2,000,000 1,580,047 

寄付金収入 1,250,000 1,250,000 

市区町村補助金収入 8, 141,000 8, 141,00Q, 必ンター運営補助金

センター利用料収入 1,000,000 839, 720 空調料金含む

雑収入 118,000 134, 707 自動販売機設置料及び電気代

合計 12,509,00~ 11, 945, 474 〆
"" 

＜支出＞ （単位：円）

科目 当初予算 決算 備考

旅費交通費 28,000 。
その他消耗品費 330,000 379,657 来客者用新聞代、自家発電装置／＼.. ＂）テト、外消耗品

器具什器費 180,000 132,802 スチールラック、ガス警報器

印刷製本費 63,000 ゾ 4, 725 センター使用予定表印刷代

水道光熱費 3,576,000 3,482,21~ ［水道、ガス、電気代等（別紙明細）

燃料費 28,000 416 高圧洗浄機用燃料代

修繕費 160,000 253,345 センター各種修繕（別紙明細）

通信運搬費 840,000 801,584:, 信話代等（別紙明細）

委託費 2,850,000 2,805,65(} 業務委託費（別紙明細）

保守費 1,371,000 1,515,60~ 保守点検料（別紙明細）

手数料 8,000 9,860 振込手数料

損害保険料 277,000 276,620 福祉センタ一家財・火災保険料

賃借料 1,445,000 1,422,858 駐車場賃借、電話基盤リース、ルーターリース料

租税公課 46,000 23,300 センター利用料消費税

雑費 166,000 133,340 ケーブルテレビ料金

建物付属設備取得支出 l, 141,000 v 703, 500 屋上機械室スチールドア取替 J 
合計 12,509,00Q 11, 945, 47~ ピ

延岡市 長 首藤正治様
以上のとおり、決算報告をします。



延岡市社会福祉センター管理運営事業に要した費用平成 24年度

/ 

（単位：円）

ーーー～～『』 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 1月 2月 3月 合計

ガス代 3,057 2,275 2,284 l, 769 l, 511 2,039 l, 775 2,040 3,620 2,283 9, 794 2, 781 35,228 
水道代 83,232 83,232 79,895 79,895 75, 175 75, 175 74, 764 74, 764 79,895 79,895 94,470 94,470 974,862 
電気代 200,019 172, 101 178,349 185, 792 241,500 250,095 217, 152 179,413 191,386 225,845 226,546 200, 198 2,468,396 
防 犯灯 307 307 309 311 318 317 315 313 311 309 307 307 3. 731 
A、 a~ト 286,615 257,915 260,837 267, 767 318,504 327,626 294,006 256,530 275,212 308,332 331, 117 297, 756 3,482,217 

水道光熱費

／ 

r 

，，， 

（単位：円），． 

『～～～～』 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 1月 2月 3月 合計

一般廃棄物 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 7, 770 93,240 
薬剤散布 31,500 31,500 

センター警備 140, 700 140, 700 140, 700 140, 700 140, 700 140, 700 129,570 129,570 137,970 137,970 129,570 129,570 1,638,420 
全量Rlllfl.貯水柵綱引・ 403, 610 403,610 
シルハ．ー人材tンター 50. 160 52.800 55.440 55.440 58 080 50. 160 58.080 55.440 50, 160 50, 160 50, 160 52,800 638,880 

小計 198,630 232, 770 203,910 203, 910 206,550 198,630 195,420 192, 780 195,900 195,900 187,500 593, 750 2,805,650 

費託委

〆

〆戸

r” 

．，，， 

〆〆

（単位：円）

～～～～～』 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 1月 2月 3月 合計
電気工作物保守 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 
0 Aシステム保守料 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 3, 700 44,400 
エレヘeーター保守 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 504,000 
消防設備点検 47,250 120, 750 168,000 

空調点検 178,500 178,500 357,000 
非曾m宛相lllf!股備保守 133.350 164,850 298,200 

小計 57, 700 57, 700 57, 700 57, 700 104,950 236,200 57, 700 57, 700 178,450 191,050 57, 700 401,050 1,515,600 

費守保

／ 

／

Jr
／
 

〆〆

／ 

(l別立：円）

～～～～～』 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 1月 2月 3月 合計
32-6555(NTT) 48, 105 50,992 45,847 52,281 49,432 45,844 49, 799 45,245 48,251 47,512 45,213 15,917 544,438 

Bフレッツ 5, 218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 62,616 

BフレッツG 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 70,560 
ふれあい包括の会 10, 191 10,471 11, 137 10, 165 10,518 10, 788 10, 157 10,017 10, 196 9,252 9,252 9,326 121,470 

電波利用料 2 500 2,500 
小計 69,394 72,561 68,082 73,544 71, 048 67, 730 71,054 66,360 72,045 67,862 65, 563 36,341 801,584 

通信運搬費

平成25年4月18日
この写しは原本と
相違ないことを証明する

合社市~ f商
社会福祉法人延岡市社会福祉協議録i沼百九勾

会 長 柳田 泰ぱ議会議！
I~陰姐i此！



平成24年度 延岡市社会福祉センター管理運営事業に要した費用

修繕費（修繕箇所）

修 繕工事

センター 1階トイレパルプ調整

身障者用トイレ水漏れ修理

センター自動ドア修繕

印刷室照明の安定器修理

屋上トップライト撤去及び電気設備点検口修繕

ムロ

（以下、固定資産）

屋上機械室スチールドア取替

総

修繕内容

センター 1階トイレパルプ調整

身障者用トイレ水漏れ修理

正面玄関自動ドアモータープロック調整

センター 1階印刷室照明の安定器修理

センター屋上トップライト撤去工事、電気設備点検
口修繕

計

センター屋上機械室スチールドア取替工事（ 2箇
所）

計

平成25年4月18日
この写しは原本と

（単位：円）

金額

2, 100 

7, 770 

5, 775 

13,000 

224, 700 

253,345, 

703,500 

956,84尽

相違ないことを証明する 働郎総
社会福祉法人 延岡市社会福祉協議議長協鮮人制

会 長 柳田 泰崎議会延時
I~隆彊唖止！



平成24年度事業報告書

経理区分（8）社会福祉センター管理運営事業 ｜部門（）

事業名 ｜社会福祉センター管理運営事業

事業目的
市民や福祉関係者が安心して利用でき、福祉活動の拠点となるよう円滑な運営管理をする
事を目的とする。

事業実績
センター利用状況

年度 延団体数 延人数

平成24年度 1 058 17,311 

平成23年度 966 16,060 

平成22年度 1,055 21,583 

平成21年度 1,127 20,147 

平成20年度 1,269 20,916 

平成19年度 1,070 18, 120 

平成23年度対比増減 延92団体増 延人数1,251人増

事業評価

採光の役割を果たしていなかった屋上のトップライトをステンレスで塞ぎ、トップライトからの転落
の危険性が無くなった。
23年度に比べ、利用団体数・人数とも増加になったが、センターの収容人数に対して駐車場の台
数が少ないことが利用を制限せざるを得ない状況にもなっている。
今後も福祉活動の拠点となるべく施設整備等を進めてし、く。



平成24年度延岡市社会福祉センター利用状況（月別）

月 相談室 コミュエティーホール 訓練室 共同作業室 調理室 研修1 和室1 会議室 研修2 研修3 和室2 研修4 大集会室 合計

H. 24. 4 6 21 4 14 15 12 6 9 87 
38 489 42 105 141 188 62 459 1.524 

H. 24. 5 7 25 3 11 17 16 10 8 97 
57 566 32 37 175 315 74 470 1,726 

H. 24. 6 8 21 3 15 17 15 g 10 99 ， 

58 364 36 115 172 264 5 135 274 1.423 ， 

H. 24. 7 10 18 3 18 22 16 9 7 103 
70 537 41 133 211 277 143 235 1.647 

H. 24. 8 4 16 23 16 12 5 8 84 
18 325 198 176 192 92 342 1.343 

H. 24. 9 5 19 2 17 17 14 7 12 12 105 
27 454 26 157 171 240 74 170 441 1.760 ／ 

H. 24. 10 3 15 19 19 15 5 15 10 102 lo" 

10 297 10 157 155 224 45 200 451 1,549 

H. 24. 11 2 32 3 21 23 18 4 9 8 121 
4 15 617 37 143 190 288 35 131 503 1.963 

H. 24. 12 5 23 1 21 3 6 59 
25 776 10 150 16 92 1,069 

H. 25. 1 19 2 22 
8 298 16 322 

H. 25. 2 
3 19 15 20 13 2 6 7 85 
30 365 117 194 204 20 100 361 1,391 ／ 

7 21 4 9 20 17 3 7 6 94 
H. 25. 3 

65 536 56 63 165 396 30 82 201 1.594 ．， 

合 計
。 。 。 60 2 249 24 185 189 154 22 88 85 1,058 ，， 。 。 。 410 15 5.624 290 1.391 1.766 2.680 209 1.189 3.737 17.311 


